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議案第 １ 号 

 

   おいらせ町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求め

ることについて 

 

 下記の者をおいらせ町固定資産評価審査委員会委員に選任したいので、

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第４２３条第３項の規定により、

議会の同意を求める。 

 

記 

 

 選任する者の住所、氏名、生年月日 

 

  氏  名  玉
たま

 川
かわ

 吉
よし

 一
かず

 

 

 

 

  令和 ６ 年 ３ 月 ７ 日  提出 

 

                 おいらせ町長 成 田   隆 

 

 

 

 

 

提案理由 

おいらせ町固定資産評価審査委員会委員（玉川吉一氏）の任期満了に伴

い、引き続き同氏を選任するため提案するものである。  
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議案第 １ 号参考資料 
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議案第 ２ 号 

 

   おいらせ町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求め

ることについて 

 

 下記の者をおいらせ町固定資産評価審査委員会委員に選任したいので、

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第４２３条第３項の規定により、

議会の同意を求める。 

 

記 

 

 選任する者の住所、氏名、生年月日 

 

  氏  名  種
たね

 市
いち

 岩
いわ

 男
お

 

 

 

 

  令和 ６ 年 ３ 月 ７ 日  提出 

 

                 おいらせ町長 成 田   隆 

 

 

 

 

 

提案理由 

おいらせ町固定資産評価審査委員会委員（種市岩男氏）の任期満了に伴

い、引き続き同氏を選任するため提案するものである。  
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議案第 ２ 号参考資料 
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議案第 ３ 号 

 

   おいらせ町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求め

ることについて 

 

 下記の者をおいらせ町固定資産評価審査委員会委員に選任したいので、

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第４２３条第３項の規定により、

議会の同意を求める。 

 

記 

 

 選任する者の住所、氏名、生年月日 

 

  氏  名  小
こ

 向
むかい

 道
みち

 彦
ひこ

 

 

 

 

  令和 ６ 年 ３ 月 ７ 日  提出 

 

                 おいらせ町長 成 田   隆 

 

 

 

 

 

提案理由 

おいらせ町固定資産評価審査委員会委員（谷地 武氏）の任期満了に伴

い、小向道彦氏を選任するため提案するものである。  
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議案第 ３ 号参考資料 
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議案第 ４ 号 

 

   配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部

を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定

について 

 

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改

正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例を別紙のとおり定

める。 

 

 

  令和 ６ 年 ３ 月 ７ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平成１３年法

律第３１号）の一部改正に伴い、町関係条例について所要の改正を行うた

め提案するものである。  
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   配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部

を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 

 （おいらせ町ひとり親家庭等医療費給付条例の一部改正） 

第１条 おいらせ町ひとり親家庭等医療費給付条例（平成１８年おいらせ

町条例第１０５号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第２項第６号中「第１０条第１項」の次に「又は第１０条の２」

を加える。 

 （おいらせ町営住宅管理条例の一部改正） 

第２条 おいらせ町営住宅管理条例（平成１８年おいらせ町条例第１４５

号）の一部を次のように改正する。 

  第５条第２項第８号イ中「第１０条第１項」の次に「又は第１０条の

２」を加え、「読み替えて」を「これらの規定を」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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議案第 ５ 号 

 

   指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の

一部を改正する省令の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の

制定について 

 

 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部

を改正する省令の施行に伴う関係条例の整理に関する条例を別紙のとお

り定める。 

 

 

  令和 ６ 年 ３ 月 ７ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を

改正する省令（令和６年厚生労働省令第１６号）の施行に伴い、町関係条例

について所要の改正を行うため提案するものである。  
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   指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の

一部を改正する省令の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 

 （おいらせ町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関

する基準を定める条例の一部改正） 

第１条 おいらせ町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営

に関する基準を定める条例（平成２４年おいらせ町条例第３０号）の一

部を次のように改正する。 

  第６条第５項第５号中「第６５条」を「第６５条第１項」に改め、同

項中第１１号を削り、第１２号を第１１号とし、同条第６項ただし書中

「当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所」を「当該指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護事業所」に、「施設」を「敷地」に改める。 

  第７条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

  第２４条中第９号を第１１号とし、第８号を第１０号とし、第７号の

次に次の２号を加える。 

  (8) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては、当

該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急や

むを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する

行為（以下「身体的拘束等」という。）を行ってはならない。 

  (9) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際

の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなけ

ればならない。 

  第３４条第１項中「重要事項」の次に「（以下この条において単に「重

要事項」という。）」を加え、同条第２項中「前項に規定する事項」を

「重要事項」に、「同項」を「前項」に改め、同条に次の１項を加える。 

 ３ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、原則として、重

要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。 

  第４２条第２項第２号中「に規定する」を「の規定による」に改め、

同項第７号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第



 

１６ 

 

 

８号とし、同項第６号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同

号を同項第７号とし、同項第５号中「に規定する」を「の規定による」

に改め、同号を同項第６号とし、同項第４号の次に次の１号を加える。 

  (5) 第２４条第９号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その

際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

  第４７条第３項ただし書中「当該夜間対応型訪問介護事業所」を「当

該指定夜間対応型訪問介護事業所」に改め、同条第４項中第１１号を削

り、第１２号を第１１号とし、同条第５項ただし書及び第６項中「当該

夜間対応型訪問介護事業所」を「当該指定夜間対応型訪問介護事業所」

に改める。 

  第４８条ただし書中「同一敷地内の」を削る。 

  第５１条中第７号を第９号とし、第６号を第８号とし、第５号を第７

号とし、第４号の次に次の２号を加える。 

  (5) 指定夜間対応型訪問介護の提供に当たっては、当該利用者又は他

の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合

を除き、身体的拘束等を行ってはならない。 

  (6) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際

の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなけ

ればならない。 

  第５８条第２項第２号中「に規定する」を「の規定による」に改め、

同項第５号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第

６号とし、同項第４号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同

号を同項第５号とし、同項第３号中「に規定する」を「の規定による」

に改め、同号を同項第４号とし、同項第２号の次に次の１号を加える。 

  (3) 第５１条第６号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その

際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

  第５９条の４ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

  第５９条の９中第６号を第８号とし、第５号を第７号とし、第４号の
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次に次の２号を加える。 

  (5) 指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、当該利用者又は他

の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合

を除き、身体的拘束等を行ってはならない。 

  (6) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際

の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなけ

ればならない。 

  第５９条の１９第２項第２号中「に規定する」を「の規定による」に

改め、同項第６号を同項第７号とし、同項第５号中「に規定する」を「の

規定による」に改め、同号を同項第６号とし、同項第４号中「に規定す

る」を「の規定による」に改め、同号を同項第５号とし、同項第３号中

「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第４号とし、同

項第２号の次に次の１号を加える。 

  (3) 第５９条の９第６号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、

その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

  第５９条の２０の３中「同項第３号」を「同項第４号」に、「同項第

４号」を「同項第５号」に改める。 

  第５９条の２４第１項ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

  第５９条の３０中第５号を第７号とし、第４号を第６号とし、第３号

を第５号とし、第２号の次に次の２号を加える。 

  (3) 指定療養通所介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用

者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、

身体的拘束等を行ってはならない。 

  (4) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際

の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなけ

ればならない。 

  第５９条の３７第２項第３号中「に規定する」を「の規定による」に

改め、同項第７号を同項第８号とし、同項第６号中「に規定する」を「の
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規定による」に改め、同号を同項第７号とし、同項第５号中「に規定す

る」を「の規定による」に改め、同号を同項第６号とし、同項第４号中

「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第５号とし、同

項第３号の次に次の１号を加える。 

  (4) 第５９条の３０第４号の規定による身体的拘束等の態様及び時

間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記

録 

  第６２条第１項ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

  第６５条第２項中「介護保険施設をいう。以下同じ。）若しくは」の

次に「健康保険法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第８３号）

第２６条の規定による改正前の法第４８条第１項第３号に規定する」を

加える。 

  第６６条第１項ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

  第７０条中第６号を第８号とし、第５号を第７号とし、第４号の次に

次の２号を加える。 

  (5) 指定認知症対応型通所介護の提供に当たっては、当該利用者又は

他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場

合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。 

  (6) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際

の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなけ

ればならない。 

  第７１条第１項中「及び次条」を削る。 

  第７９条第２項第２号中「に規定する」を「の規定による」に改め、

同項第６号を同項第７号とし、同項第５号中「に規定する」を「の規定

による」に改め、同号を同項第６号とし、同項第４号中「に規定する」

を「の規定による」に改め、同号を同項第５号とし、同項第３号中「に

規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第４号とし、同項第

２号の次に次の１号を加える。 
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  (3) 第７０条第６号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その

際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

  第８２条第６項の表中「、指定介護療養型医療施設（医療法（昭和  

２３年法律第２０５号）第７条第２項第４号に規定する療養病床を有す

る診療所であるものに限る。）又は介護医療院」を「又は介護医療院」

に改める。 

  第８３条第１項ただし書中「当該指定小規模多機能型居宅介護事業所

に併設する前条第６項の表の当該指定小規模多機能型居宅介護事業所

に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている場合の項の中欄に

掲げる施設等の職務、同一敷地内の指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業所の職務（当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者

が、指定夜間対応型訪問介護事業者、指定訪問介護事業者又は指定訪問

看護事業者の指定を併せて受け、一体的な運営を行っている場合には、

これらの事業に係る職務を含む。）若しくは法第１１５条の４５第１項

に規定する介護予防・日常生活支援総合事業（同項第１号ニに規定する

第１号介護予防支援事業を除く。）」を「他の事業所、施設等の職務」

に改め、同条第３項中「第１１２条」の次に「、第１９２条第３項」を

加える。 

  第９２条第５号中「身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為

（以下「身体的拘束等」という。）」を「身体的拘束等」に改め、同条

中第８号を第９号とし、第７号を第８号とし、第６号の次に次の１号を

加える。 

  (7) 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、身体的拘束等の適正化を

図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

   ア 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ

電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を３月に

１回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他

の従業者に周知徹底を図ること。 
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   イ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

   ウ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のため

の研修を定期的に実施すること。 

  第１０６条の次に次の１条を加える。 

  （利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に

資する方策を検討するための委員会の設置） 

 第１０６条の２ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、当該指定小規

模多機能型居宅介護事業所における業務の効率化、介護サービスの質

の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため、当該指

定小規模多機能型居宅介護事業所における利用者の安全並びに介護

サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するた

めの委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとす

る。）を定期的に開催しなければならない。 

  第１０７条第２項第３号から第７号までの規定中「に規定する」を「の

規定による」に改める。 

  第１１１条第１項ただし書中「同一敷地内にある」及び「若しくは併

設する指定小規模多機能型居宅介護事業所若しくは指定看護小規模多

機能型居宅介護事業所」を削る。 

  第１２１条ただし書中「これらの事業所、施設等が同一敷地内にある

こと等により」を削る。 

  第１２５条中第３項を第８項とし、第２項を第７項とし、第１項の次

に次の５項を加える。 

 ２ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、前項の規定に基づき協力

医療機関を定めるに当たっては、次に掲げる要件を満たす協力医療機

関を定めるように努めなければならない。 

  (1) 利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相

談対応を行う体制を、常時確保していること。 

  (2) 当該指定認知症対応型共同生活介護事業者からの診療の求めが
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あった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。 

 ３ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、１年に１回以上、協力医

療機関との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認すると

ともに、協力医療機関の名称等を、当該指定認知症対応型共同生活介

護事業者に係る指定を行った市町村長に届け出なければならない。 

 ４ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、感染症の予防及び感染症

の患者に対する医療に関する法律（平成１０年法律第１１４号）第６

条第１７項に規定する第２種協定指定医療機関（以下「第２種協定指

定医療機関」という。）との間で、新興感染症（同条第７項に規定す

る新型インフルエンザ等感染症、同条第８項に規定する指定感染症又

は同条第９項に規定する新感染症をいう。以下同じ。）の発生時等の

対応を取り決めるように努めなければならない。 

 ５ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、協力医療機関が第２種協

定指定医療機関である場合においては、当該第２種協定指定医療機関

との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければ

ならない。 

 ６ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者が協力医療機関そ

の他の医療機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退院が

可能となった場合においては、再び当該指定認知症対応型共同生活介

護事業所に速やかに入居させることができるように努めなければな

らない。 

  第１２７条第２項第２号から第６号までの規定中「に規定する」を「の

規定による」に改める。 

  第１２８条中「及び第１０４条」を「、第１０４条及び第１０６条の

２」に改める。 

  第１３０条第７項中第２号を削り、第３号を第２号とし、同条に次の

１項を加える。 

 １１ 次に掲げる要件のいずれにも適合する場合における第１項第２
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号イの規定の適用については、当該規定中「１」とあるのは、    

「０．９」とする。 

  (1) 第１４９条において準用する第１０６条の２に規定する委員会

において、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の

負担軽減を図るための取組に関する次に掲げる事項について必要

な検討を行い、及び当該事項の実施を定期的に確認していること。 

   ア 利用者の安全及びケアの質の確保 

   イ 地域密着型特定施設従業者の負担軽減及び勤務状況への配慮 

   ウ 緊急時の体制整備 

   エ 業務の効率化、介護サービスの質の向上等に資する機器（次号

において「介護機器」という。）の定期的な点検 

   オ 地域密着型特定施設従業者に対する研修 

  (2) 介護機器を複数種類活用していること。 

  (3) 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽

減を図るため、地域密着型特定施設従業者間の適切な役割分担を行

っていること。 

  (4) 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽

減を図る取組による介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減が

行われていると認められること。 

  第１３１条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

  第１４７条中第２項を第７項とし、第１項の次に次の５項を加える。 

 ２ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、前項の規定に基

づき協力医療機関を定めるに当たっては、次に掲げる要件を満たす協

力医療機関を定めるように努めなければならない。 

  (1) 利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相

談対応を行う体制を、常時確保していること。 

  (2) 当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者からの診療

の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保している
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こと。 

 ３ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、１年に１回以上、

協力医療機関との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認

するとともに、協力医療機関の名称等を、当該指定地域密着型特定施

設入居者生活介護事業者に係る指定を行った市町村長に届け出なけ

ればならない。 

 ４ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、第２種協定指定

医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を取り決めるように

努めなければならない。 

 ５ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、協力医療機関が

第２種協定指定医療機関である場合においては、当該第２種協定指定

医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わ

なければならない。 

 ６ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、利用者が協力医

療機関その他の医療機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、

退院が可能となった場合においては、再び当該指定地域密着型特定施

設に速やかに入居させることができるように努めなければならない。 

  第１４８条第２項第２号から第７号までの規定中「に規定する」を「の

規定による」に改める。 

  第１４９条中「及び第９９条」を「、第９９条及び第１０６条の２」

に改める。 

  第１５１条第８項第３号中「若しくは」を「又は」に改め、「又は介

護支援専門員（指定介護療養型医療施設の場合に限る。）」を削る。 

  第１５２条第１項第６号中「医療法」の次に「（昭和２３年法律第  

２０５号）」を加える。 

  第１６５条の２中「医師」の次に「及び協力医療機関の協力を得て、

当該医師及び当該協力医療機関」を加え、同条に次の１項を加える。 

 ２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、前項の医師及び協力医療機関
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の協力を得て、１年に１回以上、緊急時等における対応方法の見直し

を行い、必要に応じて緊急時等における対応方法の変更を行わなけれ

ばならない。 

  第１６６条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

  第１６７条第５号中「に規定する」を「の規定による」に、「を記録

する」を「の記録を行う」に改め、同条第６号中「に規定する」を「の

規定による」に、「を記録する」を「の記録を行う」に改め、同条第７

号中「に規定する」を「の規定による」に、「を記録する」を「の記録

を行う」に改める。 

  第１７２条の見出しを「（協力医療機関等）」に改め、同条第１項中

「入院治療を必要とする入所者のために」を「入所者の病状の急変等に

備えるため」に、「協力病院」を「次の各号に掲げる要件を満たす協力

医療機関（第３号の要件を満たす協力医療機関にあっては、病院に限

る。）」に改め、同項に次のただし書及び各号を加える。 

   ただし、複数の医療機関を協力医療機関として定めることにより当

該各号の要件を満たすこととしても差し支えない。 

  (1) 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相

談対応を行う体制を、常時確保していること。 

  (2) 当該指定地域密着型介護老人福祉施設からの診療の求めがあっ

た場合において診療を行う体制を、常時確保していること。 

  (3) 入所者の病状が急変した場合等において、当該指定地域密着型介

護老人福祉施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師

が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則とし

て受け入れる体制を確保していること。 

  第１７２条中第２項を第６項とし、第１項の次に次の４項を加える。 

 ２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、１年に１回以上、協力医療機

関との間で、入所者の病状が急変した場合等の対応を確認するととも

に、協力医療機関の名称等を、当該指定地域密着型介護老人福祉施設
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に係る指定を行った市町村長に届け出なければならない。 

 ３ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、第２種協定指定医療機関との

間で、新興感染症の発生時等の対応を取り決めるように努めなければ

ならない。 

 ４ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、協力医療機関が第２種協定指

定医療機関である場合においては、当該第２種協定指定医療機関との

間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければなら

ない。 

 ５ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者が協力医療機関その他

の医療機関に入院した後に、当該入所者の病状が軽快し、退院が可能

となった場合においては、再び当該指定地域密着型介護老人福祉施設

に速やかに入所させることができるように努めなければならない。 

  第１７６条第２項第２号から第６号までの規定中「に規定する」を「の

規定による」に改める。 

  第１７７条中「及び第５９条の１７第１項から第４項まで」を「、第

５９条の１７第１項から第４項まで及び第１０６条の２」に改める。 

  第１８７条中第５項を第６項とし、第４項の次に次の１項を加える。 

 ５ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の管理者は、ユニット

型施設の管理等に係る研修を受講するよう努めなければならない。 

  第１８９条中「第４項まで」の次に「、第１０６条の２」を加える。 

  第１９１条第７項中第４号を削り、第５号を第４号とする。 

  第１９２条第１項ただし書中「同一敷地内にある」及び「若しくは当

該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に併設する前条第７項各号

に掲げる施設等」を削る。 

  第１９７条第１号中「療養上の管理の下で」を「当該利用者の居宅に

おいて、又はサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、日常

生活上の世話及び機能訓練並びに療養上の世話又は必要な診療の補助

を」に改め、同条中第１１号を第１２号とし、第７号から第１０号まで
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を１号ずつ繰り下げ、第６号の次に次の１号を加える。 

  (7) 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、身体的拘束等の適正

化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

   ア 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ

電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を３月に

１回以上開催するとともに、その結果について、看護小規模多機

能型居宅介護従業者に周知徹底を図ること。 

   イ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

   ウ 看護小規模多機能型居宅介護従業者に対し、身体的拘束等の適

正化のための研修を定期的に実施すること。 

  第２０１条第２項第３号及び第６号から第９号までの規定中「に規定

する」を「の規定による」に改める。 

  第２０２条中「及び第１０６条」を「、第１０６条及び第１０６条の

２」に改める。 

 （おいらせ町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び

運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための

効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正） 

第２条 おいらせ町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備

及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のた

めの効果的な支援の方法に関する基準を定める条例（平成２４年おいら

せ町条例第３１号）の一部を次のように改正する。 

  第６条第１項ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

  第９条第２項中「指定介護療養型医療施設（健康保険法等の一部を改

正する法律（平成１８年法律第８３号）附則第１３０条の２第１項の規

定によりなおその効力を有するものとされた同法第２６条の規定によ

る改正前の法第４８条第１項第３号に規定する指定介護療養型医療施

設をいう。第４４条第６項において同じ。）」を「健康保険法等の一部

を改正する法律（平成１８年法律第８３号）第２６条の規定による改正
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前の法第４８条第１項第３号に規定する指定介護療養型医療施設」に改

める。 

  第１０条第１項ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

  第３２条第１項中「重要事項」の次に「（以下この条において単に「重

要事項」という。）」を加え、同条第２項中「前項に規定する事項」を

「重要事項」に、「同項」を「前項」に改め、同条に次の１項を加える。 

 ３ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、原則として、重要事

項をウェブサイトに掲載しなければならない。 

  第４０条第２項第２号中「に規定する」を「の規定による」に改め、

同項第６号を同項第７号とし、同項第５号中「に規定する」を「の規定

による」に改め、同号を同項第６号とし、同項第４号中「に規定する」

を「の規定による」に改め、同号を同項第５号とし、同項第３号中「に

規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第４号とし、同項第

２号の次に次の１号を加える。 

  (3) 第４２条第１１号の規定による身体的拘束その他利用者の行動

を制限する行為（以下「身体的拘束等」という。）の態様及び時間、

その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

  第４２条第１４号中「第１２号」を「第１４号」に改め、同号を同条

第１６号とし、同条中第１０号から第１３号までを２号ずつ繰り下げ、

第９号の次に次の２号を加える。 

  (10) 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、当該

利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむ

を得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。 

  (11) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その

際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しな

ければならない。 

  第４４条第６項の表中「、指定介護療養型医療施設（医療法（昭和  

２３年法律第２０５号）第７条第２項第４号に規定する療養病床を有す



 

２８ 

 

 

る診療所であるものに限る。）又は介護医療院」を「又は介護医療院」

に改める。 

  第４５条第１項ただし書中「当該指定介護予防小規模多機能型居宅介

護事業所に併設する前条第６項の表の当該指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている

場合の項の中欄に掲げる施設等の職務、同一敷地内の指定定期巡回・随

時対応型訪問介護看護事業所（指定地域密着型サービス基準条例第６条

第１項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をい

う。）の職務（当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所に係

る指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者（同項に規定する指定

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者をいう。）が、指定夜間対応

型訪問介護事業者（指定地域密着型サービス基準条例第４７条第１項に

規定する指定夜間対応型訪問介護事業者をいう。）、指定訪問介護事業

者（指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平

成１１年厚生省令第３７号。以下「指定居宅サービス等基準」という。）

第５条第１項に規定する指定訪問介護事業者をいう。）又は指定訪問看

護事業者（指定居宅サービス等基準第６０条第１項に規定する指定訪問

看護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け、一体的な運営を

行っている場合には、これらの事業に係る職務を含む。）若しくは法第

１１５条の４５第１項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業（同

項第１号ニに規定する第１号介護予防支援事業を除く。）」を「他の事

業所、施設等の職務」に改める。 

  第５３条第１項中「身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為

（以下「身体的拘束等」という。）」を「身体的拘束等」に改め、同条

に次の１項を加える。 

 ３ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、身体的拘束等の適

正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

  (1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電
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話装置等を活用して行うことができるものとする。）を３月に１回

以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業

者に周知徹底を図ること。 

  (2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

  (3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための

研修を定期的に実施すること。 

  第６３条の次に次の１条を加える。 

  （利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に

資する方策を検討するための委員会の設置） 

 第６３条の２ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、当該指

定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所における業務の効率化、介

護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進を

図るため、当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所における

利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に

資する方策を検討するための委員会（テレビ電話装置等を活用して行

うことができるものとする。）を定期的に開催しなければならない。 

  第６４条第２項第３号から第７号までの規定中「に規定する」を「の

規定による」に改める。 

  第７２条第１項ただし書中「同一敷地内にある」及び「若しくは併設

する指定小規模多機能型居宅介護事業所」を削る。 

  第７９条ただし書中「これらの事業所、施設等が同一敷地内にあるこ

と等により」を削る。 

  第８３条中第３項を第８項とし、第２項を第７項とし、第１項の次に

次の５項を加える。 

 ２ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、前項の規定に基

づき協力医療機関を定めるに当たっては、次に掲げる要件を満たす協

力医療機関を定めるように努めなければならない。 

  (1) 利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相
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談対応を行う体制を、常時確保していること。 

  (2) 当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者からの診療

の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保している

こと。 

 ３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、１年に１回以上、

協力医療機関との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認

するとともに、協力医療機関の名称等を、当該指定介護予防認知症対応

型共同生活介護事業者に係る指定を行った市町村長に届け出なければ

ならない。 

 ４ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、感染症の予防及

び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成１０年法律第１１４

号）第６条第１７項に規定する第２種協定指定医療機関（次項において

「第２種協定指定医療機関」という。）との間で、新興感染症（同条第

７項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第８項に規定する

指定感染症又は同条第９項に規定する新感染症をいう。次項において

同じ。）の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。 

 ５ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、協力医療機関が

第２種協定指定医療機関である場合においては、当該第２種協定指定

医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わ

なければならない。 

 ６ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者が協力医

療機関その他の医療機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、

退院が可能となった場合においては、再び当該指定介護予防認知症対

応型共同生活介護事業所に速やかに入所させることができるように努

めなければならない。 

  第８５条第２項第２号から第６号までの規定中「に規定する」を「の

規定による」に改める。 

  第８６条中「及び第６１条」を「、第６１条及び第６３条の２」に改
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める。 

 （おいらせ町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護

予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

を定める条例の一部改正） 

第３条 おいらせ町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指

定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関す

る基準を定める条例（平成２７年おいらせ町条例第４号）の一部を次の

ように改正する。 

  第３条中「指定介護予防支援事業者」を「地域包括支援センターの設

置者である指定介護予防支援事業者」に改め、「（以下「指定介護予防

支援事業所」という。）」を削り、同条に次の１項を加える。 

 ２ 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、当該指

定に係る事業所ごとに１以上の員数の指定介護予防支援の提供に当

たる必要な数の介護支援専門員を置かなければならない。 

  第４条第１項中「指定介護予防支援事業所」を「当該指定に係る事業

所（以下「指定介護予防支援事業所」という。）」に改め、同条第２項

中「前項に規定する」を「地域包括支援センターの設置者である指定介

護予防支援事業者が前項の規定により置く」に改め、同条に次の２項を

加える。 

 ３ 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者が第１項

の規定により置く管理者は、介護保険法施行規則（平成１１年厚生省

令第３６号）第１４０条の６６第１号イ(3)に規定する主任介護支援

専門員（以下この項において「主任介護支援専門員」という。）でな

ければならない。ただし、主任介護支援専門員の確保が著しく困難で

ある等やむを得ない理由がある場合については、介護支援専門員（主

任介護支援専門員を除く。）を第１項に規定する管理者とすることが

できる。 

 ４ 前項の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。
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ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 

  (1) 管理者がその管理する指定介護予防支援事業所の介護支援専門

員の職務に従事する場合 

  (2) 管理者が他の事業所の職務に従事する場合（その管理する指定介

護予防支援事業所の管理に支障がない場合に限る。） 

  第５条第２項中「あらかじめ」の次に「、利用者又はその家族に対し」

を加え、同条第３項中「担当職員」の次に「（指定居宅介護支援事業者

である指定介護予防支援事業者の場合にあっては介護支援専門員。以下

この章及び次章において同じ。）」を加える。 

  第１１条に次の２項を加える。 

 ２ 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、前項の

利用料のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域

の居宅を訪問して指定介護予防支援を行う場合には、それに要した交

通費の支払を利用者から受けることができる。 

 ３ 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、前項に

規定する費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、

利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説

明を行い、利用者の同意を得なければならない。 

  第１２条中「指定介護予防支援について」の次に「前条第１項の」を

加える。 

  第１３条中「指定介護予防支援事業者」を「地域包括支援センターの

設置者である指定介護予防支援事業者」に改め、同条第１号中「（平成

１１年厚生省令第３６号）」を削り、同条第４号中「規定」の次に「（第

３１条第２９号の規定を除く。）」を加える。 

  第２２条第１項中「重要事項」の次に「（以下この条において単に「重

要事項」という。）」を加え、同条第２項中「前項に規定する事項」を

「重要事項」に、「同項」を「前項」に改め、同条に次の１項を加える。 

 ３ 指定介護予防支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイト



 

３３ 

 

 

に掲載しなければならない。 

  第２９条第２項第２号エ中「に規定する」を「の規定による」に改め、

同項第５号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第

６号とし、同項第４号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同

号を同項第５号とし、同項第３号中「に規定する」を「の規定による」

に改め、同号を同項第４号とし、同項第２号の次に次の１号を加える。 

  (3) 第３１条第２号の３の規定による身体的拘束その他利用者の行

動を制限する行為（第３１条第２号の２及び第２号の３において

「身体的拘束等」という。）の態様及び時間、その際の利用者の心

身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

  第３１条第２号の次に次の２号を加える。 

  (2)の２ 指定介護予防支援の提供に当たっては、当該利用者又は他の

利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を

除き、身体的拘束等を行ってはならない。 

  (2)の３ 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、そ

の際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録し

なければならない。 

  第３１条第１６号ア中「及びサービスの評価期間が終了する月並びに

利用者の状況に著しい変化があったときは、利用者の居宅を訪問し」を

削り、同号ウを同号オとし、同号イ中「月」の次に「（イただし書の規

定によりテレビ電話装置等を活用して利用者に面接する月を除く。）」

を加え、同号イを同号エとし、同号アの次に次のように加える。 

   イ アの規定による面接は、利用者の居宅を訪問することによって

行うこと。ただし、次のいずれにも該当する場合であって、サー

ビスの提供を開始する月の翌月から起算して３月ごとの期間（以

下この号において単に「期間」という。）について、少なくとも

連続する２期間に１回、利用者の居宅を訪問し、面接するときは、

利用者の居宅を訪問しない期間において、テレビ電話装置等を活
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用して、利用者に面接することができる。 

    (ア) テレビ電話装置等を活用して面接を行うことについて、文

書により利用者の同意を得ていること。 

    (イ) サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について

主治の医師、担当者その他の関係者の合意を得ていること。 

     (i) 利用者の心身の状況が安定していること。 

(ⅱ) 利用者がテレビ電話装置等を活用して意思疎通を行う

ことができること。 

(ⅲ) 担当職員が、テレビ電話装置等を活用したモニタリング

では把握できない情報について、担当者から提供を受けるこ

と。 

   ウ サービスの評価期間が終了する月及び利用者の状況に著しい

変化があったときは、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接する

こと。 

  第３１条に次の１号を加える。 

  (29) 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、法

第１１５条の３０の２第１項の規定により市町村長から情報の提

供を求められた場合には、その求めに応じなければならない。 

 （おいらせ町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等

を定める条例の一部改正） 

第４条 おいらせ町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する

基準等を定める条例（平成３０年おいらせ町条例第２７号）の一部を次

のように改正する。 

  第３条第４項中「地域包括支援センター」の次に「（以下「地域包括

支援センター」という。）」を加える。 

  第５条第２項中「利用者の数が３５」を「利用者の数（当該指定居宅

介護支援事業者が指定介護予防支援事業者の指定を併せて受け、又は法

第１１５条の２３第３項の規定により地域包括支援センターの設置者
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である指定介護予防支援事業者から委託を受けて、当該指定居宅介護支

援事業所において指定介護予防支援（法第５８条第１項に規定する指定

介護予防支援をいう。以下この項及び第１６条第２９号において同じ。）

を行う場合にあっては、当該事業所における指定居宅介護支援の利用者

の数に当該事業所における指定介護予防支援の利用者の数に３分の１

を乗じた数を加えた数。次項において同じ。）が４４」に改め、同条に

次の１項を加える。 

 ３ 前項の規定にかかわらず、指定居宅介護支援事業所が、公益社団法

人国民健康保険中央会（昭和３４年１月１日に社団法人国民健康保険

中央会という名称で設立された法人をいう。）が運用及び管理を行う

指定居宅介護支援事業者及び指定居宅サービス事業者等の使用に係

る電子計算機と接続された居宅サービス計画の情報の共有等のため

の情報処理システムを利用し、かつ、事務職員を配置している場合に

おける第１項に規定する員数の基準は、利用者の数が４９又はその端

数を増すごとに１とする。 

  第６条第３項第２号中「同一敷地内にある」を削る。 

  第７条の見出し中「内容、手続」を「内容及び手続」に改め、同条第

２項中「あらかじめ」の次に「、利用者又はその家族に対し」を加え、

「、前６月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サ

ービス計画の総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域

密着型通所介護（以下この項において「訪問介護等」という。）がそれ

ぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合、前６月間に当

該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画に位

置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス

事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものが

占める割合」を削り、同条第８項を同条第９項とし、同条第７項各号列

記以外の部分中「第４項」を「第５項」に改め、同項第１号中「第４項

各号」を「第５項各号」に改め、同項を同条第８項とし、同条第６項中



 

３６ 

 

 

「第４項第１号」を「第５項第１号」に改め、同項を同条第７項とし、

同条第５項を同条第６項とし、同条第４項中「第７項」を「第８項」に

改め、同項を同条第５項とし、同条第３項を同条第４項とし、同条第２

項の次に次の１項を加える。 

 ３ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、

あらかじめ、利用者又はその家族に対し、前６月間に当該指定居宅介

護支援事業所において作成された居宅サービス計画の総数のうちに

訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護（以下こ

の項において「訪問介護等」という。）がそれぞれ位置付けられた居

宅サービス計画の数が占める割合及び前６月間に当該指定居宅介護

支援事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた

訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は

指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものが占める割

合につき説明を行い、理解を得るよう努めなければならない。 

  第１６条第２号の次に次の２号を加える。 

  (2)の２ 指定居宅介護支援の提供に当たっては、当該利用者又は他の

利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を

除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体

的拘束等」という。）を行ってはならない。 

  (2)の３ 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、そ

の際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録し

なければならない。 

  第１６条第１４号中「主治の医師若しくは歯科医師又は薬剤師」を「主

治の医師等又は薬剤師」に改め、同条第１５号ア中「、利用者の居宅を

訪問し」を削り、「面談」を「面接」に改め、同号中イをウとし、アの

次に次のように加える。 

   イ アの規定による面接は、利用者の居宅を訪問することによって

行うこと。ただし、次のいずれにも該当する場合であって、少な



 

３７ 

 

 

くとも２月に１回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接すると

きは、利用者の居宅を訪問しない月においては、テレビ電話装置

等を活用して、利用者に面接することができるものとする。 

    (ア) テレビ電話装置等を活用して面接を行うことについて、文

書により利用者の同意を得ていること。 

    (イ) サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について

主治の医師、担当者その他の関係者の合意を得ていること。 

     (i) 利用者の心身の状況が安定していること。 

     (ⅱ) 利用者がテレビ電話装置等を活用して意思疎通を行う

ことができること。 

     (ⅲ) 介護支援専門員が、テレビ電話装置等を活用したモニタ

リングでは把握できない情報について、担当者から提供を受

けること。 

  第１６条第２９号中「基づき、」の次に「地域包括支援センターの設

置者である」を加える。 

  第２５条第１項中「重要事項」の次に「（以下この条において単に「重

要事項」という。）」を加え、同条第２項中「前項に規定する事項」を

「重要事項」に、「同項」を「前項」に改め、同条に次の１項を加える。 

 ３ 指定居宅介護支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイト

に掲載しなければならない。 

  第３２条第２項第５号中「に規定する」を「の規定による」に改め、

同号を同項第６号とし、同項第４号中「に規定する」を「の規定による」

に改め、同号を同項第５号とし、同項第３号中「に規定する」を「の規

定による」に改め、同号を同項第４号とし、同項第２号の次に次の１号

を加える。 

  (3) 第１６条第２号の３の規定による身体的拘束等の態様及び時間、

その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

   附 則 



 

３８ 

 

 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （重要事項の掲示に係る経過措置） 

２ この条例の施行の日から令和７年３月３１日までの間は、第１条の

規定による改正後のおいらせ町指定地域密着型サービスの事業の人員、

設備及び運営に関する基準を定める条例（以下「新地域密着型サービ

ス基準条例」という。）第３４条第３項（新地域密着型サービス基準条

例第５９条、第５９条の２０、第５９条の２０の３、第５９条の３８、

第８０条、第１０８条、第１２８条、第１４９条、第１７７条、第   

１８９条及び第２０２条において準用する場合を含む。）の規定の適用

については、同項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者

は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」

とあるのは「削除」と、第２条の規定による改正後のおいらせ町指定

地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定

地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の

方法に関する基準を定める条例（以下「新地域密着型介護予防サービ

ス基準条例」という。）第３２条第３項（新地域密着型介護予防サービ

ス基準条例第６５条及び第８６条において準用する場合を含む。）の規

定の適用については、同項中「指定介護予防認知症対応型通所介護事

業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければなら

ない。」とあるのは「削除」と、第３条の規定による改正後のおいらせ

町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援

等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める

条例（以下「新指定介護予防支援等基準条例」という。）第２２条第３

項（新指定介護予防支援等基準条例第３３条において準用する場合を

含む。）の規定の適用については、同項中「指定介護予防支援事業者は、

原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」と

あるのは「削除」と、第４条の規定による改正後のおいらせ町指定居



 

３９ 

 

 

宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例（以

下「新指定居宅介護支援等基準条例」という。）第２５条第３項（新指

定居宅介護支援等基準条例第３３条において準用する場合を含む。）の

規定の適用については、同項中「指定居宅介護支援事業者は、原則と

して、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるの

は「削除」とする。 

 （身体的拘束等の適正化に係る経過措置） 

３ この条例の施行の日から令和７年３月３１日までの間は、新地域密

着型サービス基準条例第９２条第７号及び第１９７条第７号、新地域

密着型介護予防サービス基準条例第５３条第３項の規定の適用につい

ては、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努め

なければ」とする。 

 （利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資

する方策を検討するための委員会の設置に係る経過措置） 

４ この条例の施行の日から令和９年３月３１日までの間は、新地域密

着型サービス基準条例第１０６条の２（新地域密着型サービス基準条

例第１２８条、第１４９条、第１７７条、第１８９条、第２０２条に

おいて準用する場合を含む。）、新地域密着型介護予防サービス基準条

例第６３条の２（新地域密着型介護予防サービス基準条例第８６条に

おいて準用する場合を含む。）の規定の適用については、これらの規定

中「しなければ」とあるのは、「するよう努めなければ」とする。 

 （協力医療機関との連携に関する経過措置） 

５ この条例の施行の日から令和９年３月３１日までの間は、新地域密

着型サービス基準条例第１７２条第１項（新地域密着型サービス基準

条例第１８９条において準用する場合を含む。）の規定の適用について

は、これらの規定中「定めておかなければ」とあるのは、「定めておく

よう努めなければ」とする。 

  



 

４０ 

 

 

議案第 ６ 号 

 

   おいらせ町執行機関の附属機関の設置等に関する条例の一部を改

正する条例について 

 

 おいらせ町執行機関の附属機関の設置等に関する条例（平成２７年おい

らせ町条例第３１号）の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

 

 

  令和 ６ 年 ３ 月 ７ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 附属機関の見直しに伴い、４つの附属機関において委員構成や所掌事項等

の改正を行うとともに、１つの附属機関を新規設置するため提案するもので

ある。  



 

４１ 

 

 

   おいらせ町執行機関の附属機関の設置等に関する条例の一部を改

正する条例 

 おいらせ町執行機関の附属機関の設置等に関する条例（平成２７年おい

らせ町条例第３１号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１おいらせ町まち・ひと・しごと創生総合戦略会議の項委員の構

成の欄中第１号及び第２号を削り、第３号を第１号とし、第４号から第６

号までを２号ずつ繰り上げ、同表おいらせ町子ども・子育て会議の項所掌

事項の欄中「第４３条第３項」を「第４３条第２項」に、「第７７条第１

項」を「第７２条第１項」に改め、同欄に次の１号を加える。 

 (5) こども計画の策定に関すること。 

 別表第１おいらせ町立児童館運営協議会の項委員の構成の欄中「町社会

福祉協議会」の次に「の構成員」を加え、「町の職員及び教職員等」を「教

育関係者」に改め、同項会長等の選任方法の欄中「(2) 会長 委員の互選」

を「(1) 会長 委員の互選」に改め、同表おいらせ町健康づくり推進協議

会の項所掌事項の欄中「実施計画及び運営」を「計画策定及び評価」に改

める。 

 別表第２おいらせ町社会教育計画検討委員会の項の次に次のように加

える。 

おいら

せ町地

域学校

協働本

部 

(1) 地域学校協働活動の企

画及び推進に関すること。 

(2) 地域学校協働活動ボラ

ンティアの養成及び活動の

充実に関すること。 

(3) 地域学校協働活動推進

員の活動支援に関するこ

と。 

(4) 地域学校協働活動の広

報活動に関すること。 

(5) 学校運営協議会との連

携に関すること。 

(6) 放課後児童クラブとの

連携に関すること。 

(7) その他教育委員会が必

要と認めること。 

15 人以

内（公

募によ

る者を

含む） 

(1) 学校関係者 

(2) ＰＴＡ関係者 

(3) 社会福祉関係

者 

(4) 児童福祉関係

者 

(5) 地域学校協働

活動推進員 

(6) 地域団体関係

者 

(7) その他教育委

員会が必要と認め

る者 

2年

以内 

(1) 会長 委

員の互選 

(2) 副会長 

委員の互選 

社会教

育・体

育課 

   附 則 



 

４２ 

 

 

 この条例は、公布の日から施行する。 

  



 

４３ 

 

 

議案第 ７ 号 

 

   おいらせ町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

の一部を改正する条例について 

 

 おいらせ町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成

２７年おいらせ町条例第３２号）の一部を改正する条例を別紙のとおり定

める。 

 

 

  令和 ６ 年 ３ 月 ７ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

（平成２５年法律第２７号）の一部改正に伴い、所要の改正を行うため提案

するものである。  



 

４４ 

 

 

おいらせ町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

の一部を改正する条例 

おいらせ町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成

２７年おいらせ町条例第３２号）の一部を次のように改正する。 

 第２条に次の２号を加える。 

 (5) 特定個人番号利用事務 法第１９条第８号に規定する特定個人番

号利用事務をいう。 

 (6) 利用特定個人情報 法第１９条第８号に規定する利用特定個人情

報をいう。 

 第４条第１項中「法別表第２の第２欄に掲げる事務」を「特定個人番号

利用事務」に改め、同条第３項中「法別表第２の第２欄に掲げる事務」を

「特定個人番号利用事務」に、「同表の第４欄に掲げる特定個人情報」を

「利用特定個人情報」に、「当該特定個人情報」を「当該利用特定個人情

報」に改める。 

第５条を削り、第６条を第５条とする。 

   附 則 

 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律等の一部を改正する法律（令和５年法律第４８号）の施行

の日から施行する。 

  



 

４５ 

 

 

議案第 ８ 号 

 

   おいらせ町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定

子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例について 

 

 おいらせ町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ど

も・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例（平成２６年おい

らせ町条例第１１号）の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

 

 

  令和 ６ 年 ３ 月 ７ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支

援施設等の運営に関する基準（平成２６年内閣府令第３９号）の一部改正に

伴い、所要の改正を行うため提案するものである。  



 

４６ 

 

 

   おいらせ町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定

子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例 

 おいらせ町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ど

も・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例（平成２６年おい

らせ町条例第１１号）の一部を次のように改正する。 

 第２３条の見出しを「（掲示等）」に改め、同条中「掲示しなければ」

を「掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信（公衆

によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的

に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。）に

より公衆の閲覧に供しなければ」に改める。 

 第６２条第２項各号列記以外の部分中「第４項に」を「第４項で」に改

め、「、教育・保育給付認定保護者」の次に「又は施設等利用給付認定保

護者（以下この条において「教育・保育給付認定保護者等」という。）」

を加え、「教育・保育給付認定保護者の使用」を「、教育・保育給付認定

保護者等の使用」に改め、同項第２号中「磁気ディスク、シー・ディー・

ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておく

ことができる物」を「電磁的記録媒体（電磁的記録に係る記録媒体をいう。）」

に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

  



 

４７ 

 

 

議案第 ９ 号 

 

   おいらせ町介護保険条例の一部を改正する条例について 

 

 おいらせ町介護保険条例（平成１８年おいらせ町条例第１１４号）の一

部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

 

 

  令和 ６ 年 ３ 月 ７ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 第９期介護保険事業計画に基づき、令和６年度から令和８年度までの介護

保険第１号被保険者の介護保険料の額を改めるため提案するものである。  



 

４８ 

 

 

おいらせ町介護保険条例の一部を改正する条例 

 おいらせ町介護保険条例（平成１８年おいらせ町条例第１１４号）の一

部を次のように改正する。 

 第２条第１項を次のように改める。 

  令和６年度から令和８年度までの各年度における保険料率は、次の各

号に掲げる第１号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額

とする。 

 (1) 介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号。以下「令」という。）

第３８条第１項第１号に掲げる者 ３４，９４４円 

 (2) 令第３８条第１項第２号に掲げる者 ５２，６０８円 

 (3) 令第３８条第１項第３号に掲げる者 ５２，９９２円 

 (4) 令第３８条第１項第４号に掲げる者 ６９，１２０円 

 (5) 令第３８条第１項第５号に掲げる者 ７６，８００円 

 (6) 令第３８条第１項第６号に掲げる者 ９２，１６０円 

 (7) 令第３８条第１項第７号に掲げる者 ９９，８４０円 

 (8) 令第３８条第１項第８号に掲げる者 １１５，２００円 

 (9) 令第３８条第１項第９号に掲げる者 １３０，５６０円 

 (10) 令第３８条第１項第１０号に掲げる者 １４５，９２０円 

 (11) 令第３８条第１項第１１号に掲げる者 １６１，２８０円 

 (12) 令第３８条第１項第１２号に掲げる者 １７６，６４０円 

 (13) 令第３８条第１項第１３号に掲げる者 １８４，３２０円 

第２条第２項中「令和３年度から令和５年度」を「令和６年度から令和

８年度」に改め、同項第１号中「２３，７６０円」を「２１，８８８円」

に改め、同項第２号中「３９，６００円」を「３７，２４８円」に改め、

同項第３号中「５５，４４０円」を「５２，６０８円」に改める。 

第４条第３項中「第３９条第１項第１号イ（同号イに規定する老齢福祉

年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に係る者を除く。）、ロ若

しくはニ、第２号ロ、第３号ロ、第４号ロ、第５号ロ、第６号ロ、第７号



 

４９ 

 

 

ロ、第８号ロ又は第９号ロ」を「第３８条第１項第１号イ（同号イに規定

する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に係る者を

除く。）、ロ若しくはニ、第２号ロ、第３号ロ、第４号ロ、第５号ロ、第

６号ロ、第７号ロ、第８号ロ、第９号ロ、第１０号ロ、第１１号ロ又は第

１２号ロ」に、「第３９条第１項第１号から第９号」を「第３８条第１項

第１号から第１２号」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後のおいらせ町介護保険条例第２条及び第４

条第３項の規定は、令和６年度以降の年度分の保険料から適用し、令

和５年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。 

  



 

５０ 

 

 

議案第１０号 

 

   おいらせ町下水道事業受益者分担金に関する条例の一部を改正す

る条例について 

 

 おいらせ町下水道事業受益者分担金に関する条例（平成１８年おいらせ

町条例第１３９号）の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

 

 

  令和 ６ 年 ３ 月 ７ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 下水道事業受益者分担金の早期確保や下水道の早期整備を目的とした

一括報奨金制度について、下水道の整備状況を踏まえ、制度を廃止するた

め提案するものである。  



 

５１ 

 

 

   おいらせ町下水道事業受益者分担金に関する条例の一部を改正す

る条例 

おいらせ町下水道事業受益者分担金に関する条例（平成１８年おいら

せ町条例第１３９号）の一部を次のように改正する。 

第７条を削り、第８条を第７条とし、第９条から第１２条までを１条

ずつ繰り上げる。 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。  



 

５２ 

 

 

議案第１１号 

 

損害賠償の額の決定及び和解について 

 

 町所有車両と一般車両との自動車事故に係る損害賠償の額を決定し、和

解することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第

１項第１２号及び第１３号の規定により、別紙のとおり定める。 

 

 

  令和 ６ 年 ３ 月 ７ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 令和５年１２月１８日に発生した、町所有車両と一般車両との自動車事

故に係る損害賠償の額を決定し、和解することについて議会の議決を要す

るため提案するものである。 



 

５３ 

 

 

別  紙 

 

 

１ 相手方 

  （所有者）おいらせ町在住者 

（運転者）所有者の妻 

 

２ 事故の概要 

  令和５年１２月１８日、午前１０時２５分頃、おいらせ町中下田地内

の町道において、木内々踏切前で一時停止していた相手方車両に、町職

員の運転する町所有車両が路面凍結で止まりきれず追突し、バックドア

及びリアバンパー等を破損させ、運転者（所有者の妻）を負傷させたも

の。 

 

３ 損害賠償の額 

７７３，７００円 

 

４ 和解の内容 

 （１）町は、相手方の車両に係る損害賠償として７７３，７００円を支

払う。 

 （２）町及び相手方は、本件事故の車両損害に関し、今後一切の債権債

務関係がないことを確認する。 

 

５ 町の過失割合 

  １００パーセント  



 

５４ 

 

 

議案第１２号 

 

町道の路線廃止について 

 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第３項の規定に基づき、

町道の路線を別紙のとおり廃止する。 

 

 

  令和 ６ 年 ３ 月 ７ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

認定路線の見直し等に伴う町道の路線廃止について、道路法第１０条第

３項の規定に基づき、提案するものである。  



 

５５ 

 

 

令和５年度 廃止路線一覧 

 

 

向山団地２号線  起点 おいらせ町向山２番地２１６ 地先 

         終点 おいらせ町向山２番地２１６ 地先 

         延長   ８３．２ｍ 

 

 

向山団地３号線  起点 おいらせ町向山２番地２１６ 地先 

         終点 おいらせ町向山２番地２１６ 地先 

         延長   ４９．８ｍ 

 

 

向山団地４号線  起点 おいらせ町向山２番地２１６ 地先 

         終点 おいらせ町向山２番地２１６ 地先 

         延長   ２７．３ｍ 

  



 

５６ 

 

 

議案第１３号 

 

町道の路線認定について 

 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２項の規定に基づき、町

道の路線を別紙のとおり認定する。 

 

 

  令和 ６ 年 ３ 月 ７ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 町道整備等により整備された町道の路線認定について、道路法第８条第

２項の規定に基づき、提案するものである。



 

５７ 

 

 

令和５年度 新規認定路線一覧 

 

 

有楽町３号線  起点 おいらせ町中平下長根山１番地１３５５ 地先 

        終点 おいらせ町中平下長根山１番地９６１  地先 

        延長  １８６．５ｍ 

 

 

有楽町４号線  起点 おいらせ町中平下長根山１番地８７０ 地先 

終点 おいらせ町中平下長根山１番地８   地先 

        延長   ７８．０ｍ 

 

 

染屋５号線   起点 おいらせ町染屋７９番地５ 地先 

終点 おいらせ町染屋７８番地  地先 

        延長  １２２．２ｍ 

 

 

緑ヶ丘２５号線 起点 おいらせ町緑ヶ丘六丁目５０番地２０３６ 地先  

終点 おいらせ町緑ヶ丘六丁目５０番地２０３９ 地先  

        延長   ８５．５ｍ 

  



 

５８ 

 

 

議案第１４号 

 

令和５年度おいらせ町一般会計補正予算（第７号）について 

 

令和５年度おいらせ町の一般会計補正予算は、次に定めるところによる。 

 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５０４，８４８千円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１２，３４３，５５１千

円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費の補正） 

第２条 繰越明許費の追加及び変更は、「第２表繰越明許費補正」による。 

（地方債の補正） 

第３条 地方債の追加及び変更は、「第３表地方債補正」による。 

 

  令和 ６ 年 ３ 月 ７ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   

 



 

 

 

５
９

 

  



 

 

 

６
０

 

 

 

  



 

 

 

６
１

 

 

 

 

 



 

 

 

６
２

 

 

  



 

 

 

６
３

 

  



 

 

 

６
４

 

 



 

 

 

６
５

 

 

  



 

 

 

６
６

 

  



 

 

 

６
７

 

 

 



 

６８ 

 

 

議案第１５号 

 

令和５年度おいらせ町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）に

ついて 

 

令和５年度おいらせ町の国民健康保険特別会計補正予算は、次に定める

ところによる。 

 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３０，６７５千円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２，３０６，１５０千円と

する。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 

  令和 ６ 年 ３ 月 ７ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   

 

 

 

 



 

 

 

６
９

 

 

  



 

 

 

７
０

 

 

 



 

７１ 

 

 

議案第１６号 

 

令和５年度おいらせ町奨学資金貸付事業特別会計補正予算（第２号）

について 

 

令和５年度おいらせ町の奨学資金貸付事業特別会計補正予算は、次に定

めるところによる。 

 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２，２３２千円を減額

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１９，６６９千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 

  令和 ６ 年 ３ 月 ７ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   

 

 



 

 

 

７
２

 

 

  



 

 

 

７
３

 

 

 



 

７４ 

 

 

議案第１７号 

 

令和５年度おいらせ町農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号）

について 

 

令和５年度おいらせ町の農業集落排水事業特別会計補正予算は、次に定

めるところによる。 

 

（繰越明許費） 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１３条第１項の規定

により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第１表繰越

明許費」による。 

 

  令和 ６ 年 ３ 月 ７ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   

 

 

 



 

 

 

７
５

 

  



 

７６ 

 

 

議案第１８号 

 

   令和５年度おいらせ町介護保険特別会計補正予算（第４号）につい

て 

 

令和５年度おいらせ町の介護保険特別会計補正予算は、次に定めるとこ

ろによる。 

 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ７５，１８２千円を減

額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２，４４５，７２０千円

とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 

  令和 ６ 年 ３ 月 ７ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   

 

 



 

 

 

７
７

 

 

  



 

 

 

７
８

 

 

  



 

 

 

７
９

 

 

 



 

８０ 

 

 

議案第１９号 

 

   令和５年度おいらせ町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）

について 

 

令和５年度おいらせ町の後期高齢者医療特別会計補正予算は、次に定め

るところによる。 

 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，３７１千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２７９，７７６千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 

  令和 ６ 年 ３ 月 ７ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   

 

 



 

 

 

８
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８３ 

 

 

議案第２０号 

 

令和５年度おいらせ町病院事業会計補正予算（第４号）について 

 

第１条 令和５年度おいらせ町病院事業会計の補正予算は、次に定めると

ころによる。 

 

第２条 令和５年度おいらせ町病院事業会計予算（以下「予算」という。）

第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

 

（科  目）     （既決予定額）   （補正予定額）     （ 計 ） 

収   入 

 第１款 事業収益   1,109,872 千円   △38,001 千円   1,071,871 千円 

  第１項 医業収益   979,970 千円   △46,683 千円    933,287 千円 

  第２項 医業外収益  129,900 千円    8,682 千円   138,582 千円 

 

支   出 

第１款  事業費用      1,109,872 千円   △38,001 千円   1,071,871 千円 

第１項 医業費用    1,101,204 千円    △36,957 千円    1,064,247 千円 

第２項 医業外費用   6,666 千円  △ 1,044 千円    5,622 千円 

 

第３条 予算第４条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不

足する額 23,892千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する

額 26,742千円」に、「当年度分損益勘定留保資金 23,892千円」を「当年

度分損益勘定留保資金 26,742千円」に改め、資本的支出の予定額を次の

とおり補正する。 

 

（科  目）        （既決予定額）   （補正予定額）     （ 計 ） 

収   入 

 第１款 資本的収入    46,031 千円   △13,850 千円    32,181 千円 

  第１項 企業債     21,800 千円   △11,100 千円    10,700 千円 

  第４項 県補助金    2,750 千円  △ 2,750 千円      0 千円 



 

８４ 

 

 

支   出 

第１款  資本的支出      69,923 千円   △11,000 千円   58,923 千円 

第１項 建設改良費   24,563 千円  △11,000 千円   13,563 千円 

 

第４条 予算第５条に定めた企業債を次のように改める。 

 

補  正  前 

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法 

 

医療器械 

購入事業 

千円 

21,800     

 

普通貸借又は

証書借入 

％ 

3.5 以内  

 

借入先の融資条件による。た

だし、企業財政その他の都合

により繰上償還又は低利に借

り換えることができる。 

 

 

補  正  後 

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法 

 

医療器械 

購入事業 

千円 

10,700     

 

普通貸借又は

証書借入 

％ 

3.5 以内  

 

借入先の融資条件による。た

だし、企業財政その他の都合

により繰上償還又は低利に借

り換えることができる。 

 

 

第５条 予算第８条に定めた経費の金額を次のように改める。 

（科  目）   （既決予定額）    （補正予定額）       （ 計 ） 

（１）職員給与費        537,820 千円     △ 6,381 千円     531,439 千円 

 

第６条 予算第９条中「117,000千円」を「103,500千円」に改める。 

 

第７条 予算第１０条を削る。 

 

  令和 ６ 年 ３ 月 ７ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆    



 

８５ 

 

 

議案第２１号 

 

   令和６年度おいらせ町一般会計予算について 

 

 令和６年度おいらせ町の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１１，５００，０００

千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入

歳出予算」による。 

（継続費） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１２条第１項の規定

による継続費の経費の総額及び年割額は、「第２表継続費」による。 

（地方債） 

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる

地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第

３表地方債」による。 

（一時借入金） 

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借

入れの最高額は、１，０００，０００千円と定める。 

 （歳出予算の流用） 

第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の

各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

（１） 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足

を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流

用 
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  令和 ６ 年 ３ 月 ７ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   
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議案第２２号 

 

   令和６年度おいらせ町国民健康保険特別会計予算について 

 

 令和６年度おいらせ町の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めると

ころによる。 

 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２，３００，７１６千

円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入

歳出予算」による。 

 （歳出予算の流用） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２０条第２項ただし

書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる

場合は、次のとおりと定める。 

（１） 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合におけ

る同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

 

  令和 ６ 年 ３ 月 ７ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   
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議案第２３号 

 

   令和６年度おいらせ町奨学資金貸付事業特別会計予算について 

 

 令和６年度おいらせ町の奨学資金貸付事業特別会計の予算は、次に定め

るところによる。 

 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１９，１４０千円と定

める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入

歳出予算」による。 

 

  令和 ６ 年 ３ 月 ７ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   
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議案第２４号 

 

   令和６年度おいらせ町介護保険特別会計予算について 

 

 令和６年度おいらせ町の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところ

による。 

 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２，４３５，２３７千

円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入

歳出予算」による。 

 （歳出予算の流用） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２０条第２項ただし

書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる

場合は、次のとおりと定める。 

（１） 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合におけ

る同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

 

  令和 ６ 年 ３ 月 ７ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   
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議案第２５号 

 

   令和６年度おいらせ町後期高齢者医療特別会計予算について 

 

 令和６年度おいらせ町の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定める

ところによる。 

 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２９４，３０８千円と

定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入

歳出予算」による。 

 

  令和 ６ 年 ３ 月 ７ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   
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議案第２６号 

 

   令和６年度おいらせ町病院事業会計予算について 

 

 （総則） 

第１条 令和６年度おいらせ町病院事業会計の予算は、次に定めるところ

による。 

 （業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

(1) 病床数      73床 

(2) 年間延患者数   入院 20,300 人  外来 28,500人 

(3) １日平均患者数  入院  55.6人  外来  116.3人 

 （収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

      収   入 

第１款 事業収益           1,078,115千円 

  第１項  医業収益              909,712 千円 

  第２項  医業外収益            168,401 千円 

  第３項 特別利益              2千円 

      支   出 

 第１款  事業費用             1,078,115千円 

  第１項 医業費用            1,069,914千円 

  第２項 医業外費用              6,199 千円 

  第３項 特別損失              2千円 

  第４項 予備費             2,000千円 

 （資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める (資本的収

入額が資本的支出額に対して不足する額 22,884 千円は、当年度分損益



 

１１４ 

 

 

勘定留保資金 22,884千円で補てんするものとする。)。 

      収   入 

第１款 資本的収入              42,071 千円 

第１項  企業債                20,600千円 

第２項  他会計出資金           20,370千円 

第３項  国庫補助金               1千円 

第４項  県補助金             1,100千円 

      支   出 

第１款 資本的支出               64,955千円 

第１項 建設改良費             21,815 千円 

第２項 企業債償還金           40,740千円 

第３項 投資その他の資産        2,400千円 

 （企業債） 

第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次の

とおりと定める。 

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法 

 

医療器械 

購入事業 

千円 

10,700     

 

 

 

証書借入 

 

 

％ 

3.5以内  

 

借入先の融資条件によ

る。ただし、企業財政そ

の他の都合により繰上償

還又は低利に借換えする

ことができる。 

 

 

施設整備 

事  業 

 

9,900 

 （一時借入金） 

第６条 一時借入金の限度額は、50,000 千円と定める。 

 （予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次

のとおりと定める。 



 

１１５ 

 

 

 (1) 各項のうち、第８条以外の経費 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第８条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の

金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、

議会の議決を経なければならない。 

 (1) 職員給与費             557,450 千円 

 (2) 交際費                 150千円 

（たな卸資産の購入限度額） 

第９条 たな卸資産の購入限度額は、101,500千円と定める。 

（重要な資産の取得及び処分） 

第１０条 重要な資産の取得及び処分は、次のとおりとする。 

(1) 取得する主な財産 

種 類 名 称 数量 

医療機器 移動型Ｘ線装置 一式 

 

  令和 ６ 年 ３ 月 ７ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   
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議案第２７号 

 

   令和６年度おいらせ町下水道事業会計予算について 

 

（総則） 

第１条 令和６年度おいらせ町下水道事業会計の予算は、次に定めると

ころによる。 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

 (1) 接続戸数           6,345 戸 

(2) 年間総排水量       1,202,000 ㎥ 

(3) １日平均排水量        3,293 ㎥ 

(4) 主な建設改良事業  

     管路建設改良事業     130,619 千円 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

  なお、営業費用中総係費 3,776 千円及び企業債利息 22,800 千円

の財源に充てるため、企業債 26,500 千円を借り入れる。  

     収   入 

第１款  事業収益       880,148 千円 

 第１項 営業収益       221,600 千円 

 第２項 営業外収益      658,548 千円 

     支   出 

第 1 款  事業費        764,818 千円 

 第１項 営業費用       662,714 千円 

 第２項 営業外費用       88,698 千円 

 第３項 特別損失         11,406 千円 

 第４項 予備費          2,000 千円 



 

１１７ 

 

 

（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的

収入額が資本的支出額に対して不足する額 201,329 千円は、当年度

分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 2,719 千円、引継金                                         

57,740 千円、当年度分損益勘定留保資金 85,998 千円、当年度利益

剰余金処分額 54,872 千円で補てんするものとする。）。 

 収   入 

第１款  資本的収入      676,558 千円 

 第１項 企業債        366,300 千円 

 第２項 他会計補助金      289,726 千円 

 第３項 補助金          19,000 千円 

 第４項 負担金及び分担金     1,532 千円 

     支   出 

第 1 款  資本的支出       877,887 千円 

 第１項 建設改良費       196,872 千円 

 第２項 企業債償還金      681,014 千円 

 第３項 基金積立金           1 千円 

（特例的収入及び支出） 

第４条の２ 地方公営企業法施行令（昭和２７年政令第４０３号）第４

条第４項の規定により、当該事業年度に属する債権及び債務として整

理する未収金及び未払金の金額は、それぞれ 9,582 千円及び 20,307 

千円である。 

（企業債） 

第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次

のとおりと定める。 
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起債の

目的 
限度額 

起債の 

方法 
利 率 償還の方法 

下水道

事業 

千円 

392,800 
証書借入 

3.5%以内 

（ただし、利率見

直し方式で借入

れる場合、利率の

見直しを行った

後においては、当

該見直し後の利

率） 

借入先の融資条件

による。ただし、

企業財政その他の

都合により繰上償

還又は低利に借換

えすることができ

る。 

（一時借入金） 

第６条 一時借入金の限度額は、10,000 千円と定める。 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、

次のとおりと定める。 

 (1) 営業費用、営業外費用及び特別損失の相互間の流用 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第８条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費

の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場

合は、議会の議決を経なければならない。 

 (1) 職員給与費      32,722 千円 

（他会計からの補助金） 

第９条 下水道事業助成のため、一般会計から補助を受ける金額は、

181,298 千円である。 

  （利益剰余金の処分） 

第１０条 繰越利益剰余金は、次のとおり処分するものとする。  

 (1) 減債積立金     54,872 千円 
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  令和 ６ 年 ３ 月 ７ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   
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例の制定について 
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を定める条例 新旧対照表（抜粋） 
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支援の方法に関する基準を定める条例 新旧対照表（抜粋） 

(4) おいらせ町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に

関する基準等を定める条例 新旧対照表（抜粋） 

126 
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8 議案第８号関係 

おいらせ町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並び

に特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定め

る条例 新旧対照表（抜粋） 

194 

9 議案第９号関係 おいらせ町介護保険条例 新旧対照表（抜粋） 196 

10 議案第１０号関係 
おいらせ町下水道事業受益者分担金に関する条例 新旧対照
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198 
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２ 議案第２号関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



１２３ 

３ 議案第３号関係 

 

 

  



１２４ 

４ 議案第４号関係 

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律の施

行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について 

 (1) おいらせ町ひとり親家庭等医療費給付条例 新旧対照表（抜粋） 

改 正 案 現   行 

（定義） （定義） 

第２条 略 第２条 略 

２ この条例において「ひとり親家庭」とは、

次の各号のいずれかに該当する児童の父又は

母がその児童を監護する家庭をいう。ただし、

当該児童が児童を監護しない父又は母（別表

第１に定める程度の障害の状態にあるときを

除く。）と生計を同じくしているとき、若し

くは父又は母の配偶者（別表第１に定める程

度の障害の状態にある父又は母を除く。）に

養育されているときを除く。 

２ この条例において「ひとり親家庭」とは、

次の各号のいずれかに該当する児童の父又は

母がその児童を監護する家庭をいう。ただし、

当該児童が児童を監護しない父又は母（別表

第１に定める程度の障害の状態にあるときを

除く。）と生計を同じくしているとき、若し

くは父又は母の配偶者（別表第１に定める程

度の障害の状態にある父又は母を除く。）に

養育されているときを除く。 

(1)～(5) 略 (1)～(5) 略 

(6) 父又は母が配偶者からの暴力の防止及び

被害者の保護等に関する法律（平成１３年

法律第３１号）第１０条第１項又は第１０

条の２の規定による命令（それぞれ母又は

父の申立てにより発せられたものに限

る。）を受けた児童 

(6) 父又は母が配偶者からの暴力の防止及び

被害者の保護等に関する法律（平成１３年

法律第３１号）第１０条第１項の規定によ

る命令（それぞれ母又は父の申立てにより

発せられたものに限る。）を受けた児童 

 (7)～(9) 略  (7)～(9) 略 

３～６ 略 ３～６ 略 

 

 (2) おいらせ町営住宅管理条例 新旧対照表（抜粋） 

改 正 案 現   行 

（入居者の資格） （入居者の資格） 

第５条 略 第５条 略 

２ 略 ２ 略 

 (1)～(7) 略  (1)～(7) 略 

 (8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護等に関する法律（平成１３年法律第３１

号。以下この号において「配偶者暴力防止

等法」という。）第１条第２項に規定する

被害者又は配偶者暴力防止等法第２８条の

２に規定する関係にある相手からの暴力を

 (8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護等に関する法律（平成１３年法律第３１

号。以下この号において「配偶者暴力防止

等法」という。）第１条第２項に規定する

被害者又は配偶者暴力防止等法第２８条の

２に規定する関係にある相手からの暴力を



１２５ 

改 正 案 現   行 

受けた者でア又はイのいずれかに該当する

もの 

受けた者でア又はイのいずれかに該当する

もの 

  ア 略   ア 略 

  イ 配偶者暴力防止等法第１０条第１項又

は第１０条の２（配偶者暴力防止等法第

２８条の２においてこれらの規定を準用

する場合を含む。）の規定により裁判所

がした命令の申立てを行った者で当該命

令がその効力を生じた日から起算して５

年を経過していないもの 

  イ 配偶者暴力防止等法第１０条第１項

（配偶者暴力防止等法第２８条の２にお

いて読み替えて準用する場合を含む。）

の規定により裁判所がした命令の申立て

を行った者で当該命令がその効力を生じ

た日から起算して５年を経過していない

もの 

３～５ 略 ３～５ 略 

 

  



１２６ 

５ 議案第５号関係 

 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省

令の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について 

 (1) おいらせ町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を

定める条例 新旧対照表（抜粋） 

改 正 案 現   行 

（定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者

の員数） 

（定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者

の員数） 

第６条 略 第６条 略 

２～４ 略 ２～４ 略 

５ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業所の同一敷地内に次に掲げるいずれかの施

設等がある場合において、当該施設等の入所

者等の処遇に支障がない場合は、前項本文の

規定にかかわらず、当該施設等の職員をオペ

レーターとして充てることができる。 

５ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業所の同一敷地内に次に掲げるいずれかの施

設等がある場合において、当該施設等の入所

者等の処遇に支障がない場合は、前項本文の

規定にかかわらず、当該施設等の職員をオペ

レーターとして充てることができる。 

(1)～(4) 略 (1)～(4) 略 

(5) 指定認知症対応型共同生活介護事業所

（第１１０条第１項に規定する指定認知症

対応型共同生活介護事業所をいう。第４７

条第４項第５号、第６４条第１項、第６５

条第１項、第８２条第６項、第８３条第３

項及び第８４条において同じ。） 

(5) 指定認知症対応型共同生活介護事業所

（第１１０条第１項に規定する指定認知症

対応型共同生活介護事業所をいう。第４７

条第４項第５号、第６４条第１項、第６５

条、第８２条第６項、第８３条第３項及び

第８４条において同じ。） 

(6)～(10) 略 (6)～(10) 略 

 (11) 健康保険法等の一部を改正する法律（平

成１８年法律第８３号）附則第１３０条の

２第１項の規定によりなおその効力を有す

るものとされた同法第２６条の規定による

改正前の介護保険法第４８条第１項第３号

に規定する指定介護療養型医療施設（以下

「指定介護療養型医療施設」という。） 

(11) 略 (12) 略 

６ 随時訪問サービスを行う訪問介護員等は、

専ら当該随時訪問サービスの提供に当たる者

でなければならない。ただし、利用者の処遇

に支障がない場合は、当該指定定期巡回・随

時対応型訪問介護看護事業所の定期巡回サー

ビス又は同一敷地内にある指定訪問介護事業

所若しくは指定夜間対応型訪問介護事業所の

６ 随時訪問サービスを行う訪問介護員等は、

専ら当該随時訪問サービスの提供に当たる者

でなければならない。ただし、利用者の処遇

に支障がない場合は、当該定期巡回・随時対

応型訪問介護看護事業所の定期巡回サービス

又は同一施設内にある指定訪問介護事業所若

しくは指定夜間対応型訪問介護事業所の職務



１２７ 

改 正 案 現   行 

職務に従事することができる。 に従事することができる。 

７～１２ 略 ７～１２ 略 

（管理者） （管理者） 

第７条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護事業所ごとに専らその職務に従事す

る常勤の管理者を置かなければならない。た

だし、当該管理者は、指定定期巡回・随時対

応型訪問介護看護事業所の管理上支障がない

場合は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護事業所の他の職務に従事し、又は他

の事業所、施設等の職務に従事することがで

きるものとする。 

第７条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護事業所ごとに専らその職務に従事す

る常勤の管理者を置かなければならない。た

だし、当該管理者は、指定定期巡回・随時対

応型訪問介護看護事業所の管理上支障がない

場合は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護事業所の他の職務に従事し、又は同

一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に

従事することができるものとする。 

  

（指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の

具体的取扱方針） 

（指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の

具体的取扱方針） 

第２４条 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

従業者の行う指定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護の方針は、次に掲げるところによる

ものとする。 

第２４条 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

従業者の行う指定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護の方針は、次に掲げるところによる

ものとする。 

(1)～(7) 略 (1)～(7) 略 

(8) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

の提供に当たっては、当該利用者又は他の

利用者等の生命又は身体を保護するため緊

急やむを得ない場合を除き、身体的拘束そ

の他利用者の行動を制限する行為（以下「身

体的拘束等」という。）を行ってはならな

い。 

 

(9) 前号の身体的拘束等を行う場合には、そ

の態様及び時間、その際の利用者の心身の

状況並びに緊急やむを得ない理由を記録し

なければならない。 

 

(10) 略 (8) 略 

(11) 略 (9) 略 

  

（掲示） （掲示） 

第３４条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護 第３４条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護



１２８ 

改 正 案 現   行 

看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪

問介護看護事業所の見やすい場所に、運営規

程の概要、定期巡回・随時対応型訪問介護看

護従業者の勤務の体制その他の利用申込者の

サービスの選択に資すると認められる重要事

項（以下この条において単に「重要事項」と

いう。）を掲示しなければならない。 

看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪

問介護看護事業所の見やすい場所に、運営規

程の概要、定期巡回・随時対応型訪問介護看

護従業者の勤務の体制その他の利用申込者の

サービスの選択に資すると認められる重要事

項を掲示しなければならない。 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業者は、重要事項を記載した書面を当該指定

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所に

備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自

由に閲覧させることにより、前項の規定によ

る掲示に代えることができる。 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業者は、前項に規定する事項を記載した書面

を当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも

関係者に自由に閲覧させることにより、同項

の規定による掲示に代えることができる。 

３ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業者は、原則として、重要事項をウェブサイ

トに掲載しなければならない。 

 

  

（記録の整備） （記録の整備） 

第４２条 略 第４２条 略 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業者は、利用者に対する指定定期巡回・随時

対応型訪問介護看護の提供に関する次に掲げ

る記録を整備し、その完結の日から２年間（第

２号に掲げる記録にあっては、５年間）保存

しなければならない。 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業者は、利用者に対する指定定期巡回・随時

対応型訪問介護看護の提供に関する次に掲げ

る記録を整備し、その完結の日から２年間（第

２号に掲げる記録にあっては、５年間）保存

しなければならない。 

(1) 略 (1) 略 

(2) 第２０条第２項の規定による提供した具

体的なサービスの内容等の記録 

(2) 第２０条第２項に規定する提供した具体

的なサービスの内容等の記録 

(3) 略 (3) 略 

(4) 第２６条第１０項に規定する訪問看護報

告書 

(4) 第２６条第１０項に規定する訪問看護報

告書 

(5) 第２４条第９号の規定による身体的拘束

等の態様及び時間、その際の利用者の心身

の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

 

(6) 第２８条の規定による町への通知に係る

記録 

(5) 第２８条に規定する町への通知に係る記

録 

(7) 第３８条第２項の規定による苦情の内容 (6) 第３８条第２項に規定する苦情の内容等



１２９ 

改 正 案 現   行 

等の記録 の記録 

(8) 第４０条第２項の規定による事故の状況

及び事故に際して採った処置についての記

録 

(7) 第４０条第２項に規定する事故の状況及

び事故に際して採った処置についての記録 

  

（訪問介護員等の員数） （訪問介護員等の員数） 

第４７条 略 第４７条 略 

２ 略 ２ 略 

３ オペレーターは専らその職務に従事する者

でなければならない。ただし、利用者の処遇

に支障がない場合は、当該指定夜間対応型訪

問介護事業所の定期巡回サービス、同一敷地

内の指定訪問介護事業所若しくは指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務又

は利用者以外の者からの通報を受け付ける業

務に従事することができる。 

３ オペレーターは専らその職務に従事する者

でなければならない。ただし、利用者の処遇

に支障がない場合は、当該夜間対応型訪問介

護事業所の定期巡回サービス、同一敷地内の

指定訪問介護事業所若しくは指定定期巡回・

随時対応型訪問介護看護事業所の職務又は利

用者以外の者からの通報を受け付ける業務に

従事することができる。 

４ 指定夜間対応型訪問介護事業所の同一敷地

内に次に掲げるいずれかの施設等がある場合

において、当該施設等の入所者等の処遇に支

障がない場合は、前項の規定にかかわらず、

当該施設等の職員をオペレーターとして充て

ることができる。 

４ 指定夜間対応型訪問介護事業所の同一敷地

内に次に掲げるいずれかの施設等がある場合

において、当該施設等の入所者等の処遇に支

障がない場合は、前項の規定にかかわらず、

当該施設等の職員をオペレーターとして充て

ることができる。 

(1)～(10) 略 (1)～(10) 略 

 (11) 指定介護療養型医療施設 

(11) 略 (12) 略 

５ 随時訪問サービスを行う訪問介護員等は、

専ら当該随時訪問サービスの提供に当たる者

でなければならない。ただし、利用者の処遇

に支障がない場合は、当該指定夜間対応型訪

問介護事業所の定期巡回サービス又は同一敷

地内にある指定訪問介護事業所若しくは指定

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の

職務に従事することができる。 

５ 随時訪問サービスを行う訪問介護員等は、

専ら当該随時訪問サービスの提供に当たる者

でなければならない。ただし、利用者の処遇

に支障がない場合は、当該夜間対応型訪問介

護事業所の定期巡回サービス又は同一敷地内

にある指定訪問介護事業所若しくは指定定期

巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務

に従事することができる。 

６ 当該指定夜間対応型訪問介護事業所の利用

者に対するオペレーションセンターサービス

の提供に支障がない場合は、第３項本文及び

前項本文の規定にかかわらず、オペレーター

６ 当該夜間対応型訪問介護事業所の利用者に

対するオペレーションセンターサービスの提

供に支障がない場合は、第３項本文及び前項

本文の規定にかかわらず、オペレーターは、



１３０ 

改 正 案 現   行 

は、随時訪問サービスに従事することができ

る。 

随時訪問サービスに従事することができる。 

７ 略 ７ 略 

（管理者） （管理者） 

第４８条 指定夜間対応型訪問介護事業者は、

指定夜間対応型訪問介護事業所ごとに専らそ

の職務に従事する常勤の管理者を置かなけれ

ばならない。ただし、当該管理者は、指定夜

間対応型訪問介護事業所の管理上支障がない

場合は、当該指定夜間対応型訪問介護事業所

の他の職務又は他の事業所、施設等（当該指

定夜間対応型訪問介護事業者が、指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護事業者の指定を

併せて受け、かつ、当該他の事業所、施設等

と一体的に運営している場合に限る。）の職

務に従事することができるものとし、日中の

オペレーションセンターサービスを実施する

場合であって、指定訪問介護事業者（指定居

宅サービス等基準第５条第１項に規定する指

定訪問介護事業者をいう。）の指定を併せて

受けて、一体的に運営するときは、指定訪問

介護事業所の職務に従事することができるも

のとする。 

第４８条 指定夜間対応型訪問介護事業者は、

指定夜間対応型訪問介護事業所ごとに専らそ

の職務に従事する常勤の管理者を置かなけれ

ばならない。ただし、当該管理者は、指定夜

間対応型訪問介護事業所の管理上支障がない

場合は、当該指定夜間対応型訪問介護事業所

の他の職務又は同一敷地内の他の事業所、施

設等（当該指定夜間対応型訪問介護事業者が、

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

者の指定を併せて受け、かつ、当該同一敷地

内の他の事業所、施設等と一体的に運営して

いる場合に限る。）の職務に従事することが

できるものとし、日中のオペレーションセン

ターサービスを実施する場合であって、指定

訪問介護事業者（指定居宅サービス等基準第

５条第１項に規定する指定訪問介護事業者を

いう。）の指定を併せて受けて、一体的に運

営するときは、指定訪問介護事業所の職務に

従事することができるものとする。 

  

（指定夜間対応型訪問介護の具体的取扱方

針） 

（指定夜間対応型訪問介護の具体的取扱方

針） 

第５１条 夜間対応型訪問介護従業者の行う指

定夜間対応型訪問介護の方針は、次に掲げる

ところによるものとする。 

第５１条 夜間対応型訪問介護従業者の行う指

定夜間対応型訪問介護の方針は、次に掲げる

ところによるものとする。 

(1)～(4) 略 (1)～(4) 略 

(5) 指定夜間対応型訪問介護の提供に当たっ

ては、当該利用者又は他の利用者等の生命

又は身体を保護するため緊急やむを得ない

場合を除き、身体的拘束等を行ってはなら

ない。 

 

(6) 前号の身体的拘束等を行う場合には、そ

の態様及び時間、その際の利用者の心身の

状況並びに緊急やむを得ない理由を記録し
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なければならない。 

(7) 略 (5) 略 

(8) 略 (6) 略 

(9) 略 (7) 略 

  

（記録の整備） （記録の整備） 

第５８条 略 第５８条 略 

２ 指定夜間対応型訪問介護事業者は、利用者

に対する指定夜間対応型訪問介護の提供に関

する次に掲げる記録を整備し、その完結の日

から２年間（第２号に掲げる記録にあっては、

５年間）保存しなければならない。 

２ 指定夜間対応型訪問介護事業者は、利用者

に対する指定夜間対応型訪問介護の提供に関

する次に掲げる記録を整備し、その完結の日

から２年間（第２号に掲げる記録にあっては、

５年間）保存しなければならない。 

(1) 略 (1) 略 

(2) 次条において準用する第２０条第２項の

規定による提供した具体的なサービスの内

容等の記録 

(2) 次条において準用する第２０条第２項に

規定する提供した具体的なサービスの内容

等の記録 

(3) 第５１条第６号の規定による身体的拘束

等の態様及び時間、その際の利用者の心身

の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

 

(4) 次条において準用する第２８条の規定に

よる町への通知に係る記録 

(3) 次条において準用する第２８条に規定す

る町への通知に係る記録 

(5) 次条において準用する第３８条第２項の

規定による苦情の内容等の記録 

(4) 次条において準用する第３８条第２項に

規定する苦情の内容等の記録 

(6) 次条において準用する第４０条第２項の

規定による事故の状況及び事故に際して採

った処置についての記録 

(5) 次条において準用する第４０条第２項に

規定する事故の状況及び事故に際して採っ

た処置についての記録 

  

（管理者） （管理者） 

第５９条の４ 指定地域密着型通所介護事業者

は、指定地域密着型通所介護事業所ごとに専

らその職務に従事する常勤の管理者を置かな

ければならない。ただし、指定地域密着型通

所介護事業所の管理上支障がない場合は、当

該指定地域密着型通所介護事業所の他の職務

に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に

従事することができるものとする。 

第５９条の４ 指定地域密着型通所介護事業者

は、指定地域密着型通所介護事業所ごとに専

らその職務に従事する常勤の管理者を置かな

ければならない。ただし、指定地域密着型通

所介護事業所の管理上支障がない場合は、当

該指定地域密着型通所介護事業所の他の職務

に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、

施設等の職務に従事することができるものと

する。 
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（指定地域密着型通所介護の具体的取扱方

針） 

（指定地域密着型通所介護の具体的取扱方

針） 

第５９条の９ 指定地域密着型通所介護の方針

は、次に掲げるところによるものとする。 

第５９条の９ 指定地域密着型通所介護の方針

は、次に掲げるところによるものとする。 

(1)～(4) 略 (1)～(4) 略 

(5) 指定地域密着型通所介護の提供に当たっ

ては、当該利用者又は他の利用者等の生命

又は身体を保護するため緊急やむを得ない

場合を除き、身体的拘束等を行ってはなら

ない。 

 

(6) 前号の身体的拘束等を行う場合には、そ

の態様及び時間、その際の利用者の心身の

状況並びに緊急やむを得ない理由を記録し

なければならない。 

 

(7) 略 (5) 略 

(8) 略 (6) 略 

  

（記録の整備） （記録の整備） 

第５９条の１９ 略 第５９条の１９ 略 

２ 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者

に対する指定地域密着型通所介護の提供に関

する次の各号に掲げる記録を整備し、その完

結の日から２年間（第２号に掲げる記録にあ

っては、５年間）保存しなければならない。 

２ 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者

に対する指定地域密着型通所介護の提供に関

する次の各号に掲げる記録を整備し、その完

結の日から２年間（第２号に掲げる記録にあ

っては、５年間）保存しなければならない。 

(1) 略 (1) 略 

(2) 次条において準用する第２０条第２項の

規定による提供した具体的なサービスの内

容等の記録 

(2) 次条において準用する第２０条第２項に

規定する提供した具体的なサービスの内容

等の記録 

(3) 第５９条の９第６号の規定による身体的

拘束等の態様及び時間、その際の利用者の

心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の

記録 

 

(4) 次条において準用する第２８条の規定に

よる町への通知に係る記録 

(3) 次条において準用する第２８条に規定す

る町への通知に係る記録 

(5) 次条において準用する第３８条第２項の

規定による苦情の内容等の記録 

(4) 次条において準用する第３８条第２項に

規定する苦情の内容等の記録 
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(6) 前条第２項の規定による事故の状況及び

事故に際して採った処置についての記録 

(5) 前条第２項に規定する事故の状況及び事

故に際して採った処置についての記録 

(7) 略 (6) 略 

  

（準用） （準用） 

第５９条の２０の３ 第９条から第１３条ま

で、第１５条から第１８条まで、第２０条、

第２２条、第２８条、第３２条の２、第３４

条から第３８条まで、第４０条の２、第４１

条、第５３条及び第５９条の２、第５９条の

４、第５９条の５第４項並びに前節（第５９

条の２０を除く。）の規定は、共生型地域密

着型通所介護の事業について準用する。この

場合において、第９条第１項中「第３１条に

規定する運営規程」とあるのは「運営規程（第

５９条の１２に規定する運営規程をいう。第

３４条第１項において同じ。）」と、「定期巡

回・随時対応型訪問介護看護従業者」とある

のは「共生型地域密着型通所介護の提供に当

たる従業者（以下「共生型地域密着型通所介

護従業者」という。）」と、第３２条の２第２

項、第３４条第１項並びに第４０条の２第１

号及び第３号中「定期巡回・随時対応型訪問

介護看護従業者」とあるのは「共生型地域密

着型通所介護従業者」と、第５９条の５第４

項中「前項ただし書の場合（指定地域密着型

通所介護事業者が第１項に掲げる設備を利用

し、夜間及び深夜に指定地域密着型通所介護

以外のサービスを提供する場合に限る。）」

とあるのは「共生型地域密着型通所介護事業

者が共生型地域密着型通所介護事業所の設備

を利用し、夜間及び深夜に共生型地域密着型

通所介護以外のサービスを提供する場合」と、

第５９条の９第４号、第５９条の１０第５項、

第５９条の１３第３項及び第４項並びに第５

９条の１６第２項第１号及び第３号中「地域

密着型通所介護従業者」とあるのは「共生型

地域密着型通所介護従業者」と、第５９条の

第５９条の２０の３ 第９条から第１３条ま

で、第１５条から第１８条まで、第２０条、

第２２条、第２８条、第３２条の２、第３４

条から第３８条まで、第４０条の２、第４１

条、第５３条及び第５９条の２、第５９条の

４、第５９条の５第４項並びに前節（第５９

条の２０を除く。）の規定は、共生型地域密

着型通所介護の事業について準用する。この

場合において、第９条第１項中「第３１条に

規定する運営規程」とあるのは「運営規程（第

５９条の１２に規定する運営規程をいう。第

３４条第１項において同じ。）」と、「定期巡

回・随時対応型訪問介護看護従業者」とある

のは「共生型地域密着型通所介護の提供に当

たる従業者（以下「共生型地域密着型通所介

護従業者」という。）」と、第３２条の２第２

項、第３４条第１項並びに第４０条の２第１

号及び第３号中「定期巡回・随時対応型訪問

介護看護従業者」とあるのは「共生型地域密

着型通所介護従業者」と、第５９条の５第４

項中「前項ただし書の場合（指定地域密着型

通所介護事業者が第１項に掲げる設備を利用

し、夜間及び深夜に指定地域密着型通所介護

以外のサービスを提供する場合に限る。）」

とあるのは「共生型地域密着型通所介護事業

者が共生型地域密着型通所介護事業所の設備

を利用し、夜間及び深夜に共生型地域密着型

通所介護以外のサービスを提供する場合」と、

第５９条の９第４号、第５９条の１０第５項、

第５９条の１３第３項及び第４項並びに第５

９条の１６第２項第１号及び第３号中「地域

密着型通所介護従業者」とあるのは「共生型

地域密着型通所介護従業者」と、第５９条の
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１９第２項第２号中「次条において準用する

第２０条第２項」とあるのは「第２０条第２

項」と、同項第４号中「次条において準用す

る第２８条」とあるのは「第２８条」と、同

項第５号中「次条において準用する第３８条

第２項」とあるのは「第３８条第２項」と読

み替えるものとする。 

１９第２項第２号中「次条において準用する

第２０条第２項」とあるのは「第２０条第２

項」と、同項第３号中「次条において準用す

る第２８条」とあるのは「第２８条」と、同

項第４号中「次条において準用する第３８条

第２項」とあるのは「第３８条第２項」と読

み替えるものとする。 

  

（管理者） （管理者） 

第５９条の２４ 指定療養通所介護事業者は、

指定療養通所介護事業所ごとに専らその職務

に従事する常勤の管理者を置かなければなら

ない。ただし、指定療養通所介護事業所の管

理上支障がない場合は、当該指定療養通所介

護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業

所、施設等の職務に従事することができるも

のとする。 

第５９条の２４ 指定療養通所介護事業者は、

指定療養通所介護事業所ごとに専らその職務

に従事する常勤の管理者を置かなければなら

ない。ただし、指定療養通所介護事業所の管

理上支障がない場合は、当該指定療養通所介

護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地

内にある他の事業所、施設等の職務に従事す

ることができるものとする。 

２・３ 略 ２・３ 略 

  

（指定療養通所介護の具体的取扱方針） （指定療養通所介護の具体的取扱方針） 

第５９条の３０ 指定療養通所介護の方針は、

次に掲げるところによるものとする。 

第５９条の３０ 指定療養通所介護の方針は、

次に掲げるところによるものとする。 

(1)・(2) 略 (1)・(2) 略 

(3) 指定療養通所介護の提供に当たっては、

当該利用者又は他の利用者等の生命又は身

体を保護するため緊急やむを得ない場合を

除き、身体的拘束等を行ってはならない。 

 

(4) 前号の身体的拘束等を行う場合には、そ

の態様及び時間、その際の利用者の心身の

状況並びに緊急やむを得ない理由を記録し

なければならない。 

 

(5) 略 (3) 略 

(6) 略 (4) 略 

(7) 略 (5) 略 

  

（記録の整備） （記録の整備） 

第５９条の３７ 略 第５９条の３７ 略 
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２ 指定療養通所介護事業者は、利用者に対す

る指定療養通所介護の提供に関する次の各号

に掲げる記録を整備し、その完結の日から２

年間（第３号に掲げる記録にあっては、５年

間）保存しなければならない。 

２ 指定療養通所介護事業者は、利用者に対す

る指定療養通所介護の提供に関する次の各号

に掲げる記録を整備し、その完結の日から２

年間（第３号に掲げる記録にあっては、５年

間）保存しなければならない。 

(1)・(2) 略 (1)・(2) 略 

(3) 次条において準用する第２０条第２項の

規定による提供した具体的なサービスの内

容等の記録 

(3) 次条において準用する第２０条第２項に

規定する提供した具体的なサービスの内容

等の記録 

(4) 第５９条の３０第４号の規定による身体

的拘束等の態様及び時間、その際の利用者

の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由

の記録 

 

(5) 次条において準用する第２８条の規定に

よる町への通知に係る記録 

(4) 次条において準用する第２８条に規定す

る町への通知に係る記録 

(6) 次条において準用する第３８条第２項の

規定による苦情の内容等の記録 

(5) 次条において準用する第３８条第２項に

規定する苦情の内容等の記録 

(7) 次条において準用する第５９条の１８第

２項の規定による事故の状況及び事故に際

して採った処置についての記録 

(6) 次条において準用する第５９条の１８第

２項に規定する事故の状況及び事故に際し

て採った処置についての記録 

(8) 略 (7) 略 

  

（管理者） （管理者） 

第６２条 単独型・併設型指定認知症対応型通

所介護事業者は、単独型・併設型指定認知症

対応型通所介護事業所ごとに専らその職務に

従事する常勤の管理者を置かなければならな

い。ただし、当該管理者は、単独型・併設型

指定認知症対応型通所介護事業所の管理上支

障がない場合は、当該単独型・併設型指定認

知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事

し、又は他の事業所、施設等の職務に従事す

ることができるものとする。 

第６２条 単独型・併設型指定認知症対応型通

所介護事業者は、単独型・併設型指定認知症

対応型通所介護事業所ごとに専らその職務に

従事する常勤の管理者を置かなければならな

い。ただし、当該管理者は、単独型・併設型

指定認知症対応型通所介護事業所の管理上支

障がない場合は、当該単独型・併設型指定認

知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事

し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設

等の職務に従事することができるものとす

る。 

２ 略 ２ 略 

  

（利用定員等） （利用定員等） 
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第６５条 略 第６５条 略 

２ 共用型指定認知症対応型通所介護事業者

は、指定居宅サービス（法第４１条第１項に

規定する指定居宅サービスをいう。以下同

じ。）、指定地域密着型サービス、指定居宅

介護支援（法第４６条第１項に規定する指定

居宅介護支援をいう。）、指定介護予防サー

ビス（法第５３条第１項に規定する指定介護

予防サービスをいう。以下同じ。）、指定地

域密着型介護予防サービス（法第５４条の２

第１項に規定する指定地域密着型介護予防サ

ービスをいう。以下同じ。）若しくは指定介

護予防支援（法第５８条第１項に規定する指

定介護予防支援をいう。）の事業又は介護保

険施設（法第８条第２５項に規定する介護保

険施設をいう。以下同じ。）若しくは健康保

険法等の一部を改正する法律（平成１８年法

律第８３号）第２６条の規定による改正前の

法第４８条第１項第３号に規定する指定介護

療養型医療施設の運営（第８２条第７項、第

１１０条第９項及び第１９１条第８項におい

て「指定居宅サービス事業等」という。）に

ついて３年以上の経験を有する者でなければ

ならない。 

２ 共用型指定認知症対応型通所介護事業者

は、指定居宅サービス（法第４１条第１項に

規定する指定居宅サービスをいう。以下同

じ。）、指定地域密着型サービス、指定居宅

介護支援（法第４６条第１項に規定する指定

居宅介護支援をいう。）、指定介護予防サー

ビス（法第５３条第１項に規定する指定介護

予防サービスをいう。以下同じ。）、指定地

域密着型介護予防サービス（法第５４条の２

第１項に規定する指定地域密着型介護予防サ

ービスをいう。以下同じ。）若しくは指定介

護予防支援（法第５８条第１項に規定する指

定介護予防支援をいう。）の事業又は介護保

険施設（法第８条第２５項に規定する介護保

険施設をいう。以下同じ。）若しくは指定介

護療養型医療施設の運営（第８２条第７項、

第１１０条第９項及び第１９１条第８項にお

いて「指定居宅サービス事業等」という。）

について３年以上の経験を有する者でなけれ

ばならない。 

（管理者） （管理者） 

第６６条 共用型指定認知症対応型通所介護事

業者は、共用型指定認知症対応型通所介護事

業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管

理者を置かなければならない。ただし、当該

管理者は、共用型指定認知症対応型通所介護

事業所の管理上支障がない場合は、当該共用

型指定認知症対応型通所介護事業所の他の職

務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務

に従事することができるものとする。なお、

共用型指定認知症対応型通所介護事業所の管

理上支障がない場合は、当該共用型指定認知

症対応型通所介護事業所の他の職務に従事

し、かつ、他の本体事業所等の職務に従事す

第６６条 共用型指定認知症対応型通所介護事

業者は、共用型指定認知症対応型通所介護事

業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管

理者を置かなければならない。ただし、当該

管理者は、共用型指定認知症対応型通所介護

事業所の管理上支障がない場合は、当該共用

型指定認知症対応型通所介護事業所の他の職

務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業

所、施設等の職務に従事することができるも

のとする。なお、共用型指定認知症対応型通

所介護事業所の管理上支障がない場合は、当

該共用型指定認知症対応型通所介護事業所の

他の職務に従事し、かつ、同一敷地内にある
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ることとしても差し支えない。 他の本体事業所等の職務に従事することとし

ても差し支えない。 

２ 略 ２ 略 

  

（指定認知症対応型通所介護の具体的取扱方

針） 

（指定認知症対応型通所介護の具体的取扱方

針） 

第７０条 指定認知症対応型通所介護の方針

は、次に掲げるところによるものとする。 

第７０条 指定認知症対応型通所介護の方針

は、次に掲げるところによるものとする。 

(1)～(4) 略 (1)～(4) 略 

(5) 指定認知症対応型通所介護の提供に当た

っては、当該利用者又は他の利用者等の生

命又は身体を保護するため緊急やむを得な

い場合を除き、身体的拘束等を行ってはな

らない。 

 

(6) 前号の身体的拘束等を行う場合には、そ

の態様及び時間、その際の利用者の心身の

状況並びに緊急やむを得ない理由を記録し

なければならない。 

 

(7) 略 (5) 略 

(8) 略 (6) 略 

（認知症対応型通所介護計画の作成） （認知症対応型通所介護計画の作成） 

第７１条 指定認知症対応型通所介護事業所

（単独型・併設型指定認知症対応型通所介護

事業所又は共用型指定認知症対応型通所介護

事業所をいう。以下同じ。）の管理者（第62条

又は第66条の管理者をいう。以下この条にお

いて同じ。）は、利用者の心身の状況、希望及

びその置かれている環境を踏まえて、機能訓

練等の目標、当該目標を達成するための具体

的なサービスの内容等を記載した認知症対応

型通所介護計画を作成しなければならない。 

第７１条 指定認知症対応型通所介護事業所

（単独型・併設型指定認知症対応型通所介護

事業所又は共用型指定認知症対応型通所介護

事業所をいう。以下同じ。）の管理者（第62条

又は第66条の管理者をいう。以下この条及び

次条において同じ。）は、利用者の心身の状

況、希望及びその置かれている環境を踏まえ

て、機能訓練等の目標、当該目標を達成する

ための具体的なサービスの内容等を記載した

認知症対応型通所介護計画を作成しなければ

ならない。 

２～５ 略 ２～５ 略 

  

（記録の整備） （記録の整備） 

第７９条 略 第７９条 略 

２ 指定認知症対応型通所介護事業者は、利用 ２ 指定認知症対応型通所介護事業者は、利用
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者に対する指定認知症対応型通所介護の提供

に関する次に掲げる記録を整備し、その完結

の日から２年間（第２号に掲げる記録にあっ

ては、５年間）保存しなければならない。 

者に対する指定認知症対応型通所介護の提供

に関する次に掲げる記録を整備し、その完結

の日から２年間（第２号に掲げる記録にあっ

ては、５年間）保存しなければならない。 

(1) 略 (1) 略 

(2) 次条において準用する第２０条第２項の

規定による提供した具体的なサービスの内

容等の記録 

(2) 次条において準用する第２０条第２項に

規定する提供した具体的なサービスの内容

等の記録 

(3) 第７０条第６号の規定による身体的拘束

等の態様及び時間、その際の利用者の心身

の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

 

(4) 次条において準用する第２８条の規定に

よる町への通知に係る記録 

(3) 次条において準用する第２８条に規定す

る町への通知に係る記録 

(5) 次条において準用する第３８条第２項の

規定による苦情の内容等の記録 

(4) 次条において準用する第３８条第２項に

規定する苦情の内容等の記録 

(6) 次条において準用する第５９条の１８第

２項の規定による事故の状況及び事故に際

して採った処置についての記録 

(5) 次条において準用する第５９条の１８第

２項に規定する事故の状況及び事故に際し

て採った処置についての記録 

(7) 略 (6) 略 

  

（従業者の員数等） （従業者の員数等） 

第８２条 略 第８２条 略 

２～５ 略 ２～５ 略 

６ 次の表の左欄に掲げる場合において、前各

項に定める人員に関する基準を満たす小規模

多機能型居宅介護従業者を置くほか、同表の

中欄に掲げる施設等の人員に関する基準を満

たす従業者を置いているときは、同表の右欄

に掲げる当該小規模多機能型居宅介護従業者

は、同表の中欄に掲げる施設等の職務に従事

することができる。 

６ 次の表の左欄に掲げる場合において、前各

項に定める人員に関する基準を満たす小規模

多機能型居宅介護従業者を置くほか、同表の

中欄に掲げる施設等の人員に関する基準を満

たす従業者を置いているときは、同表の右欄

に掲げる当該小規模多機能型居宅介護従業者

は、同表の中欄に掲げる施設等の職務に従事

することができる。 
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当該指定小

規模多機能

型居宅介護

事業所に中

欄に掲げる

施設等のい

ずれかが併

設されてい

る場合 

指定認知症対応型共同生活

介護事業所、指定地域密着

型特定施設、指定地域密着

型介護老人福祉施設、指定

介護老人福祉施設、介護老

人保健施設又は介護医療院 

 

 

 

 

 

 

介護

職員 

略 略 略 
 

当該指定小

規模多機能

型居宅介護

事業所に中

欄に掲げる

施設等のい

ずれかが併

設されてい

る場合 

指定認知症対応型共同生活

介護事業所、指定地域密着

型特定施設、指定地域密着

型介護老人福祉施設、指定

介護老人福祉施設、介護老

人保健施設、指定介護療養

型医療施設（医療法（昭和

２３年法律第２０５号）第

７条第２項第４号に規定す

る療養病床を有する診療所

であるものに限る。）又は

介護医療院 

介護

職員 

略 略 略 
 

７～１３ 略 ７～１３ 略 

（管理者） （管理者） 

第８３条 指定小規模多機能型居宅介護事業者

は、指定小規模多機能型居宅介護事業所ごと

に専らその職務に従事する常勤の管理者を置

かなければならない。ただし、当該管理者は、

指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理上

支障がない場合は、当該指定小規模多機能型

居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は他

の事業所、施設等の職務に従事することがで

きるものとする。 

第８３条 指定小規模多機能型居宅介護事業者

は、指定小規模多機能型居宅介護事業所ごと

に専らその職務に従事する常勤の管理者を置

かなければならない。ただし、当該管理者は、

指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理上

支障がない場合は、当該指定小規模多機能型

居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は当

該指定小規模多機能型居宅介護事業所に併設

する前条第６項の表の当該指定小規模多機能

型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のい

ずれかが併設されている場合の項の中欄に掲

げる施設等の職務、同一敷地内の指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務（当

該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業者が、指定夜間対応型訪問介護事業者、指

定訪問介護事業者又は指定訪問看護事業者の

指定を併せて受け、一体的な運営を行ってい

る場合には、これらの事業に係る職務を含

む。）若しくは法第１１５条の４５第１項に

規定する介護予防・日常生活支援総合事業（同

項第１号ニに規定する第１号介護予防支援事

業を除く。）に従事することができるものと

する。 
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２ 略 ２ 略 

３ 前２項の管理者は、特別養護老人ホーム、

老人デイサービスセンター（老人福祉法第２

０条の２の２に規定する老人デイサービスセ

ンターをいう。以下同じ。）、介護老人保健

施設、介護医療院、指定小規模多機能型居宅

介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護

事業所、指定複合型サービス事業所（第１９

３条に規定する指定複合型サービス事業所を

いう。次条において同じ。）等の従業者又は

訪問介護員等（介護福祉士又は法第８条第２

項に規定する政令で定める者をいう。次条、

第１１１条第３項、第１１２条、第１９２条

第３項及び第１９３条において同じ。）とし

て３年以上認知症である者の介護に従事した

経験を有する者であって、別に町長が定める

研修を修了しているものでなければならな

い。 

３ 前２項の管理者は、特別養護老人ホーム、

老人デイサービスセンター（老人福祉法第２

０条の２の２に規定する老人デイサービスセ

ンターをいう。以下同じ。）、介護老人保健

施設、介護医療院、指定小規模多機能型居宅

介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護

事業所、指定複合型サービス事業所（第１９

３条に規定する指定複合型サービス事業所を

いう。次条において同じ。）等の従業者又は

訪問介護員等（介護福祉士又は法第８条第２

項に規定する政令で定める者をいう。次条、

第１１１条第３項、第１１２条及び第１９３

条において同じ。）として３年以上認知症で

ある者の介護に従事した経験を有する者であ

って、別に町長が定める研修を修了している

ものでなければならない。 

  

（指定小規模多機能型居宅介護の具体的取扱

方針） 

（指定小規模多機能型居宅介護の具体的取扱

方針） 

第９２条 指定小規模多機能型居宅介護の方針

は、次に掲げるところによるものとする。 

第９２条 指定小規模多機能型居宅介護の方針

は、次に掲げるところによるものとする。 

(1)～(4) 略 (1)～(4) 略 

(5) 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、

指定小規模多機能型居宅介護の提供に当た

っては、当該利用者又は他の利用者等の生

命又は身体を保護するため緊急やむを得な

い場合を除き、身体的拘束等を行ってはな

らない。 

(5) 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、

指定小規模多機能型居宅介護の提供に当た

っては、当該利用者又は他の利用者等の生

命又は身体を保護するため緊急やむを得な

い場合を除き、身体的拘束その他利用者の

行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」

という。）を行ってはならない。 

(6) 略 (6) 略 

(7) 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、

身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲

げる措置を講じなければならない。 

ア 身体的拘束等の適正化のための対策を

検討する委員会（テレビ電話装置等を活

用して行うことができるものとする。）
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を３月に１回以上開催するとともに、そ

の結果について、介護職員その他の従業

者に周知徹底を図ること。 

イ 身体的拘束等の適正化のための指針を

整備すること。 

ウ 介護職員その他の従業者に対し、身体

的拘束等の適正化のための研修を定期的

に実施すること。 

(8) 略 (7) 略 

(9) 略 (8) 略 

  

（居住機能を担う併設施設等への入居） （居住機能を担う併設施設等への入居） 

第１０６条 略 第１０６条 略 

（利用者の安全並びに介護サービスの質の確

保及び職員の負担軽減に資する方策を検討す

るための委員会の設置） 

 

第１０６条の２ 指定小規模多機能型居宅介護

事業者は、当該指定小規模多機能型居宅介護

事業所における業務の効率化、介護サービス

の質の向上その他の生産性の向上に資する取

組の促進を図るため、当該指定小規模多機能

型居宅介護事業所における利用者の安全並び

に介護サービスの質の確保及び職員の負担軽

減に資する方策を検討するための委員会（テ

レビ電話装置等を活用して行うことができる

ものとする。）を定期的に開催しなければな

らない。 

 

（記録の整備） （記録の整備） 

第１０７条 略 第１０７条 略 

２ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、利

用者に対する指定小規模多機能型居宅介護の

提供に関する次に掲げる記録を整備し、その

完結の日から２年間（第３号に掲げる記録に

あっては、５年間）保存しなければならない。 

２ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、利

用者に対する指定小規模多機能型居宅介護の

提供に関する次に掲げる記録を整備し、その

完結の日から２年間（第３号に掲げる記録に

あっては、５年間）保存しなければならない。 

(1)・(2) 略 (1)・(2) 略 

(3) 次条において準用する第２０条第２項の

規定による提供した具体的なサービスの内

(3) 次条において準用する第２０条第２項に

規定する提供した具体的なサービスの内容



１４２ 

改 正 案 現   行 

容等の記録 等の記録 

(4) 第９２条第６号の規定による身体的拘束

等の態様及び時間、その際の利用者の心身

の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

(4) 第９２条第６号に規定する身体的拘束等

の態様及び時間、その際の利用者の心身の

状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

(5) 次条において準用する第２８条の規定に

よる町への通知に係る記録 

(5) 次条において準用する第２８条に規定す

る町への通知に係る記録 

(6) 次条において準用する第３８条第２項の

規定による苦情の内容等の記録 

(6) 次条において準用する第３８条第２項に

規定する苦情の内容等の記録 

(7) 次条において準用する第４０条第２項の

規定による事故の状況及び事故に際して採

った処置についての記録 

(7) 次条において準用する第４０条第２項に

規定する事故の状況及び事故に際して採っ

た処置についての記録 

(8) 略 (8) 略 

  

（管理者） （管理者） 

第１１１条 指定認知症対応型共同生活介護事

業者は、共同生活住居ごとに専らその職務に

従事する常勤の管理者を置かなければならな

い。ただし、当該管理者は、共同生活住居の

管理上支障がない場合は、当該共同生活住居

の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設

等の職務に従事することができるものとす

る。 

第１１１条 指定認知症対応型共同生活介護事

業者は、共同生活住居ごとに専らその職務に

従事する常勤の管理者を置かなければならな

い。ただし、当該管理者は、共同生活住居の

管理上支障がない場合は、当該共同生活住居

の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある

他の事業所、施設等若しくは併設する指定小

規模多機能型居宅介護事業所若しくは指定看

護小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従

事することができるものとする。 

２・３ 略 ２・３ 略 

  

（管理者による管理） （管理者による管理） 

第１２１条 共同生活住居の管理者は、同時に

介護保険施設、指定居宅サービス、指定地域

密着型サービス（サテライト型指定認知症対

応型共同生活介護事業所の場合は、本体事業

所が提供する指定認知症対応型共同生活介護

を除く。）、指定介護予防サービス若しくは

指定地域密着型介護予防サービスの事業を行

う事業所、病院、診療所又は社会福祉施設を

管理する者であってはならない。ただし、当

該共同生活住居の管理上支障がない場合は、

第１２１条 共同生活住居の管理者は、同時に

介護保険施設、指定居宅サービス、指定地域

密着型サービス（サテライト型指定認知症対

応型共同生活介護事業所の場合は、本体事業

所が提供する指定認知症対応型共同生活介護

を除く。）、指定介護予防サービス若しくは

指定地域密着型介護予防サービスの事業を行

う事業所、病院、診療所又は社会福祉施設を

管理する者であってはならない。ただし、こ

れらの事業所、施設等が同一敷地内にあるこ
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この限りでない。 と等により当該共同生活住居の管理上支障が

ない場合は、この限りでない。 

  

（協力医療機関等） （協力医療機関等） 

第１２５条 略 第１２５条 略 

２ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、

前項の規定に基づき協力医療機関を定めるに

当たっては、次に掲げる要件を満たす協力医

療機関を定めるように努めなければならな

い。 

(1) 利用者の病状が急変した場合等において

医師又は看護職員が相談対応を行う体制

を、常時確保していること。 

(2) 当該指定認知症対応型共同生活介護事業

者からの診療の求めがあった場合において

診療を行う体制を、常時確保していること。 

 

３ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、

１年に１回以上、協力医療機関との間で、利

用者の病状が急変した場合等の対応を確認す

るとともに、協力医療機関の名称等を、当該

指定認知症対応型共同生活介護事業者に係る

指定を行った市町村長に届け出なければなら

ない。 

 

４ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療

に関する法律（平成１０年法律第１１４号）

第６条第１７項に規定する第２種協定指定医

療機関（以下「第２種協定指定医療機関」と

いう。）との間で、新興感染症（同条第７項

に規定する新型インフルエンザ等感染症、同

条第８項に規定する指定感染症又は同条第９

項に規定する新感染症をいう。以下同じ。）

の発生時等の対応を取り決めるように努めな

ければならない。 

 

５ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、

協力医療機関が第２種協定指定医療機関であ

る場合においては、当該第２種協定指定医療

機関との間で、新興感染症の発生時等の対応
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について協議を行わなければならない。 

６ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、

利用者が協力医療機関その他の医療機関に入

院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退

院が可能となった場合においては、再び当該

指定認知症対応型共同生活介護事業所に速や

かに入居させることができるように努めなけ

ればならない。 

 

７ 略 ２ 略 

８ 略 ３ 略 

  

（記録の整備） （記録の整備） 

第１２７条 略 第１２７条 略 

２ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、

利用者に対する指定認知症対応型共同生活介

護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、

その完結の日から２年間（第２号に掲げる記

録にあっては、５年間）保存しなければなら

ない。 

２ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、

利用者に対する指定認知症対応型共同生活介

護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、

その完結の日から２年間（第２号に掲げる記

録にあっては、５年間）保存しなければなら

ない。 

(1) 略 (1) 略 

(2) 第１１５条第２項の規定による提供した

具体的なサービスの内容等の記録 

(2) 第１１５条第２項に規定する提供した具

体的なサービスの内容等の記録 

(3) 第１１７条第６項の規定による身体的拘

束等の態様及び時間、その際の利用者の心

身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記

録 

(3) 第１１７条第６項に規定する身体的拘束

等の態様及び時間、その際の利用者の心身

の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

(4) 次条において準用する第２８条の規定に

よる町への通知に係る記録 

(4) 次条において準用する第２８条に規定す

る町への通知に係る記録 

(5) 次条において準用する第３８条第２項の

規定による苦情の内容等の記録 

(5) 次条において準用する第３８条第２項に

規定する苦情の内容等の記録 

(6) 次条において準用する第４０条第２項の

規定による事故の状況及び事故に際して採

った処置についての記録 

(6) 次条において準用する第４０条第２項に

規定する事故の状況及び事故に際して採っ

た処置についての記録 

(7) 略 (7) 略 

（準用） （準用） 

第１２８条 第９条、第１０条、第１２条、第

１３条、第２２条、第２８条、第３２条の２、

第１２８条 第９条、第１０条、第１２条、第

１３条、第２２条、第２８条、第３２条の２、
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第３４条から第３６条まで、第３８条、第４

０条から第４１条まで、第５９条の１１、第

５９条の１６、第５９条の１７第１項から第

４項まで、第９９条、第１０２条、第１０４

条及び第１０６条の２の規定は、指定認知症

対応型共同生活介護の事業について準用す

る。この場合において、第９条第１項中「第

３１条に規定する運営規程」とあるのは「第

１２２条に規定する重要事項に関する規程」

と、同項、第３２条の２第２項、第３４条第

１項並びに第４０条の２第１号及び第３号中

「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」

とあるのは「介護従業者」と、第５９条の１

１第２項中「この節」とあるのは「第６章第

４節」と、第５９条の１６第２項第１号及び

第３号中「地域密着型通所介護事業者」とあ

るのは「介護従事者」と、第５９条の１７第

１項中「地域密着型通所介護について知見を

有する者」とあるのは「認知症対応型共同生

活介護について知見を有する者」と、「６月」

とあるのは「２月」と、第９９条中「小規模

多機能型居宅介護従業者」とあるのは「介護

従業者」と、第１０２条中「指定小規模多機

能型居宅介護事業者」とあるのは「指定認知

症対応型共同生活介護事業者」と読み替える

ものとする。 

第３４条から第３６条まで、第３８条、第４

０条から第４１条まで、第５９条の１１、第

５９条の１６、第５９条の１７第１項から第

４項まで、第９９条、第１０２条及び第１０

４条の規定は、指定認知症対応型共同生活介

護の事業について準用する。この場合におい

て、第９条第１項中「第３１条に規定する運

営規程」とあるのは「第１２２条に規定する

重要事項に関する規程」と、同項、第３２条

の２第２項、第３４条第１項並びに第４０条

の２第１号及び第３号中「定期巡回・随時対

応型訪問介護看護従業者」とあるのは「介護

従業者」と、第５９条の１１第２項中「この

節」とあるのは「第６章第４節」と、第５９

条の１６第２項第１号及び第３号中「地域密

着型通所介護事業者」とあるのは「介護従事

者」と、第５９条の１７第１項中「地域密着

型通所介護について知見を有する者」とある

のは「認知症対応型共同生活介護について知

見を有する者」と、「６月」とあるのは「２

月」と、第９９条中「小規模多機能型居宅介

護従業者」とあるのは「介護従業者」と、第

１０２条中「指定小規模多機能型居宅介護事

業者」とあるのは「指定認知症対応型共同生

活介護事業者」と読み替えるものとする。 

  

（従業者の員数） （従業者の員数） 

第１３０条 略 第１３０条 略 

２～６ 略 ２～６ 略 

７ 第１項第１号、第３号及び第４号並びに前

項の規定にかかわらず、サテライト型特定施

設の生活相談員、機能訓練指導員又は計画作

成担当者については、次に掲げる本体施設の

場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当

該各号に定める職員により当該サテライト型

特定施設の入居者の処遇が適切に行われると

認められるときは、これを置かないことがで

７ 第１項第１号、第３号及び第４号並びに前

項の規定にかかわらず、サテライト型特定施

設の生活相談員、機能訓練指導員又は計画作

成担当者については、次に掲げる本体施設の

場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当

該各号に定める職員により当該サテライト型

特定施設の入居者の処遇が適切に行われると

認められるときは、これを置かないことがで
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きる。 きる。 

(1) 略 (1) 略 

 (2) 病院 介護支援専門員（指定介護療養型

医療施設の場合に限る。） 

(2) 略 (3) 略 

８～１０ 略 ８～１０ 略 

１１ 次に掲げる要件のいずれにも適合する

場合における第１項第２号イの規定の適用に

ついては、当該規定中「１」とあるのは、「０．

９」とする。 

(1) 第１４９条において準用する第１０６条

の２に規定する委員会において、利用者の

安全並びに介護サービスの質の確保及び職

員の負担軽減を図るための取組に関する次

に掲げる事項について必要な検討を行い、

及び当該事項の実施を定期的に確認してい

ること。 

ア 利用者の安全及びケアの質の確保 

イ 地域密着型特定施設従業者の負担軽減

及び勤務状況への配慮 

ウ 緊急時の体制整備 

エ 業務の効率化、介護サービスの質の向

上等に資する機器（次号において「介護

機器」という。）の定期的な点検 

オ 地域密着型特定施設従業者に対する研

修 

(2) 介護機器を複数種類活用していること。 

(3) 利用者の安全並びに介護サービスの質の

確保及び職員の負担軽減を図るため、地域

密着型特定施設従業者間の適切な役割分担

を行っていること。 

(4) 利用者の安全並びに介護サービスの質の

確保及び職員の負担軽減を図る取組による

介護サービスの質の確保及び職員の負担軽

減が行われていると認められること。 

 

（管理者） （管理者） 

第１３１条 指定地域密着型特定施設入居者生

活介護事業者は、指定地域密着型特定施設ご

第１３１条 指定地域密着型特定施設入居者生

活介護事業者は、指定地域密着型特定施設ご
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とに専らその職務に従事する管理者を置かな

ければならない。ただし、当該管理者は、指定

地域密着型特定施設の管理上支障がない場合

は、当該指定地域密着型特定施設における他

の職務に従事し、又は他の事業所、施設等若

しくは本体施設の職務（本体施設が病院又は

診療所の場合は、管理者としての職務を除

く。）若しくは併設する指定小規模多機能型

居宅介護事業所若しくは指定看護小規模多機

能型居宅介護事業所の職務に従事することが

できるものとする。 

とに専らその職務に従事する管理者を置かな

ければならない。ただし、当該管理者は、指定

地域密着型特定施設の管理上支障がない場合

は、当該指定地域密着型特定施設における他

の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の

事業所、施設等若しくは本体施設の職務（本

体施設が病院又は診療所の場合は、管理者と

しての職務を除く。）若しくは併設する指定

小規模多機能型居宅介護事業所若しくは指定

看護小規模多機能型居宅介護事業所の職務に

従事することができるものとする。 

  

（協力医療機関等） （協力医療機関等） 

第１４７条 略 第１４７条 略 

２ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護

事業者は、前項の規定に基づき協力医療機関

を定めるに当たっては、次に掲げる要件を満

たす協力医療機関を定めるように努めなけれ

ばならない。 

(1) 利用者の病状が急変した場合等において

医師又は看護職員が相談対応を行う体制

を、常時確保していること。 

(2) 当該指定地域密着型特定施設入居者生活

介護事業者からの診療の求めがあった場合

において診療を行う体制を、常時確保して

いること。 

 

３ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護

事業者は、１年に１回以上、協力医療機関と

の間で、利用者の病状が急変した場合等の対

応を確認するとともに、協力医療機関の名称

等を、当該指定地域密着型特定施設入居者生

活介護事業者に係る指定を行った市町村長に

届け出なければならない。 

 

４ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護

事業者は、第２種協定指定医療機関との間で、

新興感染症の発生時等の対応を取り決めるよ

うに努めなければならない。 

 

５ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護  
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事業者は、協力医療機関が第２種協定指定医

療機関である場合においては、当該第２種協

定指定医療機関との間で、新興感染症の発生

時等の対応について協議を行わなければなら

ない。 

６ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護

事業者は、利用者が協力医療機関その他の医

療機関に入院した後に、当該利用者の病状が

軽快し、退院が可能となった場合においては、

再び当該指定地域密着型特定施設に速やかに

入居させることができるように努めなければ

ならない。 

 

７ 略 ２ 略 

（記録の整備） （記録の整備） 

第１４８条 略 第１４８条 略 

２ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事

業者は、利用者に対する指定地域密着型特定

施設入居者生活介護の提供に関する次に掲げ

る記録を整備し、その完結の日から２年間（第

２号に掲げる記録にあっては、５年間）保存

しなければならない。 

２ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事

業者は、利用者に対する指定地域密着型特定

施設入居者生活介護の提供に関する次に掲げ

る記録を整備し、その完結の日から２年間（第

２号に掲げる記録にあっては、５年間）保存

しなければならない。 

(1) 略 (1) 略 

(2) 第１３６条第２項の規定による提供した

具体的なサービスの内容等の記録 

(2) 第１３６条第２項に規定する提供した具

体的なサービスの内容等の記録 

(3) 第１３８条第５項の規定による身体的拘

束等の態様及び時間、その際の利用者の心

身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記

録 

(3) 第１３８条第５項に規定する身体的拘束

等の態様及び時間、その際の利用者の心身

の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

(4) 第１４６条第３項の規定による結果等の

記録 

(4) 第１４６条第３項に規定する結果等の記

録 

(5) 次条において準用する第２８条の規定に

よる町への通知に係る記録 

(5) 次条において準用する第２８条に規定す

る町への通知に係る記録 

(6) 次条において準用する第３８条第２項の

規定による苦情の内容等の記録 

(6) 次条において準用する第３８条第２項に

規定する苦情の内容等の記録 

(7) 次条において準用する第４０条第２項の

規定による事故の状況及び事故に際して採

った処置についての記録 

(7) 次条において準用する第４０条第２項に

規定する事故の状況及び事故に際して採っ

た処置についての記録 
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(8) 略 (8) 略 

（準用） （準用） 

第１４９条 第１２条、第１３条、第２２条、

第２８条、第３２条の２、第３４条から第３

８条まで、第４０条から第４１条まで、第５

９条の１１、第５９条の１５、第５９条の１

６、第５９条の１７第１項から第４項まで、

第９９条及び第１０６条の２の規定は、指定

地域密着型特定施設入居者生活介護の事業に

ついて準用する。この場合において、第３２

条の２第２項、第３４条第１項並びに第４０

条の２第１号及び第３号中「定期巡回・随時

対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「地

域密着型特定施設従業者」と、第５９条の１

１第２項中「この節」とあるのは「第７章第

４節」と、第５９条の１６第２項第１号及び

第３号中「地域密着型通所介護従事者」とあ

るのは「地域密着型特定施設従事者」と、第

５９条の１７第１項中「地域密着型通所介護

について知見を有する者」とあるのは「地域

密着型特定施設入居者生活介護について知見

を有する者」と、「６月」とあるのは「２月」

と読み替えるものとする。 

第１４９条 第１２条、第１３条、第２２条、

第２８条、第３２条の２、第３４条から第３

８条まで、第４０条から第４１条まで、第５

９条の１１、第５９条の１５、第５９条の１

６、第５９条の１７第１項から第４項まで及

び第９９条の規定は、指定地域密着型特定施

設入居者生活介護の事業について準用する。

この場合において、第３２条の２第２項、第

３４条第１項並びに第４０条の２第１号及び

第３号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看

護従業者」とあるのは「地域密着型特定施設

従業者」と、第５９条の１１第２項中「この

節」とあるのは「第７章第４節」と、第５９

条の１６第２項第１号及び第３号中「地域密

着型通所介護従事者」とあるのは「地域密着

型特定施設従事者」と、第５９条の１７第１

項中「地域密着型通所介護について知見を有

する者」とあるのは「地域密着型特定施設入

居者生活介護について知見を有する者」と、

「６月」とあるのは「２月」と読み替えるも

のとする。 

  

（従業者の員数） （従業者の員数） 

第１５１条 略 第１５１条 略 

２～７ 略 ２～７ 略 

８ 第１項第２号及び第４号から第６号までの

規定にかかわらず、サテライト型居住施設の

生活相談員、栄養士若しくは管理栄養士、機

能訓練指導員又は介護支援専門員について

は、次に掲げる本体施設の場合には、次の各

号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職

員により当該サテライト型居住施設の入所者

の処遇が適切に行われると認められるとき

は、これを置かないことができる。 

８ 第１項第２号及び第４号から第６号までの

規定にかかわらず、サテライト型居住施設の

生活相談員、栄養士若しくは管理栄養士、機

能訓練指導員又は介護支援専門員について

は、次に掲げる本体施設の場合には、次の各

号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職

員により当該サテライト型居住施設の入所者

の処遇が適切に行われると認められるとき

は、これを置かないことができる。 

(1)・(2) 略 (1)・(2) 略 

(3) 病院 栄養士又は管理栄養士（病床数１ (3) 病院 栄養士若しくは管理栄養士（病床
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００以上の病院の場合に限る。） 数１００以上の病院の場合に限る。）又は

介護支援専門員（指定介護療養型医療施設

の場合に限る。） 

(4) 略 (4) 略 

９～１７ 略 ９～１７ 略 

（設備） （設備） 

第１５２条 指定地域密着型介護老人福祉施設

の設備の基準は、次のとおりとする。 

第１５２条 指定地域密着型介護老人福祉施設

の設備の基準は、次のとおりとする。 

(1)～(5) 略 (1)～(5) 略 

(6) 医務室 (6) 医務室 

医療法（昭和２３年法律第２０５号）第

１条の５第２項に規定する診療所とするこ

ととし、入所者を診療するために必要な医

薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応

じて臨床検査設備を設けること。ただし、

本体施設が指定介護老人福祉施設又は指定

地域密着型介護老人福祉施設であるサテラ

イト型居住施設については医務室を必要と

せず、入所者を診療するために必要な医薬

品及び医療機器を備えるほか、必要に応じ

て臨床検査設備を設けることで足りるもの

とする。 

医療法第１条の５第２項に規定する診療

所とすることとし、入所者を診療するため

に必要な医薬品及び医療機器を備えるほ

か、必要に応じて臨床検査設備を設けるこ

と。ただし、本体施設が指定介護老人福祉

施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設

であるサテライト型居住施設については医

務室を必要とせず、入所者を診療するため

に必要な医薬品及び医療機器を備えるほ

か、必要に応じて臨床検査設備を設けるこ

とで足りるものとする。 

(7)～(9) 略 (7)～(9) 略 

２ 略 ２ 略 

  

（緊急時等の対応） （緊急時等の対応） 

第１６５条の２ 指定地域密着型介護老人福祉

施設は、現に指定地域密着型介護老人福祉施

設入所者生活介護の提供を行っているときに

入所者の病状の急変が生じた場合その他必要

な場合のため、あらかじめ、第１５１条第１

項第１号に掲げる医師及び協力医療機関の協

力を得て、当該医師及び当該協力医療機関と

の連携方法その他の緊急時等における対応方

法を定めておかなければならない。 

第１６５条の２ 指定地域密着型介護老人福祉

施設は、現に指定地域密着型介護老人福祉施

設入所者生活介護の提供を行っているときに

入所者の病状の急変が生じた場合その他必要

な場合のため、あらかじめ、第１５１条第１

項第１号に掲げる医師との連携方法その他の

緊急時等における対応方法を定めておかなけ

ればならない。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、前項

の医師及び協力医療機関の協力を得て、１年
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に１回以上、緊急時等における対応方法の見

直しを行い、必要に応じて緊急時等における

対応方法の変更を行わなければならない。 

  

（管理者による管理） （管理者による管理） 

第１６６条 指定地域密着型介護老人福祉施設

の管理者は、専ら当該指定地域密着型介護老

人福祉施設の職務に従事する常勤の者でなけ

ればならない。ただし、当該指定地域密着型

介護老人福祉施設の管理上支障がない場合

は、他の事業所、施設等又は本体施設の職務

（本体施設が病院又は診療所の場合は、管理

者としての職務を除く。）に従事することが

できる。 

第１６６条 指定地域密着型介護老人福祉施設

の管理者は、専ら当該指定地域密着型介護老

人福祉施設の職務に従事する常勤の者でなけ

ればならない。ただし、当該指定地域密着型

介護老人福祉施設の管理上支障がない場合

は、同一敷地内にある他の事業所、施設等又

は本体施設の職務（本体施設が病院又は診療

所の場合は、管理者としての職務を除く。）

に従事することができる。 

（計画担当介護支援専門員の責務） （計画担当介護支援専門員の責務） 

第１６７条 計画担当介護支援専門員は、第１

５８条に規定する業務のほか、次に掲げる業

務を行うものとする。 

第１６７条 計画担当介護支援専門員は、第１

５８条に規定する業務のほか、次に掲げる業

務を行うものとする。 

(1)～(4) 略 (1)～(4) 略 

(5) 第１５７条第５項の規定による身体的拘

束等の態様及び時間、その際の入所者の心

身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記

録を行うこと。 

(5) 第１５７条第５項に規定する身体的拘束

等の態様及び時間、その際の入所者の心身

の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録

すること。 

(6) 第１７７条において準用する第３８条第

２項の規定による苦情の内容等の記録を行

うこと。 

(6) 第１７７条において準用する第３８条第

２項に規定する苦情の内容等を記録するこ

と。 

(7) 第１７５条第３項の規定による事故の状

況及び事故に際して採った処置についての

記録を行うこと。 

(7) 第１７５条第３項に規定する事故の状況

及び事故に際して採った処置についてを記

録すること。 

  

（協力医療機関等） （協力病院等） 

第１７２条 指定地域密着型介護老人福祉施設

は、入所者の病状の急変等に備えるため、あ

らかじめ、次の各号に掲げる要件を満たす協

力医療機関（第３号の要件を満たす協力医療

機関にあっては、病院に限る。）を定めてお

かなければならない。ただし、複数の医療機

第１７２条 指定地域密着型介護老人福祉施設

は、入院治療を必要とする入所者のために、

あらかじめ、協力病院を定めておかなければ

ならない。 
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関を協力医療機関として定めることにより当

該各号の要件を満たすこととしても差し支え

ない。 

 

 

 

(1) 入所者の病状が急変した場合等におい

て医師又は看護職員が相談対応を行う体

制を、常時確保していること。 

 

(2) 当該指定地域密着型介護老人福祉施設か

らの診療の求めがあった場合において診療

を行う体制を、常時確保していること。 

 

(3) 入所者の病状が急変した場合等におい

て、当該指定地域密着型介護老人福祉施設

の医師又は協力医療機関その他の医療機関

の医師が診療を行い、入院を要すると認め

られた入所者の入院を原則として受け入れ

る体制を確保していること。 

 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、１年

に１回以上、協力医療機関との間で、入所者

の病状が急変した場合等の対応を確認すると

ともに、協力医療機関の名称等を、当該指定

地域密着型介護老人福祉施設に係る指定を行

った市町村長に届け出なければならない。 

 

３ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、第２

種協定指定医療機関との間で、新興感染症の

発生時等の対応を取り決めるように努めなけ

ればならない。 

 

４ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、協力

医療機関が第２種協定指定医療機関である場

合においては、当該第２種協定指定医療機関

との間で、新興感染症の発生時等の対応につ

いて協議を行わなければならない。 

 

５ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所

者が協力医療機関その他の医療機関に入院し

た後に、当該入所者の病状が軽快し、退院が

可能となった場合においては、再び当該指定

地域密着型介護老人福祉施設に速やかに入所

させることができるように努めなければなら

ない。 

 

６ 略 ２ 略 
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（記録の整備） （記録の整備） 

第１７６条 略 第１７６条 略 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所

者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設

入所者生活介護の提供に関する次に掲げる記

録を整備し、その完結の日から２年間（第２

号に掲げる記録にあっては、５年間）保存し

なければならない。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所

者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設

入所者生活介護の提供に関する次に掲げる記

録を整備し、その完結の日から２年間（第２

号に掲げる記録にあっては、５年間）保存し

なければならない。 

(1) 略 (1) 略 

(2) 第１５５条第２項の規定による提供した

具体的なサービスの内容等の記録 

(2) 第１５５条第２項に規定する提供した具

体的なサービスの内容等の記録 

(3) 第１５７条第５項の規定による身体的拘

束等の態様及び時間、その際の入所者の心

身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記

録 

(3) 第１５７条第５項に規定する身体的拘束

等の態様及び時間、その際の入所者の心身

の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

(4) 次条において準用する第２８条の規定に

よる町への通知に係る記録 

(4) 次条において準用する第２８条に規定す

る町への通知に係る記録 

(5) 次条において準用する第３８条第２項の

規定による苦情の内容等の記録 

(5) 次条において準用する第３８条第２項に

規定する苦情の内容等の記録 

(6) 前条第３項の規定による事故の状況及び

事故に際して採った処置についての記録 

(6) 前条第３項に規定する事故の状況及び事

故に際して採った処置についての記録 

(7) 略 (7) 略 

（準用） （準用） 

第１７７条 第９条、第１０条、第１２条、第

１３条、第２２条、第２８条、第３２条の２、

第３４条、第３６条、第３８条、第４０条の

２、第４１条、第５９条の１１、第５９条の

１５、第５９条の１７第１項から第４項まで

及び第１０６条の２の規定は、指定地域密着

型介護老人福祉施設について準用する。この

場合において、第９条第１項中「第３１条に

規定する運営規程」とあるのは「第１６８条

に規定する重要事項に関する規程」と、同項、

第３２条の２第２項、第３４条第１項並びに

第４０条の２第１号及び第３号中「定期巡回・

随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは

第１７７条 第９条、第１０条、第１２条、第

１３条、第２２条、第２８条、第３２条の２、

第３４条、第３６条、第３８条、第４０条の

２、第４１条、第５９条の１１、第５９条の

１５及び第５９条の１７第１項から第４項ま

での規定は、指定地域密着型介護老人福祉施

設について準用する。この場合において、第

９条第１項中「第３１条に規定する運営規程」

とあるのは「第１６８条に規定する重要事項

に関する規程」と、同項、第３２条の２第２

項、第３４条第１項並びに第４０条の２第１

号及び第３号中「定期巡回・随時対応型訪問

介護看護従業者」とあるのは「従業者」と、
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「従業者」と、第１３条第１項中「指定定期

巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の開始

に際し、」とあるのは「入所の際に」と、同条

第２項中「指定居宅介護支援が利用者に対し

て行われていない等の場合であって必要と認

めるときは、要介護認定」とあるのは「要介

護認定」と、第５９条の１１第２項中「この

節」とあるのは「第８章第４節」と、第５９

条の１７第１項中「地域密着型通所介護につ

いて知見を有する者」とあるのは「地域密着

型介護老人福祉施設入所者生活介護について

知見を有する者」と、「６月」とあるのは「２

月」と読み替えるものとする。 

第１３条第１項中「指定定期巡回・随時対応

型訪問介護看護の提供の開始に際し、」とあ

るのは「入所の際に」と、同条第２項中「指

定居宅介護支援が利用者に対して行われてい

ない等の場合であって必要と認めるときは、

要介護認定」とあるのは「要介護認定」と、

第５９条の１１第２項中「この節」とあるの

は「第８章第４節」と、第５９条の１７第１

項中「地域密着型通所介護について知見を有

する者」とあるのは「地域密着型介護老人福

祉施設入所者生活介護について知見を有する

者」と、「６月」とあるのは「２月」と読み替

えるものとする。 

  

（勤務体制の確保等） （勤務体制の確保等） 

第１８７条 略 第１８７条 略 

２～４ 略 ２～４ 略 

５ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉

施設の管理者は、ユニット型施設の管理等に

係る研修を受講するよう努めなければならな

い。 

 

６ 略 ５ 略 

  

（準用） （準用） 

第１８９条 第９条、第１０条、第１２条、第

１３条、第２２条、第２８条、第３２条の２、

第３４条、第３６条、第３８条、第４０条の

２、第４１条、第５９条の１１、第５９条の

１５、第５９条の１７第１項から第４項まで、

第１０６条の２、第１５３条から第１５５条

まで、第１５８条、第１６１条、第１６３条

から第１６７条まで及び第１７１条から第１

７６条までの規定は、ユニット型指定地域密

着型介護老人福祉施設について準用する。こ

の場合において、第９条第１項中「第３１条

に規定する運営規程」とあるのは「第１８６

条に規定する重要事項に関する規程」と、同

項、第３２条の２第２項、第３４条第１項並

第１８９条 第９条、第１０条、第１２条、第

１３条、第２２条、第２８条、第３２条の２、

第３４条、第３６条、第３８条、第４０条の

２、第４１条、第５９条の１１、第５９条の

１５、第５９条の１７第１項から第４項まで、

第１５３条から第１５５条まで、第１５８条、

第１６１条、第１６３条から第１６７条まで

及び第１７１条から第１７６条までの規定

は、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉

施設について準用する。この場合において、

第９条第１項中「第３１条に規定する運営規

程」とあるのは「第１８６条に規定する重要

事項に関する規程」と、同項、第３２条の２

第２項、第３４条第１項並びに第４０条の２
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びに第４０条の２第１号及び第３号中「定期

巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあ

るのは「従業者」と、第１３条第１項中「指

定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供

の開始に際し、」とあるのは「入居の際に」

と、同条第２項中「指定居宅介護支援が利用

者に対して行われていない等の場合であって

必要と認めるときは、要介護認定」とあるの

は「要介護認定」と、第５９条の１１第２項

中「この節」とあるのは「第８章第５節」と、

第５９条の１７第１項中「地域密着型通所介

護について知見を有する者」とあるのは「地

域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に

ついて知見を有する者」と、「６月」とある

のは「２月」と、第１６７条中「第１５８条」

とあるのは「第１８９条において準用する第

１５８条」と、同条第５号中「第１５７条第

５項」とあるのは「第１８２条第７項」と、

同条第６号中「第１７７条」とあるのは「第

１８９条」と、同条第７号中「第１７５条第

３項」とあるのは「第１８９条において準用

する第１７５条第３項」と、第１７６条第２

項第２号中「第１５５条第２項」とあるのは

「第１８９条において準用する第１５５条第

２項」と、同項第３号中「第１５７条第５項」

とあるのは「第１８２条第７項」と、同項第

４号及び第５号中「次条」とあるのは「第１

８９条」と、同項第６号中「前条第３項」と

あるのは「第１８９条において準用する前条

第３項」と読み替えるものとする。 

第１号及び第３号中「定期巡回・随時対応型

訪問介護看護従業者」とあるのは「従業者」

と、第１３条第１項中「指定定期巡回・随時

対応型訪問介護看護の提供の開始に際し、」

とあるのは「入居の際に」と、同条第２項中

「指定居宅介護支援が利用者に対して行われ

ていない等の場合であって必要と認めるとき

は、要介護認定」とあるのは「要介護認定」

と、第５９条の１１第２項中「この節」とあ

るのは「第８章第５節」と、第５９条の１７

第１項中「地域密着型通所介護について知見

を有する者」とあるのは「地域密着型介護老

人福祉施設入所者生活介護について知見を有

する者」と、「６月」とあるのは「２月」と、

第１６７条中「第１５８条」とあるのは「第

１８９条において準用する第１５８条」と、

同条第５号中「第１５７条第５項」とあるの

は「第１８２条第７項」と、同条第６号中「第

１７７条」とあるのは「第１８９条」と、同

条第７号中「第１７５条第３項」とあるのは

「第１８９条において準用する第１７５条第

３項」と、第１７６条第２項第２号中「第１

５５条第２項」とあるのは「第１８９条にお

いて準用する第１５５条第２項」と、同項第

３号中「第１５７条第５項」とあるのは「第

１８２条第７項」と、同項第４号及び第５号

中「次条」とあるのは「第１８９条」と、同項

第６号中「前条第３項」とあるのは「第１８

９条において準用する前条第３項」と読み替

えるものとする。 

  

（従業者の員数等） （従業者の員数等） 

第１９１条 略 第１９１条 略 

２～６ 略 ２～６ 略 

７ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に

次の各号のいずれかに掲げる施設等が併設さ

れている場合において、前各項に定める人員

に関する基準を満たす看護小規模多機能型居

７ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に

次の各号のいずれかに掲げる施設等が併設さ

れている場合において、前各項に定める人員

に関する基準を満たす看護小規模多機能型居
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宅介護従業者を置くほか、当該各号に掲げる

施設等の人員に関する基準を満たす従業者を

置いているときは、当該看護小規模多機能型

居宅介護従業者は、当該各号に掲げる施設等

の職務に従事することができる。 

宅介護従業者を置くほか、当該各号に掲げる

施設等の人員に関する基準を満たす従業者を

置いているときは、当該看護小規模多機能型

居宅介護従業者は、当該各号に掲げる施設等

の職務に従事することができる。 

(1)～(3) 略 (1)～(3) 略 

 (4) 指定介護療養型医療施設（医療法第７条

第２項第４号に規定する療養病床を有する

診療所であるものに限る。） 

(4) 略 (5) 略 

８～１４ 略 ８～１４ 略 

（管理者） （管理者） 

第１９２条 指定看護小規模多機能型居宅介護

事業者は、指定看護小規模多機能型居宅介護

事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の

管理者を置かなければならない。ただし、当

該管理者は、指定看護小規模多機能型居宅介

護事業所の管理上支障がない場合は、当該指

定看護小規模多機能型居宅介護事業所の他の

職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職

務に従事することができるものとする。 

第１９２条 指定看護小規模多機能型居宅介護

事業者は、指定看護小規模多機能型居宅介護

事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の

管理者を置かなければならない。ただし、当

該管理者は、指定看護小規模多機能型居宅介

護事業所の管理上支障がない場合は、当該指

定看護小規模多機能型居宅介護事業所の他の

職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事

業所、施設等若しくは当該指定看護小規模多

機能型居宅介護事業所に併設する前条第７項

各号に掲げる施設等の職務に従事することが

できるものとする。 

２・３ 略 ２・３ 略 

  

（指定看護小規模多機能型居宅介護の具体的

取扱方針） 

（指定看護小規模多機能型居宅介護の具体的

取扱方針） 

第１９７条 指定看護小規模多機能型居宅介護

の方針は、次に掲げるところによるものとす

る。 

第１９７条 指定看護小規模多機能型居宅介護

の方針は、次に掲げるところによるものとす

る。 

(1) 指定看護小規模多機能型居宅介護は、利

用者が住み慣れた地域での生活を継続する

ことができるよう、利用者の病状、心身の

状況、希望及びその置かれている環境を踏

まえて、通いサービス、訪問サービス及び

宿泊サービスを柔軟に組み合わせることに

(1) 指定看護小規模多機能型居宅介護は、利

用者が住み慣れた地域での生活を継続する

ことができるよう、利用者の病状、心身の

状況、希望及びその置かれている環境を踏

まえて、通いサービス、訪問サービス及び

宿泊サービスを柔軟に組み合わせることに
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より、当該利用者の居宅において、又はサ

ービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿

泊させ、日常生活上の世話及び機能訓練並

びに療養上の世話又は必要な診療の補助を

妥当適切に行うものとする。 

より、療養上の管理の下で妥当適切に行う

ものとする。 

(2)～(6) 略 (2)～(6) 略 

(7) 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者

は、身体的拘束等の適正化を図るため、次

に掲げる措置を講じなければならない。 

ア 身体的拘束等の適正化のための対策を

検討する委員会（テレビ電話装置等を活

用して行うことができるものとする。）

を３月に１回以上開催するとともに、そ

の結果について、看護小規模多機能型居

宅介護従業者に周知徹底を図ること。 

イ 身体的拘束等の適正化のための指針を

整備すること。 

ウ 看護小規模多機能型居宅介護従業者に

対し、身体的拘束等の適正化のための研

修を定期的に実施すること。 

 

(8) 略 (7) 略 

(9) 略 (8) 略 

(10) 略 (9) 略 

(11) 略 (10) 略 

(12) 略 (11) 略 

  

（記録の整備） （記録の整備） 

第２０１条 略 第２０１条 略 

２ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者

は、利用者に対する指定看護小規模多機能型

居宅介護の提供に関する次に掲げる記録を整

備し、その完結の日から２年間（第６号に掲

げる記録にあっては、５年間）保存しなけれ

ばならない。 

２ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者

は、利用者に対する指定看護小規模多機能型

居宅介護の提供に関する次に掲げる記録を整

備し、その完結の日から２年間（第６号に掲

げる記録にあっては、５年間）保存しなけれ

ばならない。 

(1)・(2) 略 (1)・(2) 略 

(3) 第１９７条第６号の規定による身体的拘

束等の態様及び時間、その際の利用者の心

(3) 第１９７条第６号に規定する身体的拘束

等の態様及び時間、その際の利用者の心身
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身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記

録 

の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

(4)・(5) 略 (4)・(5) 略 

(6) 次条において準用する第２０条第２項の

規定による提供した具体的なサービスの内

容等の記録 

(6) 次条において準用する第２０条第２項に

規定する提供した具体的なサービスの内容

等の記録 

(7) 次条において準用する第２８条の規定に

よる町への通知に係る記録 

(7) 次条において準用する第２８条に規定す

る町への通知に係る記録 

(8) 次条において準用する第３８条第２項の

規定による苦情の内容等の記録 

(8) 次条において準用する第３８条第２項に

規定する苦情の内容等の記録 

(9) 次条において準用する第４０条第２項の

規定による事故の状況及び事故に際して採

った処置についての記録 

(9) 次条において準用する第４０条第２項に

規定する事故の状況及び事故に際して採っ

た処置についての記録 

(10) 略 (10) 略 

（準用） （準用） 

第２０２条 第９条から第１３条まで、第２０

条、第２２条、第２８条、第３２条の２、第

３４条から第３８条まで、第４０条から第４

１条まで、第５９条の１１、第５９条の１３、

第５９条の１６、第５９条の１７、第８７条

から第９０条まで、第９３条から第９５条ま

で、第９７条、第９８条、第１００条から第

１０４条まで、第１０６条及び第１０６条の

２までの規定は、指定看護小規模多機能型居

宅介護の事業について準用する。この場合に

おいて、第９条第１項中「第３１条に規定す

る運営規程」とあるのは「第２０２条におい

て準用する第１００条に規定する重要事項に

関する規程」と、同項、第３２条の２第２項、

第３４条第１項並びに第４０条の２第１号及

び第３号中「定期巡回・随時対応型訪問介護

看護従業者」とあるのは「看護小規模多機能

型居宅介護従業者」と、第５９条の１１第２

項中「この節」とあるのは「第９章第４節」

と、第５９条の１３第３項及び第４項並びに

第５９条の１６第２項第１号及び第３号中

「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「看

護小規模多機能型居宅介護従業者」と、第５

第２０２条 第９条から第１３条まで、第２０

条、第２２条、第２８条、第３２条の２、第

３４条から第３８条まで、第４０条から第４

１条まで、第５９条の１１、第５９条の１３、

第５９条の１６、第５９条の１７、第８７条

から第９０条まで、第９３条から第９５条ま

で、第９７条、第９８条、第１００条から第

１０４条まで及び第１０６条までの規定は、

指定看護小規模多機能型居宅介護の事業につ

いて準用する。この場合において、第９条第

１項中「第３１条に規定する運営規程」とあ

るのは「第２０２条において準用する第１０

０条に規定する重要事項に関する規程」と、

同項、第３２条の２第２項、第３４条第１項

並びに第４０条の２第１号及び第３号中「定

期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」と

あるのは「看護小規模多機能型居宅介護従業

者」と、第５９条の１１第２項中「この節」

とあるのは「第９章第４節」と、第５９条の

１３第３項及び第４項並びに第５９条の１６

第２項第１号及び第３号中「地域密着型通所

介護従業者」とあるのは「看護小規模多機能

型居宅介護従業者」と、第５９条の１７第１



１５９ 

改 正 案 現   行 

９条の１７第１項中「地域密着型通所介護に

ついて知見を有する者」とあるのは「看護小

規模多機能型居宅介護について知見を有する

者」と、「６月」とあるのは「２月」と、「活

動状況」とあるのは「通いサービス及び宿泊

サービスの提供回数等の活動状況」と、第８

７条中「第８２条第１２項」とあるのは「第

１９１条第１３項」と、第８９条及び第９７

条中「小規模多機能型居宅介護従業者」とあ

るのは「看護小規模多機能型居宅介護従業者」

と、第１０６条中「第８２条第６項」とある

のは「第１９１条第７項各号」と読み替える

ものとする。 

項中「地域密着型通所介護について知見を有

する者」とあるのは「看護小規模多機能型居

宅介護について知見を有する者」と、「６月」

とあるのは「２月」と、「活動状況」とあるの

は「通いサービス及び宿泊サービスの提供回

数等の活動状況」と、第８７条中「第８２条

第１２項」とあるのは「第１９１条第１３項」

と、第８９条及び第９７条中「小規模多機能

型居宅介護従業者」とあるのは「看護小規模

多機能型居宅介護従業者」と、第１０６条中

「第８２条第６項」とあるのは「第１９１条

第７項各号」と読み替えるものとする。 

 

 (2) おいらせ町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに

指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関

する基準を定める条例 新旧対照表（抜粋） 

改 正 案 現   行 

（管理者） （管理者） 

第６条 単独型・併設型指定介護予防認知症対

応型通所介護事業者は、単独型・併設型指定

介護予防認知症対応型通所介護事業所ごとに

専らその職務に従事する常勤の管理者を置か

なければならない。ただし、当該管理者は、

単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通

所介護事業所の管理上支障がない場合は、当

該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型

通所介護事業所の他の職務に従事し、又は他

の事業所、施設等の職務に従事することがで

きるものとする。 

第６条 単独型・併設型指定介護予防認知症対

応型通所介護事業者は、単独型・併設型指定

介護予防認知症対応型通所介護事業所ごとに

専らその職務に従事する常勤の管理者を置か

なければならない。ただし、当該管理者は、

単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通

所介護事業所の管理上支障がない場合は、当

該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型

通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同

一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に

従事することができるものとする。 

２ 略 ２ 略 

  

（利用定員等） （利用定員等） 

第９条 略 第９条 略 

２ 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護

事業者は、指定居宅サービス（法第４１条第

１項に規定する指定居宅サービスをいう。）、

指定地域密着型サービス（法第４２条の２第

２ 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護

事業者は、指定居宅サービス（法第４１条第

１項に規定する指定居宅サービスをいう。）、

指定地域密着型サービス（法第４２条の２第



１６０ 

改 正 案 現   行 

１項に規定する指定地域密着型サービスをい

う。）、指定居宅介護支援（法第４６条第１

項に規定する指定居宅介護支援をいう。）、

指定介護予防サービス（法第５３条第１項に

規定する指定介護予防サービスをいう。）、

指定地域密着型介護予防サービス若しくは指

定介護予防支援（法第５８条第１項に規定す

る指定介護予防支援をいう。）の事業又は介

護保険施設（法第８条第２５項に規定する介

護保険施設をいう。）若しくは健康保険法等

の一部を改正する法律（平成１８年法律第８

３号）第２６条の規定による改正前の法第４

８条第１項第３号に規定する指定介護療養型

医療施設の運営（同条第７項及び第７１条第

９項において「指定居宅サービス事業等」と

いう。）について３年以上の経験を有する者

でなければならない。 

１項に規定する指定地域密着型サービスをい

う。）、指定居宅介護支援（法第４６条第１

項に規定する指定居宅介護支援をいう。）、

指定介護予防サービス（法第５３条第１項に

規定する指定介護予防サービスをいう。）、

指定地域密着型介護予防サービス若しくは指

定介護予防支援（法第５８条第１項に規定す

る指定介護予防支援をいう。）の事業又は介

護保険施設（法第８条第２５項に規定する介

護保険施設をいう。）若しくは指定介護療養

型医療施設（健康保険法等の一部を改正する

法律（平成１８年法律第８３号）附則第１３

０条の２第１項の規定によりなおその効力を

有するものとされた同法第２６条の規定によ

る改正前の法第４８条第１項第３号に規定す

る指定介護療養型医療施設をいう。第４４条

第６項において同じ。）の運営（同条第７項

及び第７１条第９項において「指定居宅サー

ビス事業等」という。）について３年以上の

経験を有する者でなければならない。 

（管理者） （管理者） 

第１０条 共用型指定介護予防認知症対応型通

所介護事業者は、共用型指定介護予防認知症

対応型通所介護事業所ごとに専らその職務に

従事する常勤の管理者を置かなければならな

い。ただし、当該管理者は、共用型指定介護

予防認知症対応型通所介護事業所の管理上支

障がない場合は、当該共用型指定介護予防認

知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事

し、又は他の事業所、施設等の職務に従事す

ることができるものとする。なお、共用型指

定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管

理上支障がない場合は、当該共用型指定介護

予防認知症対応型通所介護事業所の他の職務

に従事し、かつ、他の本体事業所等の職務に

従事することとしても差し支えない。 

第１０条 共用型指定介護予防認知症対応型通

所介護事業者は、共用型指定介護予防認知症

対応型通所介護事業所ごとに専らその職務に

従事する常勤の管理者を置かなければならな

い。ただし、当該管理者は、共用型指定介護

予防認知症対応型通所介護事業所の管理上支

障がない場合は、当該共用型指定介護予防認

知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事

し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設

等の職務に従事することができるものとす

る。なお、共用型指定介護予防認知症対応型

通所介護事業所の管理上支障がない場合は、

当該共用型指定介護予防認知症対応型通所介

護事業所の他の職務に従事し、かつ、同一敷

地内にある他の本体事業所等の職務に従事す

ることとしても差し支えない。 

２ 略 ２ 略 



１６１ 

改 正 案 現   行 

  

（掲示） （掲示） 

第３２条 指定介護予防認知症対応型通所介護

事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介

護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、

介護予防認知症対応型通所介護従業者の勤務

の体制その他の利用申込者のサービスの選択

に資すると認められる重要事項（以下この条

において単に「重要事項」という。）を掲示

しなければならない。 

第３２条 指定介護予防認知症対応型通所介護

事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介

護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、

介護予防認知症対応型通所介護従業者の勤務

の体制その他の利用申込者のサービスの選択

に資すると認められる重要事項を掲示しなけ

ればならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者

は、重要事項を記載した書面を当該指定介護

予防認知症対応型通所介護事業所に備え付

け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲

覧させることにより、前項の規定による掲示

に代えることができる。 

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者

は、前項に規定する事項を記載した書面を当

該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所

に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に

自由に閲覧させることにより、同項の規定に

よる掲示に代えることができる。 

３ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業

者は、原則として、重要事項をウェブサイト

に掲載しなければならない。 

 

  

（記録の整備） （記録の整備） 

第４０条 略 第４０条 略 

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者

は、利用者に対する指定介護予防認知症対応

型通所介護の提供に関する次に掲げる記録を

整備し、その完結の日から２年間（第２号に

掲げる記録にあっては、５年間）保存しなけ

ればならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者

は、利用者に対する指定介護予防認知症対応

型通所介護の提供に関する次に掲げる記録を

整備し、その完結の日から２年間（第２号に

掲げる記録にあっては、５年間）保存しなけ

ればならない。 

(1) 略 (1) 略 

(2) 第２１条第２項の規定による提供した具

体的なサービスの内容等の記録 

(2) 第２１条第２項に規定する提供した具体

的なサービスの内容等の記録 

(3) 第４２条第１１号の規定による身体的拘

束その他利用者の行動を制限する行為（以

下「身体的拘束等」という。）の態様及び

時間、その際の利用者の心身の状況並びに

緊急やむを得ない理由の記録 

 

(4) 第２４条の規定による町への通知に係る (3) 第２４条に規定する町への通知に係る記



１６２ 

改 正 案 現   行 

記録 録 

(5) 第３６条第２項の規定による苦情の内容

等の記録 

(4) 第３６条第２項に規定する苦情の内容等

の記録 

(6) 第３７条第２項の規定による事故の状況

及び事故に際して採った処置についての記

録 

(5) 第３７条第２項に規定する事故の状況及

び事故に際して採った処置についての記録 

(7) 略 (6) 略 

  

（指定介護予防認知症対応型通所介護の具体

的取扱方針） 

（指定介護予防認知症対応型通所介護の具体

的取扱方針） 

第４２条 指定介護予防認知症対応型通所介護

の方針は、第４条に規定する基本方針及び前

条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲

げるところによるものとする。 

第４２条 指定介護予防認知症対応型通所介護

の方針は、第４条に規定する基本方針及び前

条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲

げるところによるものとする。 

(1)～(9) 略 (1)～(9) 略 

(10) 指定介護予防認知症対応型通所介護の

提供に当たっては、当該利用者又は他の利

用者等の生命又は身体を保護するため緊急

やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を

行ってはならない。 

 

(11) 前号の身体的拘束等を行う場合には、そ

の態様及び時間、その際の利用者の心身の

状況並びに緊急やむを得ない理由を記録し

なければならない。 

 

(12) 略 (10) 略 

(13) 略 (11) 略 

(14) 略 (12) 略 

(15) 略 (13) 略 

(16) 第１号から第１４号までの規定は、前号

に規定する介護予防認知症対応型通所介護

計画の変更について準用する。 

(14) 第１号から第１２号までの規定は、前号

に規定する介護予防認知症対応型通所介護

計画の変更について準用する。 

  

（従業者の員数等） （従業者の員数等） 

第４４条 略 第４４条 略 

２～５ 略 ２～５ 略 

６ 次の表の左欄に掲げる場合において、前各 ６ 次の表の左欄に掲げる場合において、前各



１６３ 

改 正 案 現   行 

項に定める人員に関する基準を満たす介護予

防小規模多機能型居宅介護従業者を置くほ

か、同表の中欄に掲げる施設等の人員に関す

る基準を満たす従業者を置いているときは、

同表の右欄に掲げる当該介護予防小規模多機

能型居宅介護従業者は、同表の中欄に掲げる

施設等の職務に従事することができる。 

項に定める人員に関する基準を満たす介護予

防小規模多機能型居宅介護従業者を置くほ

か、同表の中欄に掲げる施設等の人員に関す

る基準を満たす従業者を置いているときは、

同表の右欄に掲げる当該介護予防小規模多機

能型居宅介護従業者は、同表の中欄に掲げる

施設等の職務に従事することができる。 

当該指定介護

予防小規模多

機能型居宅介

護事業所に中

欄に掲げる施

設等のいずれ

かが併設され

ている場合 

指定認知症対応型共同生

活介護事業所、指定地域

密着型特定施設、指定地

域密着型介護老人福祉施

設、指定介護老人福祉施

設、介護老人保健施設又

は介護医療院 

 

 

 

 

 

 

介護職員 

略 略 略 
 

当該指定介護

予防小規模多

機能型居宅介

護事業所に中

欄に掲げる施

設等のいずれ

かが併設され

ている場合 

指定認知症対応型共同生

活介護事業所、指定地域

密着型特定施設、指定地

域密着型介護老人福祉施

設、指定介護老人福祉施

設、介護老人保健施設、

指定介護療養型医療施設

（医療法（昭和２３年法

律第２０５号）第７条第

２項第４号に規定する療

養病床を有する診療所で

あるものに限る。）又は

介護医療院 

介護職員 

略 略 略 
 

７～１３ 略 ７～１３ 略 

（管理者） （管理者） 

第４５条 指定介護予防小規模多機能型居宅介

護事業者は、指定介護予防小規模多機能型居

宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する

常勤の管理者を置かなければならない。ただ

し、当該管理者は、指定介護予防小規模多機

能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合

は、当該指定介護予防小規模多機能型居宅介

護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業

所、施設等の職務に従事することができるも

のとする。 

第４５条 指定介護予防小規模多機能型居宅介

護事業者は、指定介護予防小規模多機能型居

宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する

常勤の管理者を置かなければならない。ただ

し、当該管理者は、指定介護予防小規模多機

能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合

は、当該指定介護予防小規模多機能型居宅介

護事業所の他の職務に従事し、又は当該指定

介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に併

設する前条第６項の表の当該指定介護予防小

規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる

施設等のいずれかが併設されている場合の項

の中欄に掲げる施設等の職務、同一敷地内の

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

所（指定地域密着型サービス基準条例第６条



１６４ 
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第１項に規定する指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護事業所をいう。）の職務（当該

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

所に係る指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業者（同項に規定する指定定期巡回・

随時対応型訪問介護看護事業者をいう。）が、

指定夜間対応型訪問介護事業者（指定地域密

着型サービス基準条例第４７条第１項に規定

する指定夜間対応型訪問介護事業者をい

う。）、指定訪問介護事業者（指定居宅サー

ビス等の事業の人員、設備及び運営に関する

基準（平成１１年厚生省令第３７号。以下「指

定居宅サービス等基準」という。）第５条第

１項に規定する指定訪問介護事業者をいう。）

又は指定訪問看護事業者（指定居宅サービス

等基準第６０条第１項に規定する指定訪問看

護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せ

て受け、一体的な運営を行っている場合には、

これらの事業に係る職務を含む。）若しくは

法第１１５条の４５第１項に規定する介護予

防・日常生活支援総合事業（同項第１号ニに

規定する第１号介護予防支援事業を除く。）

に従事することができるものとする。 

２・３ 略 ２・３ 略 

  

（身体的拘束等の禁止） （身体的拘束等の禁止） 

第５３条 指定介護予防小規模多機能型居宅介

護事業者は、指定介護予防小規模多機能型居

宅介護の提供に当たっては、当該利用者又は

他の利用者等の生命又は身体を保護するため

緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等

を行ってはならない。 

第５３条 指定介護予防小規模多機能型居宅介

護事業者は、指定介護予防小規模多機能型居

宅介護の提供に当たっては、当該利用者又は

他の利用者等の生命又は身体を保護するため

緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束そ

の他利用者の行動を制限する行為（以下「身

体的拘束等」という。）を行ってはならない。 

２ 略 ２ 略 

３ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事

業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、

次に掲げる措置を講じなければならない。 

 

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検  
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討する委員会（テレビ電話装置等を活用し

て行うことができるものとする。）を３月

に１回以上開催するとともに、その結果に

ついて、介護職員その他の従業者に周知徹

底を図ること。 

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を

整備すること。 

 

(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的

拘束等の適正化のための研修を定期的に

実施すること。 

 

  

 （居住機能を担う併設施設等への入居）  （居住機能を担う併設施設等への入居） 

第６３条 略 第６３条 略 

（利用者の安全並びに介護サービスの質の確

保及び職員の負担軽減に資する方策を検討す

るための委員会の設置） 

 

第６３条の２ 指定介護予防小規模多機能型居

宅介護事業者は、当該指定介護予防小規模多

機能型居宅介護事業所における業務の効率

化、介護サービスの質の向上その他の生産性

の向上に資する取組の促進を図るため、当該

指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所

における利用者の安全並びに介護サービスの

質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を

検討するための委員会（テレビ電話装置等を

活用して行うことができるものとする。）を

定期的に開催しなければならない。 

 

（記録の整備） （記録の整備） 

第６４条 略 第６４条 略 

２ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業

者は、利用者に対する指定介護予防小規模多

機能型居宅介護の提供に関する次に掲げる記

録を整備し、その完結の日から２年間（第３

号に掲げる記録にあっては、５年間）保存し

なければならない。 

２ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業

者は、利用者に対する指定介護予防小規模多

機能型居宅介護の提供に関する次に掲げる記

録を整備し、その完結の日から２年間（第３

号に掲げる記録にあっては、５年間）保存し

なければならない。 

(1)・(2) 略 (1)・(2) 略 

(3) 次条において準用する第２１条第２項の (3) 次条において準用する第２１条第２項に
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規定による提供した具体的なサービスの内

容等の記録 

規定する提供した具体的なサービスの内容

等の記録 

(4) 第５３条第２項の規定による身体的拘束

等の態様及び時間、その際の利用者の心身

の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

(4) 第５３条第２項に規定する身体的拘束等

の態様及び時間、その際の利用者の心身の

状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

(5) 次条において準用する第２４条の規定に

よる町への通知に係る記録 

(5) 次条において準用する第２４条に規定す

る町への通知に係る記録 

(6) 次条において準用する第３６条第２項の

規定による苦情の内容等の記録 

(6) 次条において準用する第３６条第２項に

規定する苦情の内容等の記録 

(7) 次条において準用する第３７条第２項の

規定による事故の状況及び事故に際して採

った処置についての記録 

(7) 次条において準用する第３７条第２項に

規定する事故の状況及び事故に際して採っ

た処置についての記録 

(8) 略 (8) 略 

  

（管理者） （管理者） 

第７２条 指定介護予防認知症対応型共同生活

介護事業者は、共同生活住居ごとに専らその

職務に従事する常勤の管理者を置かなければ

ならない。ただし、当該管理者は、共同生活

住居の管理上支障がない場合は、当該共同生

活住居の他の職務に従事し、又は他の事業所、

施設等の職務に従事することができるものと

する。 

第７２条 指定介護予防認知症対応型共同生活

介護事業者は、共同生活住居ごとに専らその

職務に従事する常勤の管理者を置かなければ

ならない。ただし、当該管理者は、共同生活

住居の管理上支障がない場合は、当該共同生

活住居の他の職務に従事し、又は同一敷地内

にある他の事業所、施設等若しくは併設する

指定小規模多機能型居宅介護事業所の職務に

従事することができるものとする。 

２・３ 略 ２・３ 略 

  

（管理者による管理） （管理者による管理） 

第７９条 共同生活住居の管理者は、同時に介

護保険施設、指定居宅サービス、指定地域密

着型サービス、指定介護予防サービス若しく

は地域密着型介護予防サービス（サテライト

型指定介護予防認知症対応型共同生活介護事

業所の場合は、本体事業所が提供する指定介

護予防認知症対応型共同生活介護を除く。）

の事業を行う事業所、病院、診療所又は社会

福祉施設を管理する者であってはならない。

ただし、当該共同生活住居の管理上支障がな

第７９条 共同生活住居の管理者は、同時に介

護保険施設、指定居宅サービス、指定地域密

着型サービス、指定介護予防サービス若しく

は地域密着型介護予防サービス（サテライト

型指定介護予防認知症対応型共同生活介護事

業所の場合は、本体事業所が提供する指定介

護予防認知症対応型共同生活介護を除く。）

の事業を行う事業所、病院、診療所又は社会

福祉施設を管理する者であってはならない。

ただし、これらの事業所、施設等が同一敷地
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い場合は、この限りでない。 内にあること等により当該共同生活住居の管

理上支障がない場合は、この限りでない。 

  

（協力医療機関等） （協力医療機関等） 

第８３条 略 第８３条 略 

２ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護

事業者は、前項の規定に基づき協力医療機関

を定めるに当たっては、次に掲げる要件を満

たす協力医療機関を定めるように努めなけれ

ばならない。 

 

(1) 利用者の病状が急変した場合等におい

て医師又は看護職員が相談対応を行う体

制を、常時確保していること。 

 

(2) 当該指定介護予防認知症対応型共同生

活介護事業者からの診療の求めがあった

場合において診療を行う体制を、常時確保

していること。 

 

３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護

事業者は、１年に１回以上、協力医療機関と

の間で、利用者の病状が急変した場合等の対

応を確認するとともに、協力医療機関の名称

等を、当該指定介護予防認知症対応型共同生

活介護事業者に係る指定を行った市町村長に

届け出なければならない。 

 

４ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護

事業者は、感染症の予防及び感染症の患者に

対する医療に関する法律（平成１０年法律第

１１４号）第６条第７１項に規定する第２種

協定指定医療機関（次項において「第２種協

定指定医療機関」という。）との間で、新興

感染症（同条第７項に規定する新型インフル

エンザ等感染症、同条第８項に規定する指定

感染症又は同条第９項に規定する新感染症を

いう。次項において同じ。）の発生時等の対

応を取り決めるように努めなければならな

い。 

 

５ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護

事業者は、協力医療機関が第２種協定指定医

 



１６８ 

改 正 案 現   行 

療機関である場合においては、当該第２種協

定指定医療機関との間で、新興感染症の発生

時等の対応について協議を行わなければなら

ない。 

６ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護

事業者は、利用者が協力医療機関その他の医

療機関に入院した後に、当該利用者の病状が

軽快し、退院が可能となった場合においては、

再び当該指定介護予防認知症対応型共同生活

介護事業所に速やかに入所させることができ

るように努めなければならない。 

 

７ 略 ２ 略 

８ 略 ３ 略 

  

（記録の整備） （記録の整備） 

第８５条 略 第８５条 略 

２ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事

業者は、利用者に対する指定介護予防認知症

対応型共同生活介護の提供に関する次に掲げ

る記録を整備し、その完結の日から２年間（第

２号に掲げる記録にあっては、５年間）保存

しなければならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事

業者は、利用者に対する指定介護予防認知症

対応型共同生活介護の提供に関する次に掲げ

る記録を整備し、その完結の日から２年間（第

２号に掲げる記録にあっては、５年間）保存

しなければならない。 

(1) 略 (1) 略 

(2) 第７６条第２項の規定による提供した具

体的なサービスの内容等の記録 

(2) 第７６条第２項に規定する提供した具体

的なサービスの内容等の記録 

(3) 第７８条第２項の規定による身体的拘束

等の態様及び時間、その際の利用者の心身

の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

(3) 第７８条第２項に規定する身体的拘束等

の態様及び時間、その際の利用者の心身の

状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

(4) 次条において準用する第２４条の規定に

よる町への通知に係る記録 

(4) 次条において準用する第２４条に規定す

る町への通知に係る記録 

(5) 次条において準用する第３６条第２項の

規定による苦情の内容等の記録 

(5) 次条において準用する第３６条第２項に

規定する苦情の内容等の記録 

(6) 次条において準用する第３７条第２項の

規定による事故の状況及び事故に際して採

った処置についての記録 

(6) 次条において準用する第３７条第２項に

規定する事故の状況及び事故に際して採っ

た処置についての記録 

(7) 略 (7) 略 

（準用） （準用） 
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第８６条 第１１条、第１２条、第１４条、第

１５条、第２３条、第２４条、第２６条、第

２８条の２、第３１条から第３４条まで、第

３６条から第３９条まで（第３７条第４項及

び第３９条第５項を除く。）、第５６条、第

５９条、第６１条及び第６３条の２の規定は、

指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事

業について準用する。この場合において、第

１１条第１項中「第２７条に規定する運営規

程」とあるのは「第８０条に規定する重要事

項に関する規程」と、同項、第２８条の２第

２項、第３１条第２項第１号及び第３号、第

３２条第１項並びに第３７条の２第１号及び

第３号中「介護予防認知症対応型通所介護従

業者」とあるのは「介護従業者」と、第２６

条第２項中「この節」とあるのは「第４章第

４節」と、第３９条第１項中「介護予防認知

症対応型通所介護について知見を有する者」

とあるのは「介護予防認知症対応型共同生活

介護について知見を有する者」と、「６月」

とあるのは「２月」と、第５６条中「介護予

防小規模多機能型居宅介護従業者」とあるの

は「介護従業者」と、第５９条中「指定介護

予防小規模多機能型居宅介護事業者」とある

のは「指定介護予防認知症対応型共同生活介

護事業者」と読み替えるものとする。 

第８６条 第１１条、第１２条、第１４条、第

１５条、第２３条、第２４条、第２６条、第

２８条の２、第３１条から第３４条まで、第

３６条から第３９条まで（第３７条第４項及

び第３９条第５項を除く。）、第５６条、第

５９条及び第６１条の規定は、指定介護予防

認知症対応型共同生活介護の事業について準

用する。この場合において、第１１条第１項

中「第２７条に規定する運営規程」とあるの

は「第８０条に規定する重要事項に関する規

程」と、同項、第２８条の２第２項、第３１

条第２項第１号及び第３号、第３２条第１項

並びに第３７条の２第１号及び第３号中「介

護予防認知症対応型通所介護従業者」とある

のは「介護従業者」と、第２６条第２項中「こ

の節」とあるのは「第４章第４節」と、第３

９条第１項中「介護予防認知症対応型通所介

護について知見を有する者」とあるのは「介

護予防認知症対応型共同生活介護について知

見を有する者」と、「６月」とあるのは「２

月」と、第５６条中「介護予防小規模多機能

型居宅介護従業者」とあるのは「介護従業者」

と、第５９条中「指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業者」とあるのは「指定介護予

防認知症対応型共同生活介護事業者」と読み

替えるものとする。 

 

 (3) おいらせ町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例 新旧対照

表（抜粋） 

改 正 案 現   行 

（従業者の員数） （従業者の員数） 

第３条 地域包括支援センターの設置者である

指定介護予防支援事業者は、当該指定に係る

事業所ごとに１以上の員数の指定介護予防支

援の提供に当たる必要な数の保健師その他の

指定介護予防支援に関する知識を有する職員

（以下「担当職員」という。）を置かなけれ

第３条 指定介護予防支援事業者は、当該指定

に係る事業所（以下「指定介護予防支援事業

所」という。）ごとに１以上の員数の指定介

護予防支援の提供に当たる必要な数の保健師

その他の指定介護予防支援に関する知識を有

する職員（以下「担当職員」という。）を置か
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ばならない。 なければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者である指定介護

予防支援事業者は、当該指定に係る事業所ご

とに１以上の員数の指定介護予防支援の提供

に当たる必要な数の介護支援専門員を置かな

ければならない。 

 

（管理者） （管理者） 

第４条 指定介護予防支援事業者は、当該指定

に係る事業所（以下「指定介護予防支援事業

所」という。）ごとに常勤の管理者を置かな

ければならない。 

第４条 指定介護予防支援事業者は、指定介護

予防支援事業所ごとに常勤の管理者を置かな

ければならない。 

２ 地域包括支援センターの設置者である指

定介護予防支援事業者が前項の規定により置

く管理者は、専らその職務に従事する者でな

ければならない。ただし、指定介護予防支援

事業所の管理に支障がない場合は、当該指定

介護予防支援事業所の他の職務に従事し、又

は当該指定介護予防支援事業者である地域包

括支援センターの職務に従事することができ

るものとする。 

２ 前項に規定する管理者は、専らその職務に

従事する者でなければならない。ただし、指

定介護予防支援事業所の管理に支障がない場

合は、当該指定介護予防支援事業所の他の職

務に従事し、又は当該指定介護予防支援事業

者である地域包括支援センターの職務に従事

することができるものとする。 

３ 指定居宅介護支援事業者である指定介護

予防支援事業者が第１項の規定により置く管

理者は、介護保険法施行規則（平成１１年厚

生省令第３６号）第１４０条の６６第１号イ

(3)に規定する主任介護支援専門員（以下この

項において「主任介護支援専門員」という。）

でなければならない。ただし、主任介護支援

専門員の確保が著しく困難である等やむを得

ない理由がある場合については、介護支援専

門員（主任介護支援専門員を除く。）を第１

項に規定する管理者とすることができる。 

 

４ 前項の管理者は、専らその職務に従事する

者でなければならない。ただし、次に掲げる

場合は、この限りでない。 

(1) 管理者がその管理する指定介護予防支援

事業所の介護支援専門員の職務に従事する

場合 

(2) 管理者が他の事業所の職務に従事する場
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合（その管理する指定介護予防支援事業所

の管理に支障がない場合に限る。） 

（内容及び手続の説明及び同意） （内容及び手続の説明及び同意） 

第５条 略 第５条 略 

２ 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防

支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用

者又はその家族に対し、介護予防サービス計

画が第２条に規定する基本方針及び利用者の

希望に基づき作成されるものであり、利用者

は複数の指定介護予防サービス事業者（法第

５３条第１項に規定する指定介護予防サービ

ス事業者をいう。以下同じ。）等を紹介する

よう求めることができること等につき説明を

行い、理解を得なければならない。 

２ 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防

支援の提供の開始に際し、あらかじめ、介護

予防サービス計画が第２条に規定する基本方

針及び利用者の希望に基づき作成されるもの

であり、利用者は複数の指定介護予防サービ

ス事業者（法第５３条第１項に規定する指定

介護予防サービス事業者をいう。以下同じ。）

等を紹介するよう求めることができること等

につき説明を行い、理解を得なければならな

い。 

３ 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防

支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用

者又はその家族に対し、利用者について、病

院又は診療所に入院する必要が生じた場合に

は、担当職員（指定居宅介護支援事業者であ

る指定介護予防支援事業者の場合にあっては

介護支援専門員。以下この章及び次章におい

て同じ。）の氏名及び連絡先を当該病院又は

診療所に伝えるよう求めなければならない。 

３ 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防

支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用

者又はその家族に対し、利用者について、病

院又は診療所に入院する必要が生じた場合に

は、担当職員の氏名及び連絡先を当該病院又

は診療所に伝えるよう求めなければならな

い。 

４～８ 略 ４～８ 略 

  

（利用料等の受領） （利用料等の受領） 

第１１条 略 第１１条 略 

２ 指定居宅介護支援事業者である指定介護

予防支援事業者は、前項の利用料のほか、利

用者の選定により通常の事業の実施地域以外

の地域の居宅を訪問して指定介護予防支援を

行う場合には、それに要した交通費の支払を

利用者から受けることができる。 

 

３ 指定居宅介護支援事業者である指定介護

予防支援事業者は、前項に規定する費用の額

に係るサービスの提供に当たっては、あらか

じめ、利用者又はその家族に対し、当該サー

ビスの内容及び費用について説明を行い、利
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用者の同意を得なければならない。 

（保険給付の請求のための証明書の交付） （保険給付の請求のための証明書の交付） 

第１２条 指定介護予防支援事業者は、提供し

た指定介護予防支援について前条第１項の利

用料の支払を受けた場合には、当該利用料の

額等を記載した指定介護予防支援提供証明書

を利用者に対して交付しなければならない。 

第１２条 指定介護予防支援事業者は、提供し

た指定介護予防支援について利用料の支払を

受けた場合には、当該利用料の額等を記載し

た指定介護予防支援提供証明書を利用者に対

して交付しなければならない。 

（指定介護予防支援の業務の委託） （指定介護予防支援の業務の委託） 

第１３条 地域包括支援センターの設置者であ

る指定介護予防支援事業者は、法第１１５条

の２３第３項の規定により指定介護予防支援

の一部を委託する場合には、次に掲げる事項

を遵守しなければならない。 

第１３条 指定介護予防支援事業者は、法第１

１５条の２３第３項の規定により指定介護予

防支援の一部を委託する場合には、次に掲げ

る事項を遵守しなければならない。 

(1) 委託に当たっては、中立性及び公正性の

確保を図るためおいらせ町介護保険運営協

議会（介護保険法施行規則第１４０条の６

６第１号ロ(2)に規定する地域包括支援セ

ンター運営協議会としておいらせ町執行機

関の附属機関の設置等に関する条例（平成

２７年おいらせ町条例第３１号）第３条第

１項の規定により設置する町長の附属機関

をいう。）の議を経なければならないこと。 

(1) 委託に当たっては、中立性及び公正性の

確保を図るためおいらせ町介護保険運営協

議会（介護保険法施行規則（平成１１年厚

生省令第３６号）第１４０条の６６第１号

ロ(2)に規定する地域包括支援センター運

営協議会としておいらせ町執行機関の附属

機関の設置等に関する条例（平成２７年お

いらせ町条例第３１号）第３条第１項の規

定により設置する町長の附属機関をいう。）

の議を経なければならないこと。 

(2)・(3) 略 (2)・(3) 略 

(4) 委託する指定居宅介護支援事業者に対

し、指定介護予防支援の業務を実施する介

護支援専門員が、第２条、この章及び次章

の規定（第３１条第２９号の規定を除く。）

を遵守するよう措置させなければならない

こと。 

(4) 委託する指定居宅介護支援事業者に対

し、指定介護予防支援の業務を実施する介

護支援専門員が、第２条、この章及び次章

の規定を遵守するよう措置させなければな

らないこと。 

  

（掲示） （掲示） 

第２２条 指定介護予防支援事業者は、指定介

護予防支援事業所の見やすい場所に、運営規

程の概要、担当職員の勤務の体制その他の利

用申込者のサービスの選択に資すると認めら

れる重要事項（以下この条において単に「重

要事項」という。）を掲示しなければならな

第２２条 指定介護予防支援事業者は、指定介

護予防支援事業所の見やすい場所に、運営規

程の概要、担当職員の勤務の体制その他の利

用申込者のサービスの選択に資すると認めら

れる重要事項を掲示しなければならない。 
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い。 

２ 指定介護予防支援事業者は、重要事項を記

載した書面を当該指定介護予防支援事業所に

備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自

由に閲覧させることにより、前項の規定によ

る掲示に代えることができる。 

２ 指定介護予防支援事業者は、前項に規定す

る事項を記載した書面を当該指定介護予防支

援事業所に備え付け、かつ、これをいつでも

関係者に自由に閲覧させることにより、同項

の規定による掲示に代えることができる。 

３ 指定介護予防支援事業者は、原則として、

重要事項をウェブサイトに掲載しなければな

らない。 

 

  

（記録の整備） （記録の整備） 

第２９条 略 第２９条 略 

２ 指定介護予防支援事業者は、利用者に対す

る指定介護予防支援の提供に関する次に掲げ

る記録を整備し、その完結の日から２年間（第

２号に掲げる記録にあっては、５年間）保存

しなければならない。 

２ 指定介護予防支援事業者は、利用者に対す

る指定介護予防支援の提供に関する次に掲げ

る記録を整備し、その完結の日から２年間（第

２号に掲げる記録にあっては、５年間）保存

しなければならない。 

(1) 略 (1) 略 

(2) 個々の利用者ごとに次に掲げる事項を記

載した介護予防支援台帳 

(2) 個々の利用者ごとに次に掲げる事項を記

載した介護予防支援台帳 

ア 介護予防サービス計画 ア 介護予防サービス計画 

イ 第３１条第７号に規定するアセスメン

トの結果の記録 

イ 第３１条第７号に規定するアセスメン

トの結果の記録 

ウ 第３１条第９号に規定するサービス担

当者会議等の記録 

ウ 第３１条第９号に規定するサービス担

当者会議等の記録 

エ 第３１条第１５号の規定による評価の

結果の記録 

エ 第３１条第１５号に規定する評価の結

果の記録 

オ 第３１条第１６号に規定するモニタリ

ングの結果の記録 

オ 第３１条第１６号に規定するモニタリ

ングの結果の記録 

(3) 第３１条第２号の３の規定による身体的

拘束その他利用者の行動を制限する行為

（第３１条第２号の２及び第２号の３にお

いて「身体的拘束等」という。）の態様及

び時間、その際の利用者の心身の状況並び

に緊急やむを得ない理由の記録 

 

(4) 第１６条の規定による町への通知に係る

記録 

(3) 第１６条に規定する町への通知に係る記

録 
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(5) 第２６条第２項の規定による苦情の内容

等の記録 

(4) 第２６条第２項に規定する苦情の内容等

の記録 

(6) 第２７条第２項の規定による事故の状況

及び事故に際して採った処置についての記

録 

(5) 第２７条第２項に規定する事故の状況及

び事故に際して採った処置についての記録 

  

（指定介護予防支援の具体的取扱方針） （指定介護予防支援の具体的取扱方針） 

第３１条 指定介護予防支援の方針は、第２条

に規定する基本方針及び前条に規定する基本

取扱方針に基づき、次に掲げるところによる

ものとする。 

第３１条 指定介護予防支援の方針は、第２条

に規定する基本方針及び前条に規定する基本

取扱方針に基づき、次に掲げるところによる

ものとする。 

(1)・(2) 略 (1)・(2) 略 

(2)の２ 指定介護予防支援の提供に当たって

は、当該利用者又は他の利用者等の生命又

は身体を保護するため緊急やむを得ない場

合を除き、身体的拘束等を行ってはならな

い。 

 

(2)の３ 前号の身体的拘束等を行う場合に

は、その態様及び時間、その際の利用者の

心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を

記録しなければならない。 

 

(3)～(15) 略 (3)～(15) 略 

(16) 担当職員は、第１３号に規定する実施状

況の把握（以下「モニタリング」という。）

に当たっては、利用者及びその家族、指定

介護予防サービス事業者等との連絡を継続

的に行うこととし、特段の事情のない限り、

次に定めるところにより行わなければなら

ない。 

(16) 担当職員は、第１３号に規定する実施状

況の把握（以下「モニタリング」という。）

に当たっては、利用者及びその家族、指定

介護予防サービス事業者等との連絡を継続

的に行うこととし、特段の事情のない限り、

次に定めるところにより行わなければなら

ない。 

ア 少なくともサービスの提供を開始する

月の翌月から起算して３月に１回、利用

者に面接すること。 

ア 少なくともサービスの提供を開始する

月の翌月から起算して３月に１回及びサ

ービスの評価期間が終了する月並びに利

用者の状況に著しい変化があったとき

は、利用者の居宅を訪問し、利用者に面

接すること。 

イ アの規定による面接は、利用者の居宅

を訪問することによって行うこと。ただ
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し、次のいずれにも該当する場合であっ

て、サービスの提供を開始する月の翌月

から起算して３月ごとの期間（以下この

号において単に「期間」という。）につい

て、少なくとも連続する２期間に１回、

利用者の居宅を訪問し、面接するときは、

利用者の居宅を訪問しない期間におい

て、テレビ電話装置等を活用して、利用

者に面接することができる。 

(ア) テレビ電話装置等を活用して面接

を行うことについて、文書により利用

者の同意を得ていること。 

(イ) サービス担当者会議等において、

次に掲げる事項について主治の医師、

担当者その他の関係者の合意を得てい

ること。 

(i) 利用者の心身の状況が安定して

いること。 

(ⅱ) 利用者がテレビ電話装置等を活

用して意思疎通を行うことができる

こと。 

(ⅲ) 担当職員が、テレビ電話装置等

を活用したモニタリングでは把握で

きない情報について、担当者から提

供を受けること。 

ウ サービスの評価期間が終了する月及び

利用者の状況に著しい変化があったとき

は、利用者の居宅を訪問し、利用者に面

接すること。 

 

エ 利用者の居宅を訪問しない月（イただ

し書の規定によりテレビ電話装置等を活

用して利用者に面接する月を除く。）に

おいては、可能な限り、指定介護予防通所

リハビリテーション事業所（指定介護予

防サービス等基準第１１７条第１項に規

定する指定介護予防通所リハビリテーシ

ョン事業所をいう。）を訪問する等の方法

により利用者に面接するよう努めるとと

もに、当該面接ができない場合にあって

イ 利用者の居宅を訪問しない月において

は、可能な限り、指定介護予防通所リハビ

リテーション事業所（指定介護予防サー

ビス等基準第１１７条第１項に規定する

指定介護予防通所リハビリテーション事

業所をいう。）を訪問する等の方法により

利用者に面接するよう努めるとともに、

当該面接ができない場合にあっては、電

話等により利用者との連絡を実施するこ

と。 
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は、電話等により利用者との連絡を実施

すること。 

オ 少なくとも１月に１回、モニタリング

の結果を記録すること。 

ウ 少なくとも１月に１回、モニタリング

の結果を記録すること。 

(17)～(28) 略 (17)～(28) 略 

(29) 指定居宅介護支援事業者である指定介

護予防支援事業者は、法第１１５条の３０

の２第１項の規定により市町村長から情報

の提供を求められた場合には、その求めに

応じなければならない。 

 

 

 (4) おいらせ町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条

例 新旧対照表（抜粋） 

改 正 案 現   行 

（基本方針） （基本方針） 

第３条 略 第３条 略 

２・３ 略 ２・３ 略 

４ 指定居宅介護支援事業者は、事業の運営に

当たっては、町、法第１１５条の４６第１項

に規定する地域包括支援センター（以下「地

域包括支援センター」という。）、老人福祉

法（昭和３８年法律第１３３号）第２０条の

７の２に規定する老人介護支援センター、他

の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支

援事業者（法第５８条第１項に規定する指定

介護予防支援事業者をいう。以下同じ。）、

介護保険施設、障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための法律（平成１７

年法律第１２３号）第５１条の１７第１項第

１号に規定する指定特定相談支援事業者等と

の連携に努めなければならない。 

４ 指定居宅介護支援事業者は、事業の運営に

当たっては、町、法第１１５条の４６第１項

に規定する地域包括支援センター、老人福祉

法（昭和３８年法律第１３３号）第２０条の

７の２に規定する老人介護支援センター、他

の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支

援事業者（法第５８条第１項に規定する指定

介護予防支援事業者をいう。以下同じ。）、

介護保険施設、障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための法律（平成１７

年法律第１２３号）第５１条の１７第１項第

１号に規定する指定特定相談支援事業者等と

の連携に努めなければならない。 

５・６ 略 ５・６ 略 

  

（従業者の員数） （従業者の員数） 

第５条 略 第５条 略 

２ 前項に規定する員数の基準は、利用者の数

（当該指定居宅介護支援事業者が指定介護予

２ 前項に規定する員数の基準は、利用者の数

が３５又はその端数を増すごとに１とする。 



１７７ 
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防支援事業者の指定を併せて受け、又は法第

１１５条の２３第３項の規定により地域包括

支援センターの設置者である指定介護予防支

援事業者から委託を受けて、当該指定居宅介

護支援事業所において指定介護予防支援（法

第５８条第１項に規定する指定介護予防支援

をいう。以下この項及び第１６条第２９号に

おいて同じ。）を行う場合にあっては、当該

事業所における指定居宅介護支援の利用者の

数に当該事業所における指定介護予防支援の

利用者の数に３分の１を乗じた数を加えた

数。次項において同じ。）が４４又はその端

数を増すごとに１とする。 

３ 前項の規定にかかわらず、指定居宅介護支

援事業所が、公益社団法人国民健康保険中央

会（昭和３４年１月１日に社団法人国民健康

保険中央会という名称で設立された法人をい

う。）が運用及び管理を行う指定居宅介護支

援事業者及び指定居宅サービス事業者等の使

用に係る電子計算機と接続された居宅サービ

ス計画の情報の共有等のための情報処理シス

テムを利用し、かつ、事務職員を配置してい

る場合における第１項に規定する員数の基準

は、利用者の数が４９又はその端数を増すご

とに１とする。 

 

（管理者） （管理者） 

第６条 略 第６条 略 

２ 略 ２ 略 

３ 第１項に規定する管理者は、専らその職務

に従事する者でなければならない。ただし、

次に掲げる場合は、この限りではない。 

３ 第１項に規定する管理者は、専らその職務

に従事する者でなければならない。ただし、

次に掲げる場合は、この限りではない。 

(1) 略 (1) 略 

(2) 管理者が他の事業所の職務に従事する場

合（その管理する指定居宅介護支援事業所

の管理に支障がない場合に限る。） 

(2) 管理者が同一敷地内にある他の事業所の

職務に従事する場合（その管理する指定居

宅介護支援事業所の管理に支障がない場合

に限る。） 

（内容及び手続の説明及び同意） （内容、手続の説明及び同意） 

第７条 略 第７条 略 
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２ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護

支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用

者又はその家族に対し、居宅サービス計画が

第３条に規定する基本方針及び利用者の希望

に基づき作成されるものであり、利用者は複

数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよ

う求めることができること等につき説明を行

い、理解を得なければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護

支援の提供の開始に際し、あらかじめ、居宅

サービス計画が第３条に規定する基本方針及

び利用者の希望に基づき作成されるものであ

り、利用者は複数の指定居宅サービス事業者

等を紹介するよう求めることができること、

前６月間に当該指定居宅介護支援事業所にお

いて作成された居宅サービス計画の総数のう

ちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び

地域密着型通所介護（以下この項において「訪

問介護等」という。）がそれぞれ位置付けら

れた居宅サービス計画の数が占める割合、前

６月間に当該指定居宅介護支援事業所におい

て作成された居宅サービス計画に位置付けら

れた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指

定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サ

ービス事業者によって提供されたものが占め

る割合等につき説明を行い、理解を得なけれ

ばならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護

支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用

者又はその家族に対し、前６月間に当該指定

居宅介護支援事業所において作成された居宅

サービス計画の総数のうちに訪問介護、通所

介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護

（以下この項において「訪問介護等」という。）

がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画

の数が占める割合及び前６月間に当該指定居

宅介護支援事業所において作成された居宅サ

ービス計画に位置付けられた訪問介護等ごと

の回数のうちに同一の指定居宅サービス事業

者又は指定地域密着型サービス事業者によっ

て提供されたものが占める割合につき説明を

行い、理解を得るよう努めなければならない。 

 

４ 略 ３ 略 

５ 指定居宅介護支援事業者は、利用申込者又

はその家族からの申出があった場合には、第

１項の規定による文書の交付に代えて、第８

４ 指定居宅介護支援事業者は、利用申込者又

はその家族からの申出があった場合には、第

１項の規定による文書の交付に代えて、第７
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項で定めるところにより、当該利用申込者又

はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべ

き重要事項を電子情報処理組織を使用する方

法その他の情報通信の技術を利用する方法で

あって次に掲げるもの（以下この条において

「電磁的方法」という。）により提供するこ

とができる。この場合において、当該指定居

宅介護支援事業者は、当該文書を交付したも

のとみなす。 

項で定めるところにより、当該利用申込者又

はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべ

き重要事項を電子情報処理組織を使用する方

法その他の情報通信の技術を利用する方法で

あって次に掲げるもの（以下この条において

「電磁的方法」という。）により提供するこ

とができる。この場合において、当該指定居

宅介護支援事業者は、当該文書を交付したも

のとみなす。 

(1)・(2) 略 (1)・(2) 略 

６ 略 ５ 略 

７ 第５項第１号の「電子情報処理組織」とは、

指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計

算機と、利用申込者又はその家族の使用に係

る電子計算機とを電気通信回線で接続した電

子情報処理組織をいう。 

６ 第４項第１号の「電子情報処理組織」とは、

指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計

算機と、利用申込者又はその家族の使用に係

る電子計算機とを電気通信回線で接続した電

子情報処理組織をいう。 

８ 指定居宅介護支援事業者は、第５項の規定

により第１項に規定する重要事項を提供しよ

うとするときは、あらかじめ、当該利用申込

者又はその家族に対し、その用いる次に掲げ

る電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又

は電磁的方法による承諾を得なければならな

い。 

７ 指定居宅介護支援事業者は、第４項の規定

により第１項に規定する重要事項を提供しよ

うとするときは、あらかじめ、当該利用申込

者又はその家族に対し、その用いる次に掲げ

る電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又

は電磁的方法による承諾を得なければならな

い。 

(1) 第５項各号に規定する方法のうち指定居

宅介護支援事業者が使用するもの 

(1) 第４項各号に規定する方法のうち指定居

宅介護支援事業者が使用するもの 

(2) 略 (2) 略 

９ 略 ８ 略 

  

（指定居宅介護支援の具体的取扱方針） （指定居宅介護支援の具体的取扱方針） 

第１６条 指定居宅介護支援の方針は、第３条

に規定する基本方針及び前条に規定する基本

取扱方針に基づき、次に掲げるところによる

ものとする。 

第１６条 指定居宅介護支援の方針は、第３条

に規定する基本方針及び前条に規定する基本

取扱方針に基づき、次に掲げるところによる

ものとする。 

(1)・(2) 略 (1)・(2) 略 

(2)の２ 指定居宅介護支援の提供に当たって

は、当該利用者又は他の利用者等の生命又

は身体を保護するため緊急やむを得ない場
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合を除き、身体的拘束その他利用者の行動

を制限する行為（以下「身体的拘束等」と

いう。）を行ってはならない。 

(2)の３ 前号の身体的拘束等を行う場合に

は、その態様及び時間、その際の利用者の

心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を

記録しなければならない。 

 

(3)～(13) 略 (3)～(13) 略 

(14) 介護支援専門員は、指定居宅サービス事

業者等から利用者に係る情報の提供を受け

たときその他必要と認めるときは、利用者

の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心

身又は生活の状況に係る情報のうち必要と

認めるものを、利用者の同意を得て主治の

医師等又は薬剤師に提供するものとする。 

(14) 介護支援専門員は、指定居宅サービス事

業者等から利用者に係る情報の提供を受け

たときその他必要と認めるときは、利用者

の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心

身又は生活の状況に係る情報のうち必要と

認めるものを、利用者の同意を得て主治の

医師若しくは歯科医師又は薬剤師に提供す

るものとする。 

(15) 介護支援専門員は、第１３号に規定する

実施状況の把握（以下「モニタリング」とい

う。）に当たっては、利用者及びその家族、

指定居宅サービス事業者等との連絡を継続

的に行うこととし、特段の事情がない限り、

次に定めるところにより行わなければなら

ない。 

(15) 介護支援専門員は、第１３号に規定する

実施状況の把握（以下「モニタリング」とい

う。）に当たっては、利用者及びその家族、

指定居宅サービス事業者等との連絡を継続

的に行うこととし、特段の事情がない限り、

次に定めるところにより行わなければなら

ない。 

ア 少なくとも１月に１回、利用者に面接

すること。 

ア 少なくとも１月に１回、利用者の居宅

を訪問し、利用者に面談すること。 

イ アの規定による面接は、利用者の居宅

を訪問することによって行うこと。ただ

し、次のいずれにも該当する場合であっ

て、少なくとも２月に１回、利用者の居

宅を訪問し、利用者に面接するときは、

利用者の居宅を訪問しない月において

は、テレビ電話装置等を活用して、利用

者に面接することができるものとする。 

(ア) テレビ電話装置等を活用して面接

を行うことについて、文書により利用

者の同意を得ていること。 

(イ) サービス担当者会議等において、

次に掲げる事項について主治の医師、
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担当者その他の関係者の合意を得てい

ること。 

(i) 利用者の心身の状況が安定して

いること。 

(ⅱ) 利用者がテレビ電話装置等を活

用して意思疎通を行うことができる

こと。 

(ⅲ) 介護支援専門員が、テレビ電話

装置等を活用したモニタリングでは

把握できない情報について、担当者

から提供を受けること。 

ウ 少なくとも１月に１回、モニタリング

の結果を記録すること。 

イ 少なくとも１月に１回、モニタリング

の結果を記録すること。 

(16)～(28) 略 (16)～(28) 略 

(29) 指定居宅介護支援事業者は、法第１１５

条の２３第３項の規定に基づき、地域包括

支援センターの設置者である指定介護予防

支援事業者から指定介護予防支援の業務の

委託を受けるに当たっては、その業務量等

を勘案し、当該指定居宅介護支援事業者が

行う指定居宅介護支援の業務が適正に実施

できるよう配慮しなければならない。 

(29) 指定居宅介護支援事業者は、法第１１５

条の２３第３項の規定に基づき、指定介護

予防支援事業者から指定介護予防支援の業

務の委託を受けるに当たっては、その業務

量等を勘案し、当該指定居宅介護支援事業

者が行う指定居宅介護支援の業務が適正に

実施できるよう配慮しなければならない。 

(30) 略 (30) 略 

  

（掲示） （掲示） 

第２５条 指定居宅介護支援事業者は、指定居

宅介護支援事業所の見やすい場所に、運営規

程の概要、介護支援専門員の勤務の体制その

他の利用申込者のサービスの選択に資すると

認められる重要事項（以下この条において単

に「重要事項」という。）を掲示しなければ

ならない。 

第２５条 指定居宅介護支援事業者は、指定居

宅介護支援事業所の見やすい場所に、運営規

程の概要、介護支援専門員の勤務の体制その

他の利用申込者のサービスの選択に資すると

認められる重要事項を掲示しなければならな

い。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、重要事項を記

載した書面を当該指定居宅介護支援事業所に

備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自

由に閲覧させることにより、前項の規定によ

る掲示に代えることができる。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、前項に規定す

る事項を記載した書面を当該指定居宅介護支

援事業所に備え付け、かつ、これをいつでも

関係者に自由に閲覧させることにより、同項

の規定による掲示に代えることができる。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、原則として、
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重要事項をウェブサイトに掲載しなければな

らない。 

  

（記録の整備） （記録の整備） 

第３２条 略 第３２条 略 

２ 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対す

る指定居宅介護支援の提供に関する次の各号

に掲げる記録を整備し、その完結の日から５

年間保存しなければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対す

る指定居宅介護支援の提供に関する次の各号

に掲げる記録を整備し、その完結の日から５

年間保存しなければならない。 

(1)・(2) 略 (1)・(2) 略 

(3) 第１６条第２号の３の規定による身体的

拘束等の態様及び時間、その際の利用者の

心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の

記録 

 

(4) 第１９条の規定による町への通知に係る

記録 

(3) 第１９条に規定する町への通知に係る記

録 

(5) 第２９条第２項の規定による苦情の内容

等の記録 

(4) 第２９条第２項に規定する苦情の内容等

の記録 

(6) 第３０条第２項の規定による事故の状況

及び事故に際して採った処置についての記

録 

(5) 第３０条第２項に規定する事故の状況及

び事故に際して採った処置についての記録 

 

  



１８３ 

６ 議案第６号関係 

 おいらせ町執行機関の附属機関の設置等に関する条例 新旧対照表（抜粋） 

改 正 案 現   行 

別表第１（第３条関係） 町長の附属機関 別表第１（第３条関係） 町長の附属機関 

附属

機関 

所掌事項 委員

の定

数 

委員の構

成 

委

員

の

任

期 

会長等

の選任

方法 

庶務

担当

課 

略 略 略 略 略 略 略 

おい

らせ

町ま

ち・

ひ

と・

しご

と創

生総

合戦

略会

議 

町長の諮

問に応じ

次に掲げ

る事項に

ついて調

査審議す

ること。 

(1) おい

らせ町

人口ビ

ジョン

に関す

る事項 

(2) ま

ち・ひ

と・し

ごと創

生法

（平成2

6年法律

第136

号）第1

0条に規

定する

市町村

まち・

ひと・

しごと

創生

（以下

20人

以内 

（公

募に

よる

者を

含

む） 

(1) 国

又は県

の地方

行政機

関の職

員 

(2) 町

内の公

共的団

体の役

員及び

職員 

(3) 学

識経験

を有す

る者 

(4) そ

の他町

長が必

要と認

める者 

2年 (1) 

会長

 委

員の

互選 

(2) 

副会

長 

委員

の互

選 

政策

推進

課 

附属

機関 

所掌事項 委員

の定

数 

委員の構

成 

委

員

の

任

期 

会長等

の選任

方法 

庶務

担当

課 

略 略 略 略 略 略 略 

おい

らせ

町ま

ち・

ひ

と・

しご

と創

生総

合戦

略会

議 

町長の諮

問に応じ

次に掲げ

る事項に

ついて調

査審議す

ること。 

(1) おい

らせ町

人口ビ

ジョン

に関す

る事項 

(2) ま

ち・ひ

と・し

ごと創

生法

（平成2

6年法律

第136

号）第1

0条に規

定する

市町村

まち・

ひと・

しごと

創生

（以下

20人

以内 

（公

募に

よる

者を

含

む） 

(1) 町

教育委

員会の

委員 

(2) 町

農業委

員会の

委員 

(3) 国

又は県

の地方

行政機

関の職

員 

(4) 町

内の公

共的団

体の役

員及び

職員 

(5) 学

識経験

を有す

る者 

(6) そ

の他町

長が必

要と認

める者 

2年 (1) 

会長

 委

員の

互選 

(2) 

副会

長 

委員

の互

選 

政策

推進

課 



１８４ 

改 正 案 現   行 

「総合

戦略」

とい

う。）

の策定

及び見

直しに

関する

事項 

(3) 総合

戦略の

検証に

関する

事項 

(4) その

他町長

が必要

と認め

る事項 

略 略 略 略 略 略 略 

おい

らせ

町子

ど

も・

子育

て会

議 

(1) 特定

教育・

保育施

設の利

用定員

の設定

に関

し、子

ども・

子育て

支援法

（平成2

4年法律

第65

号）第3

1条第2

項に規

定する

事項を

15人

以内 

（公

募に

よる

者を

含

む） 

(1) 子

どもの

保護者 

(2) 子

ども・

子育て

支援に

関する

事業に

従事す

る者 

(3) 教

育関係

者 

(4) 学

識経験

を有す

る者 

(5) そ

2年 (1) 

会長

 委

員の

互選 

(2) 

副会

長 

委員

の互

選 

保健

こど

も課 

「総合

戦略」

とい

う。）

の策定

及び見

直しに

関する

事項 

(3) 総合

戦略の

検証に

関する

事項 

(4) その

他町長

が必要

と認め

る事項 

略 略 略 略 略 略 略 

おい

らせ

町子

ど

も・

子育

て会

議 

(1) 特定

教育・

保育施

設の利

用定員

の設定

に関

し、子

ども・

子育て

支援法

（平成2

4年法律

第65

号）第3

1条第2

項に規

定する

事項を

15人

以内 

（公

募に

よる

者を

含

む） 

(1) 子

どもの

保護者 

(2) 子

ども・

子育て

支援に

関する

事業に

従事す

る者 

(3) 教

育関係

者 

(4) 学

識経験

を有す

る者 

(5) そ

2年 (1) 

会長

 委

員の

互選 

(2) 

副会

長 

委員

の互

選 

保健

こど

も課 



１８５ 

改 正 案 現   行 

処理す

るこ

と。 

(2) 特定

地域型

保育事

業の利

用定員

の設定

に関

し、子

ども・

子育て

支援法

第43条

第2項に

規定す

る事項

を処理

するこ

と。 

(3) 市町

村子ど

も・子

育て支

援事業

計画に

関し、

子ど

も・子

育て支

援法第6

1条第7

項に規

定する

事項を

処理す

るこ

と。 

の他町

長が必

要と認

める者 

処理す

るこ

と。 

(2) 特定

地域型

保育事

業の利

用定員

の設定

に関

し、子

ども・

子育て

支援法

第43条

第3項に

規定す

る事項

を処理

するこ

と。 

(3) 市町

村子ど

も・子

育て支

援事業

計画に

関し、

子ど

も・子

育て支

援法第6

1条第7

項に規

定する

事項を

処理す

るこ

と。 

の他町

長が必

要と認

める者 



１８６ 

改 正 案 現   行 

(4) 当該

市町村

におけ

る子ど

も・子

育て支

援に関

する施

策の総

合的か

つ計画

的な推

進に関

し必要

な事項

及び当

該施策

の実施

状況を

調査審

議する

こと。 

（子ど

も・子育

て支援法

第72条第1

項に規定

する事

項） 

(5) こど

も計画

の策定

に関す

るこ

と。 

 

 

 

 

(4) 当該

市町村

におけ

る子ど

も・子

育て支

援に関

する施

策の総

合的か

つ計画

的な推

進に関

し必要

な事項

及び当

該施策

の実施

状況を

調査審

議する

こと。 

（子ど

も・子育

て支援法

第77条第1

項に規定

する事

項） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１８７ 

改 正 案 現   行 

おい

らせ

町立

児童

館運

営協

議会 

おいらせ

町立児童

館条例

（平成18

年おいら

せ町条例

第104号）

により設

置された

児童館の

円滑な利

用管理及

び活動の

充実を図

ること。 

1児

童館

につ

き8

人以

内 

(1) 町

の児童

委員 

(2) 町

社会福

祉協議

会の構

成員 

(3) 母

親クラ

ブ等地

域組織

を代表

する者 

(4) 学

識経験

を有す

る者 

(5) 子

どもの

保護者 

(6) 教

育関係

者 

2年 (1) 

会長

 委

員の

互選 

(2) 

会長

職務

代理

者 

会長

の指

名 

保健

こど

も課 

おい

らせ

町健

康づ

くり

推進

協議

会 

町民の生

涯を通じ

た健康づ

くりに必

要な方策

を体系

的・総合

的に推進

するため

に次に掲

げる事項

について

審議し、

健康づく

り活動の

20人

以内 

（公

募に

よる

者を

含

む） 

(1) 地

区医療

機関を

代表す

る者 

(2) 教

育機関

を代表

する者 

(3) 保

健衛生

機関を

代表す

る者 

(4) 関

2年 (1) 

会長

 委

員の

互選 

(2) 

副会

長（2

名）

 委

員の

互選 

保健

こど

も課 

おい

らせ

町立

児童

館運

営協

議会 

おいらせ

町立児童

館条例

（平成18

年おいら

せ町条例

第104号）

により設

置された

児童館の

円滑な利

用管理及

び活動の

充実を図

ること。 

1児

童館

につ

き8

人以

内 

(1) 町

の児童

委員 

(2) 町

社会福

祉協議

会 

(3) 母

親クラ

ブ等地

域組織

を代表

する者 

(4) 学

識経験

を有す

る者 

(5) 子

どもの

保護者 

(6) 町

の職員

及び教

職員等 

2年 (2) 

会長

 委

員の

互選 

(2) 

会長

職務

代理

者 

会長

の指

名 

保健

こど

も課 

おい

らせ

町健

康づ

くり

推進

協議

会 

町民の生

涯を通じ

た健康づ

くりに必

要な方策

を体系

的・総合

的に推進

するため

に次に掲

げる事項

について

審議し、

健康づく

り活動の

20人

以内 

（公

募に

よる

者を

含

む） 

(1) 地

区医療

機関を

代表す

る者 

(2) 教

育機関

を代表

する者 

(3) 保

健衛生

機関を

代表す

る者 

(4) 関

2年 (1) 

会長

 委

員の

互選 

(2) 

副会

長（2

名）

 委

員の

互選 

保健

こど

も課 



１８８ 

改 正 案 現   行 

円滑な推

進を図る

こと。 

(1) 保健

事業等

の計画

策定及

び評価

に関す

るこ

と。 

(2) 健康

管理の

推進に

関する

こと。 

(3) 健康

づくり

組織の

育成に

関する

こと。 

(4) 健康

づくり

の啓蒙

活動の

推進に

関する

こと。 

(5) その

他健康

づくり

を推進

するた

めに必

要な事

項に関

するこ

と。 

係行政

機関を

代表す

る者 

(5) 福

祉関係

団体を

代表す

る者 

(6) 事

業所を

代表す

る者 

(7) 学

識経験

を有す

る者 

(8) 体

育関係

団体を

代表す

る者 

(9) そ

の他町

長が必

要と認

める者 

円滑な推

進を図る

こと。 

(1) 保健

事業等

の実施

計画及

び運営

に関す

るこ

と。 

(2) 健康

管理の

推進に

関する

こと。 

(3) 健康

づくり

組織の

育成に

関する

こと。 

(4) 健康

づくり

の啓蒙

活動の

推進に

関する

こと。 

(5) その

他健康

づくり

を推進

するた

めに必

要な事

項に関

するこ

と。 

係行政

機関を

代表す

る者 

(5) 福

祉関係

団体を

代表す

る者 

(6) 事

業所を

代表す

る者 

(7) 学

識経験

を有す

る者 

(8) 体

育関係

団体を

代表す

る者 

(9) そ

の他町

長が必

要と認

める者 



１８９ 

改 正 案 現   行 

略 略 略 略 略 略 略 
 

略 略 略 略 略 略 略 
 

別表第２（第３条関係） 教育委員会の附属機

関 

別表第２（第３条関係） 教育委員会の附属機

関 

附属

機関 

所掌事項 委員

の定

数 

委員の構

成 

委

員

の

任

期 

会長等

の選任

方法 

庶務

担当

課 

略 略 略 略 略 略 略 

おい

らせ

町社

会教

育計

画検

討委

員会 

略 略 略 略 略 略 

おい

らせ

町地

域学

校協

働本

部 

(1) 地域

学校協

働活動

の企画

及び推

進に関

するこ

と。 

(2) 地域

学校協

働活動

ボラン

ティア

の養成

及び活

動の充

実に関

するこ

と。 

(3) 地域

学校協

15人

以内

（公

募に

よる

者を

含

む） 

(1) 学

校関係

者 

(2) Ｐ

ＴＡ関

係者 

(3) 社

会福祉

関係者 

(4) 児

童福祉

関係者 

(5) 地

域学校

協働活

動推進

員 

(6) 地

域団体

関係者 

(7) そ

2年

以

内 

(1) 

会長

 委

員の

互選 

(2) 

副会

長 

委員

の互

選 

社会

教

育・

体育

課 

附属

機関 

所掌事項 委員

の定

数 

委員の構

成 

委

員

の

任

期 

会長等

の選任

方法 

庶務

担当

課 

略 略 略 略 略 略 略 

おい

らせ

町社

会教

育計

画検

討委

員会 

略 略 略 略 略 略 

おい

らせ

町公

民館

運営

審議

会 

略 略 略 略 略 略 

略 略 略 略 略 略 略 
 



１９０ 

改 正 案 現   行 

働活動

推進員

の活動

支援に

関する

こと。 

(4) 地域

学校協

働活動

の広報

活動に

関する

こと。 

(5) 学校

運営協

議会と

の連携

に関す

るこ

と。 

(6) 放課

後児童

クラブ

との連

携に関

するこ

と。 

(7) その

他教育

委員会

が必要

と認め

るこ

と。 

の他教

育委員

会が必

要と認

める者 

おい

らせ

町公

民館

運営

略 略 略 略 略 略 



１９１ 

改 正 案 現   行 

審議

会 

略 略 略 略 略 略 略 
 

  

  



１９２ 

７ 議案第７号関係 

 おいらせ町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例 新旧対照表（抜粋） 

改 正 案 現   行 

 （定義）  （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる

用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる

用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

(1)～(4) 略 (1)～(4) 略 

(5) 特定個人番号利用事務 法第１９条第８

号に規定する特定個人番号利用事務をい

う。 

 

(6) 利用特定個人情報 法第１９条第８号に

規定する利用特定個人情報をいう。 

 

  

 （個人番号の利用範囲）  （個人番号の利用範囲） 

第４条 法第９条第２項の条例で定める事務

は、別表第１の左欄に掲げる機関が行う同表

の右欄に掲げる事務、別表第２の第１欄に掲

げる機関が行う同表の第２欄に掲げる事務及

び町長又はおいらせ町教育委員会（以下「教

育委員会」という。）が行う特定個人番号利

用事務とする。 

第４条 法第９条第２項の条例で定める事務

は、別表第１の左欄に掲げる機関が行う同表

の右欄に掲げる事務、別表第２の第１欄に掲

げる機関が行う同表の第２欄に掲げる事務及

び町長又はおいらせ町教育委員会（以下「教

育委員会」という。）が行う法別表第２の第

２欄に掲げる事務とする。 

２ 略 ２ 略 

３ 町長又は教育委員会は、特定個人番号利用

事務を処理するために必要な限度で利用特定

個人情報であって自らが保有するものを利用

することができる。ただし、法の規定により、

情報提供ネットワークシステムを使用して他

の個人番号利用事務実施者から当該利用特定

個人情報の提供を受けることができる場合

は、この限りでない。 

３ 町長又は教育委員会は、法別表第２の第２

欄に掲げる事務を処理するために必要な限度

で同表の第４欄に掲げる特定個人情報であっ

て自らが保有するものを利用することができ

る。ただし、法の規定により、情報提供ネッ

トワークシステムを使用して他の個人番号利

用事務実施者から当該特定個人情報の提供を

受けることができる場合は、この限りでない。 

４ 略 ４ 略 

  （特定個人情報の提供） 

 第５条 法第１９条第１１号の条例で定める

特定個人情報の提供は、法別表第２に記載す

る情報照会者が情報提供者に対し、同表に記

載する事務を処理するために必要な特定個人

情報の提供を求めた場合に行う。 



１９３ 

改 正 案 現   行 

 ２ 前項の規定による特定個人情報の提供が

あった場合において、他の条例、規則その他

の規程の規定により当該特定個人情報と同一

の内容の情報を含む書面の提出が義務付けら

れているときは、当該書面の提出があったも

のとみなす。 

（委任） （委任） 

第５条 この条例の施行に関し必要な事項は、

町長が別に定める。 

第６条 この条例の施行に関し必要な事項は、

町長が別に定める。 

 

  



１９４ 

８ 議案第８号関係 

 おいらせ町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援

施設等の運営に関する基準を定める条例 新旧対照表（抜粋） 

改 正 案 現   行 

（掲示等） （掲示） 

第２３条 特定教育・保育施設は、当該特定教

育・保育施設の見やすい場所に、運営規程の

概要、職員の勤務の体制、利用者負担その他

の利用申込者の特定教育・保育施設の選択に

資すると認められる重要事項を掲示するとと

もに、電気通信回線に接続して行う自動公衆

送信（公衆によって直接受信されることを目

的として公衆からの求めに応じ自動的に送信

を行うことをいい、放送又は有線放送に該当

するものを除く。）により公衆の閲覧に供しな

ければならない。 

第２３条 特定教育・保育施設は、当該特定教

育・保育施設の見やすい場所に、運営規程の

概要、職員の勤務の体制、利用者負担その他

の利用申込者の特定教育・保育施設の選択に

資すると認められる重要事項を掲示しなけれ

ばならない。 

（電磁的記録等） （電磁的記録等） 

第６２条 略 第６２条 略 

２ 特定教育・保育施設等は、この条例の規定

による書面等の交付又は提出については、当

該書面等が電磁的記録により作成されている

場合には、当該書面等の交付又は提出に代え

て、第４項で定めるところにより、教育・保

育給付認定保護者又は施設等利用給付認定保

護者（以下この条において「教育・保育給付

認定保護者等」という。）の承諾を得て、当該

書面等に記載すべき事項（以下この条におい

て「記載事項」という。）を電子情報処理組織

（特定教育・保育施設等の使用に係る電子計

算機と、教育・保育給付認定保護者等の使用

に係る電子計算機とを電気通信回線で接続し

た電子情報処理組織をいう。以下この条にお

いて同じ。）を使用する方法その他の情報通信

の技術を利用する方法であって次に掲げるも

の（以下この条において「電磁的方法」とい

う。）により提供することができる。この場合

において、当該特定教育・保育施設等は、当該

書面等を交付し又は提出したものとみなす。 

２ 特定教育・保育施設等は、この条例の規定

による書面等の交付又は提出については、当

該書面等が電磁的記録により作成されている

場合には、当該書面等の交付又は提出に代え

て、第４項に定めるところにより、教育・保

育給付認定保護者の承諾を得て、当該書面等

に記載すべき事項（以下この条において「記

載事項」という。）を電子情報処理組織（特定

教育・保育施設等の使用に係る電子計算機と

教育・保育給付認定保護者の使用に係る電子

計算機とを電気通信回線で接続した電子情報

処理組織をいう。以下この条において同じ。）

を使用する方法その他の情報通信の技術を利

用する方法であって次に掲げるもの（以下こ

の条において「電磁的方法」という。）により

提供することができる。この場合において、

当該特定教育・保育施設等は、当該書面等を

交付し又は提出したものとみなす。 

(1) 略 (1) 略 



１９５ 

改 正 案 現   行 

(2) 電磁的記録媒体（電磁的記録に係る記録

媒体をいう。）をもって調製するファイル

に記載事項を記録したものを交付する方法 

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその

他これらに準ずる方法により一定の事項

を確実に記録しておくことができる物を

もって調製するファイルに記載事項を記録

したものを交付する方法 

３～６ 略 ３～６ 略 

 

  



１９６ 

９ 議案第９号関係 

 おいらせ町介護保険条例 新旧対照表（抜粋） 

改 正 案 現   行 

（保険料率） （保険料率） 

第２条 令和６年度から令和８年度までの各年

度における保険料率は、次の各号に掲げる第

１号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号

に定める額とする。 

第２条 令和３年度から令和５年度までの各年

度における保険料率は、次の各号に掲げる第

１号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号

に定める額とする。 

(1) 介護保険法施行令（平成１０年政令第４

１２号。以下「令」という。）第３８条第

１項第１号に掲げる者 ３４，９４４円 

(1) 介護保険法施行令（平成１０年政令第４

１２号。以下「令」という。）第３９条第

１項第１号に掲げる者 ３９，６００円 

(2) 令第３８条第１項第２号に掲げる者  

５２，６０８円 

(2) 令第３９条第１項第２号に掲げる者  

５９，４００円 

(3) 令第３８条第１項第３号に掲げる者  

５２，９９２円 

(3) 令第３９条第１項第３号に掲げる者  

５９，４００円 

(4) 令第３８条第１項第４号に掲げる者  

６９，１２０円 

(4) 令第３９条第１項第４号に掲げる者  

７１，２８０円 

(5) 令第３８条第１項第５号に掲げる者  

７６，８００円 

(5) 令第３９条第１項第５号に掲げる者  

７９，２００円 

(6) 令第３８条第１項第６号に掲げる者  

９２，１６０円 

(6) 令第３９条第１項第６号に掲げる者  

９５，０４０円 

令第３９条第１項第６号イの市町村が定

める額は１２０万円 

(7) 令第３８条第１項第７号に掲げる者  

９９，８４０円 

(7) 令第３９条第１項第７号に掲げる者  

１０２，９６０円 

令第３９条第１項第７号イの市町村が定

める額は２１０万円 

(8) 令第３８条第１項第８号に掲げる者  

１１５，２００円 

(8) 令第３９条第１項第８号に掲げる者  

１１８，８００円 

令第３９条第１項第８号イの市町村が定

める額は３２０万円 

(9) 令第３８条第１項第９号に掲げる者  

１３０，５６０円 

(9) 令第３９条第１項第９号に掲げる者  

１３４，６４０円 

令第３９条第１項第９号イの市町村が定

める額は４３０万円 

(10) 令第３８条第１項第１０号に掲げる者 (10) 令第３９条第１項第１０号に掲げる者 



１９７ 

改 正 案 現   行 

１４５，９２０円 １５０，４８０円 

 (11) 令第３８条第１項第１１号に掲げる者 

１６１，２８０円 

 

(12) 令第３８条第１項第１２号に掲げる者 

１７６，６４０円 

 

(13) 令第３８条第１項第１３号に掲げる者 

１８４，３２０円 

 

２ 前項第１号、第２号及び第３号に掲げる第

１号被保険者についての保険料の減額賦課に

係る令和６年度から令和８年度までの各年度

における保険料率は、同号の規定にかかわら

ず、次の各号に定める額とする。 

２ 前項第１号、第２号及び第３号に掲げる第

１号被保険者についての保険料の減額賦課に

係る令和３年度から令和５年度までの各年度

における保険料率は、同号の規定にかかわら

ず、次の各号に定める額とする。 

(1) 前項第１号に掲げる者 ２１，８８８円 (1) 前項第１号に掲げる者 ２３，７６０円 

(2) 前項第２号に掲げる者 ３７，２４８円 (2) 前項第２号に掲げる者 ３９，６００円 

(3) 前項第３号に掲げる者 ５２，６０８円 (3) 前項第３号に掲げる者 ５５，４４０円 

  

（賦課期日後において第１号被保険者の資格

取得、喪失等があった場合） 

 （賦課期日後において第１号被保険者の資格

取得、喪失等があった場合） 

第４条 略 第４条 略 

２ 略 ２ 略 

３ 保険料の賦課期日後に令第３８条第１項第

１号イ（同号イに規定する老齢福祉年金の受

給権を有するに至った者及び同号イ(1)に係

る者を除く。）、ロ若しくはニ、第２号ロ、

第３号ロ、第４号ロ、第５号ロ、第６号ロ、

第７号ロ、第８号ロ、第９号ロ、第１０号ロ、

第１１号ロ又は第１２号ロに該当するに至っ

た第１号被保険者に係る保険料の額は、当該

該当するに至った日の属する月の前月まで月

割りにより算定した当該第１号被保険者に係

る保険料の額と当該該当するに至った日の属

する月から令第３８条第１項第１号から第１

２号までのいずれかに規定する者として月割

りにより算定した保険料の額の合算額とす

る。 

３ 保険料の賦課期日後に令第３９条第１項第

１号イ（同号イに規定する老齢福祉年金の受

給権を有するに至った者及び同号イ(1)に係

る者を除く。）、ロ若しくはニ、第２号ロ、

第３号ロ、第４号ロ、第５号ロ、第６号ロ、

第７号ロ、第８号ロ又は第９号ロに該当する

に至った第１号被保険者に係る保険料の額

は、当該該当するに至った日の属する月の前

月まで月割りにより算定した当該第１号被保

険者に係る保険料の額と当該該当するに至っ

た日の属する月から令第３９条第１項第１号

から第９号までのいずれかに規定する者とし

て月割りにより算定した保険料の額の合算額

とする。 

 

  



１９８ 

１０ 議案第１０号関係 

 おいらせ町下水道事業受益者分担金に関する条例 新旧対照表（抜粋） 

改 正 案 現   行 

 （一括納付報奨金） 

 第７条 受益者が、分担金の全額を一括納付し

た場合には、規則で定めるところにより一括

納付報奨金を交付するものとする。 

第７条～第１１条 略 第８条～第１２条 略 

 

  



１９９ 

１１ 議案第１２号関係 

 町道の路線廃止について 路線図 

 

  

路線
番号

3-661 路線名 延長 83.2m 幅員 4.2m

起点 終点
重要な
経過地

区分

路線
番号

3-662 路線名 延長 49.8m 幅員 3.3m

起点 終点
重要な
経過地

区分

おいらせ町

向山2番地216　地先

おいらせ町

向山2番地216　地先

認 定 廃 止

向山団地３号線

向山団地２号線

おいらせ町

向山2番地216　地先
おいらせ町
向山2番地216　地先

路 線 廃 止

向山駅

向山駅



２００ 

 
  

路線
番号

3-663 路線名 延長 27.3m 幅員 4.9m

起点 終点
重要な
経過地

区分

おいらせ町
向山2番地216　地先

おいらせ町
向山2番地216　地先

認 定 廃 止

向山団地４号線

向山駅



２０１ 

１２ 議案第１３号関係 

 町道の路線認定について 路線図 

 
  

路線
番号

3-968 路線名 延長 186.5ｍ 幅員 6.0ｍ

起点 終点
重要な
経過地

区分

路線
番号

3-969 路線名 延長 78.0ｍ 幅員 4.7ｍ

起点 終点
重要な
経過地

区分

有楽町４号線

有楽町３号線

おいらせ町

中平下長根山1番地1355　地先

おいらせ町

中平下長根山1番地961　地先

路 線 認 定

おいらせ町

中平下長根山1番地870　地先

おいらせ町

中平下長根山1番地8　地先

路 線 認 定

国道４５号

国道４５号



２０２ 

 

路線
番号

3-970 路線名 延長 122.2m 幅員 3.1m

起点 終点
重要な
経過地

区分

路線
番号

3-971 路線名 延長 85.5m 幅員 6.0m

起点 終点
重要な
経過地

区分 路 線 認 定

染屋５号線

おいらせ町

染屋79番地5　地先

おいらせ町

染屋78番地　地先

路 線 認 定

緑ヶ丘25号線

おいらせ町

緑ヶ丘六丁目50番地2036　地先

おいらせ町

緑ヶ丘六丁目50番地2039　地先

木ノ下・三沢線

国道４５号


